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令和６年度決算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

令和７年９月８日（月曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １         委員会記録署名委員の指名 

 第 ２ 認定第  １号 令和６年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）決算 

認定について 

 第 ４ 認定第  ３号 令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 第 ５ 認定第  ４号 令和６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につい 

             て 

 第 ７ 認定第  ６号 令和６年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ８ 認定第  ７号 令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ 

いて 

 第 ９ 認定第  ８号 令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定について 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 播 間 章 浩   ２番 寺 嶋 誠 一   ４番 吉 岡 信 弘 

  ５番 西 山 弘 志   ６番 船 戸 健 二   ７番 杉 森 俊 行 

  ８番 西 田 輝 樹   ９番 安 田 清 之  １０番 志 民 和 義 

１１番 管   敏 範 

 

○欠席委員（０名） 

   

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     黒 川   豊 

 副 町 長                     松 木 義 行 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 

 総 務 課 参 事                     杉 山 佳 行 

 総 務 課 参 事                     楠 本 正 樹 

 企画商工課長兼地場産品研究センター所長         松 久 琢 磨 

 宇宙航空課長                     菅   浩 也 

 住 民 課 長                     牧 田   護 
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 保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター 

所長兼子育て支援室学童保育所長             水 津 孝 一 

 保健福祉課参事                     明日見 由 香 

農林水産課長兼町営牧場長                藤 谷 満 伸 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             奥   純 一 

 建設水道課参事                     川 口 賢 治 

会計管理者兼出納課長                  三津田   崇 

 

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     沼 田 拓 己 

 学校教育課長兼学校給食センター所長           伊 勢 厳 則 

 社会教育課長兼図書館長                 井 上 博 樹 

 

＜農業委員会＞ 

 農業委員会長                     穀 内 和 夫 

農業委員会事務局長                   清 原 勝 利 

 

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                     北 林 博 美 

 監 査 委 員                     辻󠄀 本 正 雄 

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     佐 藤 弘 康 

 係     長                     須 藤 恭 弥 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○播間決算審査特別委員長 

 ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 安 田 清 之 委員 

  志 民 和 義 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 認定第１号から日程第９ 認定第８号 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第２ 認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定についてから、日程第９ 認

定第８号令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまでの８件について、これよ

り審査に入ります。 

 お諮りします。 

 本委員会での審査方法ですが、一括議題となりました認定第１号から認定第８号までの

８議案については、去る９月２日の本会議において、提案理由の説明が終了しておりますの

で、本委員会では１議案ごとに附属書類、事項別明細書等の説明を求めた後、決算書等に関

する質疑、総括質疑、討論、採決の順で審査を進めることといたします。 

 一般会計の審査につきましては、議案説明後、事項別明細書に従って歳出、歳入の順で進

めることとし、事項別明細書歳出の款ごとの説明並びに歳入の一括説明は、審査に合わせて

求めることといたします。 

 特別会計の審査につきましては、議案並びに事項別明細書、財務諸表等の一括説明の後、

審査を行うことといたします。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま決定のとおり、審査を進めます。 
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 お諮りします。 

 認定第１号から認定第８号までの８議案の審査については、同一議件に対する質疑を３

回までとする会議規則第５４条の規定を適用しないで、審査を進めたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第８号までの８議案については、質疑を３回までとする

会議規則第５４条の規定を適用しないで審査を進めることに決しました。 

 これより審査に入りますが、その前にご連絡いたします。 

 本委員会での審査に際し、理事者より、主幹・係長を説明員として出席させたい旨の申出

があり、これを認めることといたします。 

なお、主幹・係長からの説明は、特に理事者から申出があった場合に限り委員長において

指名いたしますので、ご了承願います。 

 質疑にあたり、あらかじめ、委員各位に申し上げます。 

発言の際は、必ず挙手をして、委員長の指名を受けてから行ってください。 

また、事項別明細書に記載されていない事項は、総括質疑でお受けいたします。 

関連質疑については、さきの質疑者が終了してから、新たに質疑されるようお願いいたし

ます。 

委員会の円滑な運営にご協力をお願い申し上げます。 

 

◎日程第２ 認定第１号  

○播間決算審査特別委員長 

 日程第２ 認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定についてを議題といたします。 

 最初に、議案の説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 それでは、認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定について説明させていただき

ます。 

 議案の１ページをお開き願います。 

 令和６年度一般会計決算総括表を説明させていただきます。 

最初に、歳入でありますが、款順に４列目の決算額から６列目の収入未済額について説明

させていただきます。 

 最初に、１款町税、決算額１０億１,２３４万９,０７３円、不納欠損額３４万３６９円、

収入未済額１,９７８万６,６７４円、収入割合は前年度から増減なしの９８.１％。 

次に、２款地方譲与税１億７,９８４万１,０００円。 
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次に、３款利子割交付金３８万１,０００円。 

次に、４款配当割交付金３６４万４,０００円。 

次に、５款株式等譲渡所得割交付金５６２万２,０００円。 

次に、６款法人事業税交付金１,５１９万５,０００円。 

次に、７款地方消費税交付金１億５,６６０万２,０００円。 

次に、８款環境性能割交付金１,８１４万４,０００円。 

次に、９款国有提供施設等所在市町村助成交付金４１万９,０００円。 

次に、１０款地方特例交付金２,８５７万円。 

次に、１１款地方交付税３５億４,０４０万７,０００円。 

次に、１２款交通安全対策特別交付金６７万円。 

次に、１３款分担金及び負担金、決算額は６,４１１万６,９８６円、収入未済額は２５万

９,１５５円、収入割合は前年と増減なしの９９.６％。 

次に、１４款使用料及び手数料、決算額１億８,７４７万７,５３６円、収入未済額は３７

５万１,６４５円、収入割合は前年度から０.４ポイントプラスの９８.０％。 

次に、１５款国庫支出金１２億７,３７４万５,０７４円。 

次に、１６款道支出金３億７,８３２万５,５３９円。 

次に、１７款財産収入４,７７４万２６０円。 

次に、１８款寄附金６億１,０９８万６,５５４円。 

次に、１９款繰入金４億５,８６２万２,８５９円。 

次に、２０款繰越金３億１,８５３万９,２６０円。 

次に、２１款諸収入、決算額は２億７,１９３万８３３円、収入未済額は２８万９９７円、

収入割合は前年度から増減なしの９９.９％。 

最後に、２２款町債６億６３８万９,０００円。 

歳入合計では、予算現額９２億７,４６２万４,０００円に対し、調定額９２億４１３万

６,８１４円、決算額は９１億７,９７１万７,９７４円、不納欠損額は３４万３６９円、収

入未済額は２,４０７万８,４７１円、収入割合は前年度から増減なしの９９.７％でござい

ます。 

次のページをお開き願います。 

次に、歳出でございますが、科目ごとに５列目の決算額と６列目の翌年度繰越額の順でご

説明させていただきます。 

１款議会費５,６１２万６,０４６円。 

次に、２款総務費、決算額は２４億９,１４９万２５８円、翌年度繰越額は４９万５,００

０円。 

次に、３款民生費、決算額９億８,４１６万５,９９４円、翌年度繰越額は５３０万円。 

次に、４款衛生費、決算額２億７,４２０万６,６８６円、翌年度繰越額は４,０００円。 

次に、５款労働費６９万４,７９２円。 
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次に、６款農林水産業費５億１,８９７万７８０円、翌年度繰越額は５,２５５万円。 

次に、７款商工費５億２,２７４万１,５４８円、翌年度繰越額は１,２１０万円。 

次に、８款土木費、決算額は６億６,６１０万７,３６２円、翌年度繰越額は１億１,６３

５万１,０００円。 

次に、９款消防費２億５,８１１万２,８９５円。 

次に、１０款教育費６億２,９００万２,４８８円。 

次に、１１款災害復旧費の執行はございません。 

次に、１２款公債費７億７,０９９万２１６円。 

次に、１３款諸支出金１６億９,０４３万２,７４１円。 

最後に、１４款予備費の執行はございません。 

以上、歳出合計では、予算現額９２億７,４６２万４,０００円に対し、決算額８８億６,

３０４万１,８０６円、翌年度繰越額１億８,６８０万円、不用額２億２,４７８万２,１９４

円で、予算現額に対する予算の執行率は、前年度から３.８ポイントプラスの９５.６％でご

ざいます。 

この結果、歳入総額９１億７,９７１万７,９７４円、歳出総額は８８億６,３０４万１,８

０６円、差し引いた残額は３億１,６６７万６,１６８円となり、これから繰越明許費繰越額

６７６万８,０００円を差し引いた３億９９０万８,１６８円を令和７年度に繰り越すもの

でございます。 

次のページをお開き願います。 

款ごとの歳出決算額を性質別に分類した表を説明させていただきます。 

前年度の決算額から変動が大きな主なものについて簡単に説明させていただきます。 

人件費は１１億４,４１８万３,０００円で、前年対比１.１ポイント、７,６３２万１,０

００円の増。人事院勧告による基本給の引き上げにより、職員給与で２,９６０万円の増を

はじめ、手当や共済費も同様に増額となってございます。 

物件費は１１億５７５万８,０００円、前年対比０.５ポイント、１,７３９万円の増。増

の主な要因は、消防費ではＢ＆Ｇ財団による補助事業採択により災害支援体制構築事業１,

０５１万６,６６２円の皆増や、ふるさと納税の増に伴う返礼品費用の増額などでございま

す。 

維持補修費は２億８,５４９万２,０００円で、前年対比０.３ポイント、２,６６６万９,

０００円の減。減額の要因は、道路、公共施設の除排雪費用が前年より約２,０２４万円減

額したことによるものでございます。 

扶助費は６億５０２万４,０００円で、前年比０.２ポイント、１,０４１万４,０００円の

増。増額の主な要因は、給付費、心身障害者福祉事業３,５４９万円の増によるものです。

一方、低所得世帯への支援給付金事業は１,７７５万円減額となっております。 

次に、補助費は１６億６,３３４万４,０００円で、前年比１１.０ポイント、１０億３,４

２３万３,０００円の減。大幅な減額の要因は、前年度は企業版ふるさと納税により１件１
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０億円の高額寄附があり、この寄附金を宇宙産業集積促進事業補助金として支出しており、

本年度はこの分が減少したことによるものでございます。 

次に、普通建設事業費は２１億１,７５１万７,０００円で、前年比９.８ポイント、８億

４,００２万３,０００円の増。大幅な増額の要因は、前年度は北海道スペースポート整備事

業以外の大規模工事が少なく、今年度は同事業の費用額増や晩成温泉改修、公営住宅寿町団

地の建設、小中学校の空調設備工事の実施によるものでございます。 

その他の合計では１９億４,１７２万５,０００円、前年対比０.３ポイント、６,１６４万

１,０００円の減。減額の要因は、公債費の減少及び諸支出金における国民健康保険事業特

別会計繰出金の減少によるものでございます。 

最後に、決算書並びに附属書類として、財産に関する調書、主要施策報告書、地方債の現

在高調書等を添付させていただいております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案の説明が終わりました。 

 引き続き、事項別明細書に従い、審査を行います。 

 初めに、６９ページ、７０ページ、１款議会費について、関係説明員から説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 それでは、１款、１項、１目ともに議会費で５,６１２万６,０４６円。ここでは、議員報

酬、共済費、その他議会活動に要する経費を執行してございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 １款議会費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、１款議会費の質疑を終了いたします。 

次に、６９ページから１１６ページまで、２款総務費について、関係説明員から順次説明

を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 ２款総務費、支出済額２４億９,１４９万２５８円、翌年度繰越額、繰越明許費４９万５,

０００円。１項総務管理費、支出済額２４億５,５９８万２,８２０円、翌年度繰越額、繰越

明許費４９万５,０００円。 

６９ページから７８ページにかけて、１目一般管理費８億６,６８６万５,０７５円。ここ
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では、特別職を含む職員の人件費、庁舎の維持管理費、役場の事務経費などを執行してござ

います。前年比４,１８２万３,８４９円の増。増額の主な要因は、人事院勧告に伴う職員の

基本給の引き上げなどにより、２節給料で２,０５９万１,１０２円の増。期末勤勉手当の支

給月数増や寒冷地手当の支給引上げなど３節職員手当等で１,１６１万５１９円の増。この

ほかには、１８節負担金、補助及び交付金で、町への道職員派遣方法の変更により、道の派

遣旅費分４９６万５,０５０円の増などでございます。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 続きまして、７７ページ下段から８０ページ下段にかけまして、２目文書広報費、支出済

額１,５３５万９,７８９円、前年対比７３７万４,８１５円の増。ここでは、広報たいきの

発行、広聴事業、ホームページの管理、難視聴対策に関する経費を執行してございます。増

額の主な内容は、大樹町ホームページをリニューアルしたことによる委託業務として７９

８万６,０００円を支出したことによるものであります。 

○吉田総務課長 

 続きまして、３目財産管理費６,１１５万３,６０６円、前年比２２８万８,８５０円の増。

ここでは、普通財産の管理や公共施設の除排雪等に関する経費を執行してございます。増額

の主な要因は、１４節工事請負費で、旧歴舟中学校校舎及び体育館の解体により、町有建物

解体工事が前年事業費と比較して７４７万７,０４２円増。一方で、１２節委託料では、公

共施設除排雪等業務費の減により、前年比で５２９万５,２８９円の増となってございます。

また、住宅火災による被災者受入れや管外から大樹高校へ入学する生徒の役場単身者住宅

への受入れとして、寝具借上料、職員住宅備品などを支出してございます。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 続きまして、８３ページ上段から９０ページ下段にかけまして、４目企画費、支出済額５,

５２７万３,７０２円、前年対比１,２０４万１,０９１円の減。ここでは、十勝圏複合事務

組合などの広域組織の運営、姉妹都市・友好都市・銀河連邦との都市間交流、地域おこし協

力隊の活動費、大樹高校の活性化、移住促進事業、コミュニティバスの運行などを実施して

ございます。増減の主な内容は、地域おこし協力隊の増員のほか、前年度の１２月からプロ

ジェクトマネージャーを採用したことに伴い、報酬などが増額となっております。また、前

年度に大樹町総合計画策定事業や地方創生臨時交付金を活用した水道基本料金免除補助金

を交付したことで、大きく減額となってございます。 

○吉田総務課長 

 続きまして、８９、９０ページ下段、５目公平委員会費７万２,０００円。公平委員会開

催に係る委員の報酬及び費用弁償を支出してございます。 

○牧田住民課長 

 ９１ページから９２ページにかけまして、６目防犯交通安全推進費、支出済額２１３万

８,１４１円。前年対比９万７,３４６円の減でございます。ここでは、交通安全指導員や地

域安全推進協議会の活動経費など、交通安全や防犯に係る経費を支出しております。 
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○吉田総務課長 

 続きまして、９３、９４ページ、７目福祉センター費１,０５９万８,９８７円。福祉セン

ターの維持管理経費で、前年比３４万４,８２２円の増でございます。 

○楠本総務課参事 

９３ページから９６ページで、８目電子計算費１億２６３万２,４５３円。行政用電算シ

ステムの維持管理費などの経費で、前年比３,６８０万８,７１５円の増でございます。増減

の主な内容といたしましては、１２節委託料で、電子計算機器設定業務で職員が利用する行

政情報端末の更新が昨年度で一段落したため、設定委託料４３８万６,９８７円の減。総合

行政情報システム改修業務で、国が進める自治体情報システム標準化・共通化対応費で３,

３７９万７,８４１円の増。昨年度行いましたサーバ更新業務で個人番号系ネットワークの

セキュリティ強化事業の皆減によりまして９９６万６,０００円の減。１７節備品購入費で、

行政情報用サーバ関連機器一式で、職員がＬＧＷＡＮ環境から安全にインターネット環境

にアクセスするための仮想ブラウザシステム機器一式購入ほか、機器更新で１,７０６万２,

６５０円の増によるものでございます。 

○吉田総務課長 

 次に、９７、９８ページ、９目車両管理費１,０４９万５,０６１円、前年比１９３万４,

８５０円の減。ここでは、各課に属する車両以外の公用車両の維持管理経費、町有バス運行

業務委託等を執行してございます。減額の主な要因は、１７節備品購入費で、公用車購入費

用の皆減によるものでございます。 

 次に、１０目諸費４,１７９万１,８２５円、前年比１８２万１,５６４円の減。ここでは、

行政区の推進や施設の維持管理の事業、各種団体への補助・負担金、街灯維持管理経費など

を執行してございます。 

○菅宇宙航空課長 

続きまして、１０３ページ上段から１０８ページ中段にかけまして、１２目航空宇宙推進

費、支出済額１２億８,９６０万２,１８１円。ここでは、多目的航空公園維持管理、宇宙の

まちづくり推進事業、北海道スペースポート整備事業を実施しております。前年対比６億

２,６３５万６８２円の減となっております。減の主な要因は、工事請負費の北海道スペー

スポート整備事業において、令和５年度分で繰越明許費を合わせて３億４,８８２万９,７

００円の増となっておりますが、令和５年度の大樹町航空宇宙産業集積促進事業補助金の

支出が１０億９,４５０万円であったのに対して、令和６年度は１億６,３９０万円の支出

であり、９億３,０６０万円の減となっていることが主な要因となっております。 

宇宙のまちづくり推進事業で４９万５,０００円を繰越明許費としております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○牧田住民課長 

 続きまして、１０７ページ中段から１１２ページ上段にかけまして、２項徴税費、１目賦

課徴収費、支出済額ともに同額の９９３万９,６２２円、前年対比６５４万３,１６２円の減
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でございます。ここでは、税金の賦課徴収に伴う経費全般を支出しております。執行額減の

主な要因としましては、１２節委託料で、前年度に実施した固定資産税路線化評価業務及び

地方共通納税システム統一規格ＱＲコード対応業務の皆減による差額と、２２節償還金、利

子及び割引料が前年対比で１４２万４,２９１円の減によるものでございます。 

続きまして、１１１ページから１１２ページ下段にかけまして、３項、１目ともに戸籍住

民基本台帳費、支出済額、同額の１,６８２万４,１９９円、前年対比５３５万２３１円の増

でございます。ここでは、戸籍や住民基本台帳管理業務などに係る費用を支出しておりま

す。執行額増の主な要因としましては、１２節委託料で改正戸籍法の対応などにより、戸籍

システム並びに住民記録システムの改修業務の費用など、委託料全体で約５５０万円増加

したことによるものでございます。 

○吉田総務課長 

 続きまして、１１１ページから１１４ページにかけて、４項選挙費５８９万３,４７８円。

１目選挙管理委員会費１６万９,１３６円。ここでは、選挙管理委員会の運営経費、報酬、

旅費等を執行してございます。 

 次のページに移りまして、２目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費５７

２万４,３４２円。令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙の費用となってございま

す。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 続きまして、１１５ページ、１１６ページ上段になりますが、５項、１目ともに統計調査

費、支出済額８０万９,７５０円、前年対比３９万３,０６３円の増。ここでは、農林業セン

サスなど、統計調査に係る経費を支出してございます。増額の主な要因は、農林業センサス

調査員報酬の増となってございます。 

○吉田総務課長 

 最後に、６項、１目ともに監査委員費２０４万３８９円。ここでは、監査委員の報酬、事

務経費などを執行してございます。 

 以上で総務費の説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 ２款総務費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

 ７６ページの職員研修業務ということでございます。これについての内容、また研修場

所、参加人数についてお伝え願います。 

○播間決算審査特別委員長 

 𠮷田総務課長。 

○吉田総務課長 
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 研修内容に関しましては、コンプライアンス研修を実施してございます。参加者に関しま

しては、昨年度のコンプライアンスは管理職並びに係長職ということで、参加は２２名出席

という形になってございます。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

 ７２ページ、再任用職員時間外手当１９７万９５２円。再任用職員がこれだけの時間外を

やっている。この部署は全部総務課ですから、いろいろなところの部署があってやっている

のでしょうけれども、再任用職員に支払った場所はどこなのかお教えください。 

○播間決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 令和６年度に関しましては、再任用職員５名を任用していまして、この５名全てで時間外

が発生してございます。部署に関しましては、総務課１名、保健福祉課３名、教育委員会１

名でございます。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありますか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

 １１０ページの総務費、徴税費、賦課徴収費３９万９,０００円、十勝圏複合事務組合負

担金の中の滞納整理機構のことだと理解していますが、これについて、整理機構に回した件

数、そして回収した件数、できれば金額もということでお願いします。 

○播間決算審査特別委員長 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 滞納整理機構、十勝圏複合事務組合負担金についてでございます。 

滞納整理機構に引き継ぎしました案件ですが、令和６年度につきましてはゼロ件という

状況となっております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありますか。 
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 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

 ７２ページの市町村職員退職手当組合負担金の関係なのですが、令和６年度は年齢引上

げによる減で４,２２４万円の計上でしたが、実行結果が約３,３１０万円で９００万円以

上の減額になっているのですが、減額した分のさらに減額になった分の理由をお聞きしま

す。 

○播間決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 当初予算等のかい離の件かと思いますが、当初予算では、通常の負担金というのがござい

まして、そちらを計上してございました。それにプラスして退職時に精算する制度になって

おりまして、それをあらかじめ前納しておいて追加精算にならない形で今までは行ってお

りまして、１,０００分の３０を前納金として預けていたのですが、それが令和６年度で廃

止となってございます。そういった関係で予算と決算のかい離が生じてございます。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありますか。 

 西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

 ７６ページの１２節電話代行業務６２万４００円の内容をお知らせいただきたいのです

が。 

○播間決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 この件に関しましては、昨年１０月１日から、今までいた警備員を廃止して自動警備にし

てございます。役場に来た電話を委託先のコールセンターに転送して、その後、コールセン

ターから職員が受けている仕組みになっていまして、その電話代行の費用となってござい

ます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありますか。 

 西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

８４ページの報酬のところでゼロカーボン推進協議会の委員会報酬が出ているのですが、

ゼロカーボン推進協議会の協議内容をお知らせいただきたいと思います。 
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○播間決算審査特別委員長 

 実績の内容でよろしいですか。 

松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

ゼロカーボン推進協議会の協議内容でございますが、脱炭素に向けた取組状況について

協議してございます。 

今の町の現状は、役場庁舎の二酸化炭素を７８％まで削減してございます。また、チップ

ボイラー２基も順調に稼働していること、それとエアウォーターのバイオメタンの取組に

ついて紹介をしてございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、２款総務費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時４０分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 次に、１１５ページから１４２ページまで、３款民生費について、関係説明員から順次説

明を求めます。 

 水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

 それでは、民生費について説明させていただきます。 

１１５ページ、１１６ページ中段でございます。 

３款民生費、支出済額９億８,４１６万５,９９４円。１項社会福祉費６億６,８４９万８,

７５７円。 

１１５ページから１２０ページにかけまして、１目社会福祉総務費１億３,０４２万１,

０７４円。民生委員児童委員の活動経費、社会福祉協議会やシルバーセンターへの補助金、

遺族援護事業の経費などを支出してございます。前年比１,６０３万１,１１５円増の主な
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要因は、２節給料、３節職員手当、１２節委託料で、重層的支援体制整備事業による人件費

が増加したものです。 

１１９ページ中段から１２２ページ中段にかけまして、２目老人福祉総務費１,６８６万

６,１０２円。敬老会の開催、老人クラブの助成など、高齢者福祉事業の経費を支出してご

ざいます。前年比２４５万９,７３９円の減の主な要因は、１９節扶助費の老人福祉施設入

所等措置費で、１名が令和６年度途中でお亡くなりになって利用料が減ったことが要因と

なるものです。 

 １２１ページ中段から１２６ページ下段にかけまして、３目心身障害者福祉費２億７,５

２２万２,８９１円。障がい者自立支援医療に係る経費、大樹町障がい者地域活動支援セン

ターの運営に係る経費を支出してございます。前年比４,４８５万３８円増の主な要因は、

１９節扶助費において、介護給付費、訓練給付費等で利用料が増となったことによるもので

す。 

○牧田住民課長 

 続きまして、１２５ページ、１２６ページの下段になりますが、４目国民年金事務費、支

出済額３万円、前年対比３３１円の減でございます。ここでは、年金事務に係る費用を支出

しております。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

 １２５ページ下段から１２８ページ中段にかけまして、５目高齢者保健福祉推進センター

費３,０２３万７,３５５円。高齢者保健福祉推進センターらいふの維持管理に要する経費

を支出してございます。前年比２,０６６万５,４９４円増の主な要因は、１４節工事請負費

におきまして、らいふに無線ＬＡＮと冷房設備を整えたことで増となったものでございま

す。 

○牧田住民課長 

 続きまして、１２７ページ下段から１３０ページ中段にかけまして、６目福祉医療諸費、

支出済額１億５,４３８万９,６１７円、前年対比５０万２,５００円の減でございます。こ

こでは、１８節負担金、補助及び交付金で後期高齢者医療療養給付費負担金を、１９節扶助

費で重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、乳幼児及び児童医療費の助成を支出し

ております。２７節繰出金の保険基盤安定制度繰出金は、国保分保険税、後期高齢者医療分

保険料の軽減分として、町が負担しなければならない分の繰出しで、国保分と後期高齢者分

をそれぞれ支出しております。出産育児一時金繰出金につきましても、国保会計に繰り出し

しております。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

 １２９ページ中段から１３４ページ中段にかけまして、７目発達支援センター費４,７７

６万４,２４６円。南十勝４町村で運営しております南十勝こども発達支援センターの人件
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費、施設維持管理に要する経費を支出してございます。前年比５７５万８,６０４円減の主

な要因は、職員１名の育児休暇により人件費が減となったものです。 

 １３３ページ中段から１３６ページ中段にかけまして、８目公衆浴場費１,３５６万７,

４７２円。公衆浴場の維持管理に要する経費について支出してございます。前年比５８万

１,７２１円増の主な要因は、１２節委託料で公衆浴場の施設管理業務のシルバー人件費が

上がったことによるものでございます。 

○牧田住民課長 

 続きまして、１３５ページ中段から１３６ページになります。 

２項児童福祉費３億１,５６６万７,２３７円、１目児童措置費７,８４８万１,５６０円、

前年対比１,１７１万６,５４６円の減でございます。ここでは、児童手当とその事務に係る

費用を支出しております。執行額減の主な要因としましては、１８節負担金、補助及び交付

金で、前年度に実施した子育て世帯物価高騰対策給付金及び低所得者子育て世帯生活支援

特別給付金の皆減によるものでございます。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

 １３５ページ下段から１４２ページ下段にかけまして、２目児童福祉施設費２億３,７１

８万５,６７７円。尾田認定こども園法人が運営する認定こども園たいき及び学童保育所の

運営に係る経費を支出してございます。前年比１,２２４万６,９８４円増の主な要因は、主

に、１２節委託料でこども計画を作成したこと、１９節扶助費で大樹保育施設給付費が増加

したことによるものです。 

１４１ページ下段から１４２ページ、３項生活保護費、１目扶助費の支出はございませ

ん。 

最後に、その下になります４項、１目ともに災害救助費の執行はございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

３款民生費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 寺嶋誠一委員。 

○寺嶋誠一委員 
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 １１８ページの１２節委託料の中の多機関協働事業業務なのですが、内容のご説明をお

願いしたいと思います。多機関とはどういう感じなのか。この辺のところをお願いしたいと

思います。 

○播間決算審査特別委員長 

寺嶋委員、事前に資料請求を他の委員からされていますけれども、内容は確認されていま

すか。 

よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

 １３４ページ、１２節の臨時施設管理業務の内容についてお聞きします。 

○播間決算審査特別委員長 

水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

 委託料の臨時施設管理業務でございますが、公衆浴場の清掃と受付の管理をシルバーセ

ンターからの派遣で行っているもので、人件費でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 １２０ページの扶助費の福祉灯油の関係なのですが、不用額があって、せっかくこうして

予算化したのに、対象者が減ったのか、それとも申請しなかったのか、どちらなのでしょう

か。 

○播間決算審査特別委員長 

水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

 福祉灯油の関係でございますが、人数につきましては、人数が減ったことによりまして、

福祉灯油の扶助費が前年から見れば増額となってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 この２５万７,６１５円の内訳なのですが、残った原因というのは、要らないと本人が言っ

たのか、それとも、そもそも予算が多かったのか、どちらかということで伺っているのです
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が。 

○播間決算審査特別委員長 

水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

失礼しました。予算のときには見込みで人数を計上しておりまして、実質、申出があった

のが３７８人ということで、人数が減ったことによりまして不用額が発生したということ

でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

 １２４ページの心身障害者訓練通園費の助成について伺いたいと思います。 

金額が毎年動くのは理解するのですが、令和５年度の予算で４０３万円が決算で２３５

万円ぐらい、令和６年度予算は２８９万円で３８０万円と動いているのですが、令和６年度

決算の１００万円増になった主な理由についてお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 明日見保健福祉課参事。 

○明日見保健福祉課参事 

 心身障害者訓練通園費助成の増額の要因でございます。 

昨年に比べまして、通園されている方の人数が増えていることによるものです。通園して

いる場所が就労継続支援Ｂ型事業所で、Ｂ型が増えているというのが主な原因でございま

す。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、３款民生費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

再開 午前１１時０７分 
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○播間決算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 次に、１４３ページから１５４ページまで、４款衛生費について、関係説明員から順次説

明を求めます。 

 水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室学

童保育所長 

それでは、衛生費について説明いたします。 

１４３ページ、１４４ページ上段でございます。 

４款衛生費、支出済額２億７,４２０万６,６８６円、１項保健衛生費２億２,２０４万８,

４７６円。 

１４３ページから１４４ページ上段にかけまして、１目健康づくり推進費６７６万７,５

１４円。８０２０運動の表彰や各種団体への補助金などを支出してございます。前年比８８

万６,５９９円増の主な要因は、１８節負担金、補助及び交付金において、令和６年度から

二次救急医療対策事業負担金が新たに増えたものでございます。 

１４３ページ中段から１４６ページ下段にかけまして、２目母子保健費１,１７３万３,

２７５円。妊婦健診や乳幼児健診など、母子保健に係る経費を支出してございます。前年比

１５１万２,０２７円増の主な要因は、１８節負担金、補助及び交付金で不妊治療費の助成

を令和５年度から開始し、利用者が増加したためです。 

 １４５ページから１５０ページ上段にかけまして、３目成人保健費１,３４１万５,３４

１円。成人の健診業務の経費を執行しております。 

１４９ページ上段から１５０ページ中段にかけまして、４目予防費１,４７６万６,９３

９円。予防接種業務委託料などを支出してございます。前年比１,０３１万６７５円減の主

な要因は、新型コロナワクチン接種に係る経費が皆減となったためでございます。 

○牧田住民課長 

 続きまして、１４９ページ下段から１５２ページにかけまして、５目環境衛生費１億７,

４１６万２,７０９円、前年対比２,０６０万９,５５７円の増でございます。ここでは、環

境衛生に係る費用のほかに、１８節負担金、補助及び交付金で、南十勝複合事務組合の負担

金と、し尿処理等を依頼しております十勝圏複合事務組合の負担金を支出しております。執

行額増の主な要因としましては、南十勝環境衛生センターのごみ焼却炉排ガス処理装置の

故障により修理費用が発生し、組合負担金が増額となったことによるものでございます。 

続きまして、１５１ページ下段、１５４ページ上段にかけまして、６目墓園費１２０万２,

６９８円、前年対比１５万５,２４９円の増でございます。ここでは、墓園の管理に係る費

用を支出しております。 

 続いて、１５３ページ、１５４ページになります。２項清掃費、１目じん芥処理費ともに
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同額の５,２１５万８,２１０円、前年対比１,８２９万２,３３９円の増でございます。ここ

では、ごみ収集に係る費用として、指定ごみ袋の印刷費や売りさばき手数料、収集業務の委

託料などを支出しております。執行額増の主な要因としましては、１７備品購入費でじん芥

車１台を購入したことによるものでございます。 

 以上で衛生費の説明を終わります。 

○播間決算審査特別委員長 

４款衛生費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

１５２ページ、１８節の生ごみ減量化について、内容をお願いします。 

○播間決算審査特別委員長 

西山委員、実績でよろしいでしょうか。 

牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

生活系生ごみ減量化等推進事業補助金の内容についてですが、家庭で使用する生ごみ処

理機、電動生ごみ処理機、コンポスターの購入費を補助金として支出しているものでござい

ます。 

○播間決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１４分 

再開 午前１１時１５分 

 

○播間決算審査特別委員長 

再開いたします。 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

実績ですが、４４件となってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

４４件は分かりましたけれども、生ごみとポストですか、そちらのほうのあれは。 

○播間決算審査特別委員長 

牧田住民課長。 

○牧田住民課長 
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実績の内訳ですが、電動式の処理機が２８件、コンポスター式が１６件、合わせて４４件

という実績でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、４款衛生費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１６分 

再開 午前１１時１８分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 次に、１５３ページから１５６ページまで、５款労働費について、関係説明員から説明を

求めます。 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 それでは、１５３ページ中段から１５６ページ上段にかけまして、５款、１項ともに労働

費、１目労働諸費ともに同額の６９万４,７９２円、前年対比１０万５,２１０円の減。ここ

では、勤労者センターの維持費、中小企業退職金共済掛金の助成金などを支出してございま

す。減額の主な理由は、退職金共済制度の新規加入者数の減少によるものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 ５款労働費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、５款労働費の質疑を終了いたします。 

 次に、１５５ページから１８２ページまで、６款農林水産業費について、関係説明員から

順次説明を求めます。 

清原農業委員会事務局長。 

○清原農業委員会事務局長 
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それでは、１５５ページ、１５６ページ中段でございます。 

６款農林水産業費、支出済額５億１,８９７万７８０円、繰越明許費５,２５５万円。１項

農業費４億７２０万３,５００円、繰越明許費５,２５５万円。 

１５５ページ中段から１５８ページにかけまして、１目農業委員会費１,２４７万５,３

６２円。ここでは、農業委員会運営事業に係る経費としまして、農業委員会委員報酬６１６

万８,０００円などを支出してございます。 

○藤谷農林水産課長兼町営牧場長 

続きまして、１５７ページ及び１５８ページの中段から下段になります。 

２目農業総務費、支出済額４５万４,４５５円、前年度対比１万３,８９５円の減でござい

ます。ここでは、営農指導全般に係る経費、一般事務管理費を支出しております。 

続きまして、１５７ページ下段から１６２ページ下段になります。 

３目農業振興費、支出済額１億７,１０４万２,５０４円、前年度対比２,８０３万６５５

円の減でございます。ここでは、町内農業に対する振興事業として、日本型直接支払制度で

ある多面的機能支払交付金や畑作産地における病害虫発生リスクの低減、需要のある作物

への転換などを支援する持続的畑作生産体制確立緊急対策事業補助金のほか、種子ばれい

しょのり病率低減、てん菜の直播率の増加などにより、農作物の安定的な生産供給を目指す

ため、高性能農作業機械の導入を支援する産地生産基盤パワーアップ事業補助金などを支

出しております。執行額減の主な要因は、国産麦・大豆の安定した供給を確保するため、農

業用機械の導入を支援する麦・大豆生産技術向上事業の事業量減によるものです。 

続きまして、１６１ページ下段から１６６ページ中段になります。 

４目畜産振興費、支出済額５,４３１万３,６６４円、繰越明許費５,２５５万円、前年度

対比３,８３６万５,７０２円の減でございます。ここでは、町内畜産業に対しての振興事

業、家畜防疫業務などの経費を支出しております。主な支出につきましては、町内の草地整

備を行う畜産担い手総合整備型事業の委託料となっております。執行額減の主な要因は、畜

産担い手総合整備型事業の事業量減によるものです。 

なお、同事業におきまして、令和６年度補正予算の割当てに伴い、５,２５５万円を令和

７年度に繰り越しております。 

続きまして、１６５ページ中段から１７２ページ上段になります。 

５目牧場管理費、支出済額１億３,６７２万５,７２４円、前年度対比８６８万５,３９１

円の減でございます。ここでは、町営牧場の管理運営業務の経費を支出しております。執行

額減の主な要因は、粗飼料分析などにより配合飼料に係る経費が圧縮されたこと、令和５年

度の晩成牧場の指定管理移行にあたり実施した晩成牧場内の整備に係る機械借上料の減、

監視舎の電気設備工事費の皆減によるものです。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

続きまして、１７１ページ、１７２ページ上段にて、６目農地費でございます。支出済額

２,３４６万４０円、前年度対比１,６２８万４,０３０円の増でございます。土地改良施設
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の維持管理に必要な修繕と各種負担金を執行してございます。決算増の主な要因は、負担

金、補助及び交付金において、道営事業で実施されます農道整備特別対策事業負担金の皆増

によるものでございます。こちらは、令和６年度から実施しています芽武北地区の約１.７

キロメートルの農道整備に必要な測量試験費に係る負担金であります。 

○藤谷農林水産課長兼町営牧場長 

 続きまして、１７１ページ、１７２ページ中段になります。 

７目牧場整備費、支出済額８７３万１,７５１円、前年度対比７３１万１,７８０円の減で

ございます。ここでは、町営牧場の草地整備を実施する畜産担い手総合整備事業に係る委託

料と、ラップマシーンの購入経費のほか、作業用機械譲渡事業償還金を支出しております。

執行額減の主な要因は、各種作業機械の購入費の減及び畜産担い手育成総合整備事業の事

業量減によるものです。 

続きまして、１７１ページ下段から１７６ページ上段になります。 

２項林業費、支出済額８,６２９万３,５７８円、１目林業振興費、支出済額３,５４６万

６,２０１円、前年度対比２４４万９,６６３円の減でございます。ここでは、林政業務全般

に係る経費、有害鳥獣駆除対策に係る経費のほか、森林環境譲与税を活用した事業に係る経

費を支出しております。執行額減の主な要因は、森林環境譲与税による森林整備事業におけ

る事業量の減によるものです。 

 続きまして、１７５ページ、１７６ページの上段から下段までになります。 

２目町有林費、支出済額５,０８２万７,３７７円、前年度対比１,００２万７,７６２円の

減でございます。ここでは、町有林の維持整備に関する事業の経費を支出しております。 

執行額減の主な要因は、町有林整備事業工事における事業量の減によるものです。 

 続きまして、１７７ページから１８０ページ中段になります。 

３項水産業費、支出済額２,５４７万３,７０２円、１目水産振興費、支出済額２,２８６

万９,７８５円、前年度対比１１３万４,４２０円の減でございます。ここでは、地域漁業の

振興に要する経費を支出しております。執行額減の主な要因は、令和５年度にサクラマス養

殖応援プロジェクトとして実施したクラウドファンディング活用支援事業の皆減によるも

のです。 

 続きまして、１７９ページ中段から１８２ページ上段になります。 

２目漁港管理費、支出済額２６０万３,９１７円、前年度対比３８万８,０７２円の減でご

ざいます。ここでは、大樹・旭浜両漁港の維持に関する経費を支出しております。 

以上で農林水産業費の説明を終わります。 

○播間決算審査特別委員長 

 ６款農林水産業費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 
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質疑なしと認めます。 

これをもって、６款農林水産業費の質疑を終了いたします。 

 次に、１８１ページから１９２ページまで、７款商工費について、関係説明員から説明を

求めます。 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 それでは、１８１ページ上段からになりますが、７款、１項ともに商工費、支出済額５億

２,２７４万１,５４８円、繰越明許費１,２１０万円、前年対比１億２,６１７万３５８円の

増。 

１８１ページ、１８２ページ上段から下段にかけまして、１目商工振興費、支出済額１億

３,７３５万９,６２９円、繰越明許費１,２１０万円、前年対比１,８３０万４３２円の減。

ここでは、商工業振興のための商工会運営費補助、町民盆踊り大会の経費、中小企業特別融

資利子補給、地場産業振興奨励事業、起業家支援事業など、商工業の活性化と地場産品の付

加価値向上を図る事業を行っております。減額の主な理由として、前年度に実施したプレミ

アム付商品券発行事業や運送事業者燃料価格高騰対策支援事業分の減となってございます。 

なお、繰越明許分につきましては、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用した

プレミアム商品券の発行事業分でございます。 

 続きまして、１８１ページ下段から１８４ページ中段になります。２目市街地開発推進

費、支出済額１,４２２万８,０１０円、前年対比３,９３７万２,３１５円の減。ここでは、

ＴＭＯの活動費助成などを行っております。減額の主な要因は、前年度に大樹ショッピング

センターをコープさっぽろに譲渡したことによる北海道への補助金返還分の減でございま

す。 

 続きまして、１８３ページ中段から１８８ページ中段にかけまして、３目観光振興費、支

出済額１億３,０５４万８,８３５円、前年対比１,３８３万６,７８０円の増。ここでは、観

光協会への助成、地域おこし協力隊の経費、ふるさと納税返礼品などの経費を支出してござ

います。増額の主な理由は、ふるさと納税の寄附金額の増加に伴い、返礼品等の経費が増え

たことによるものです。 

 続きまして、１８７ページ中段から１９０ページ中段にかけまして、４目観光施設費、支

出済額２億３,９３０万６,１３５円、前年対比１億６,９９９万２,８０６円の増。ここで

は、晩成温泉、カムイコタンキャンプ場などの維持管理費でございます。晩成温泉は指定管

理者による管理とし、委託料を支出してございます。増額の理由は、晩成温泉改修・解体の

設計及び工事の実施によるものです。 

 続きまして、１８９ページ中段から１９２ページ上段にかけまして、５目地場産品研究セ

ンター費、支出済額１２９万８,９３９円、前年対比１万３,５１９円の増。ここでは、地場

産品研究センターの維持管理費でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
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○播間決算審査特別委員長 

 ７款商工費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

吉岡信弘委員。 

○吉岡信弘委員 

１８２ページの１８節の地場産業振興奨励事業補助金で３０５万４,０００円の支出があ

るわけですが、成果報告を見ますと、ハード事業の施設整備費３件とソフト事業の事業運営

費１件となっておりますけれども、具体的な奨励内容といいますか、事業内容をお聞かせく

ださい。 

○播間決算審査特別委員長 

松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

地場産業奨励事業４件の具体的な事業内容でございますが、まず１件目がアイスクリー

ムのパステライザーという機械の購入費用ということで、施設整備費として補助してござ

います。また、同じ施設整備費として、牛肉の販売所に伴う施設整備を行ってございます。

もう１件、羊肉加工設備の申請が上がっておりまして、こちらも加工設備ということで施設

整備費として支出してございます。最後、メニュー開発及びプロモーションとして催事にお

いてのＰＲということで、事業運営費として支出してございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

 １８６ページ、１４節工事請負費について、ホロカヤントー接続通路修繕工事の、修繕工

事の内容をお聞きしたいのですが。 

○播間決算審査特別委員長 

松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

ホロカヤントーの接続道路の修繕につきましては、これまで階段や手すりもなく、坂も急

だったため、冬期間のワカサギ利用者の安全を確保した工事を実施しております。内容とし

ましては、階段、手すりを設置してございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありませんか。 
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（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、７款商工費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３９分 

再開 午前１１時４０分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 次に、１９１ページから２０２ページまで、８款土木費について、関係説明員から説明を

求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ８款土木費、支出済額６億６,６１０万７,３６２円、翌年度繰越額、繰越明許費１億１,

６３５万１,０００円、支出済額の対前年度対比２億５,０４４万５,４４４円の増でござい

ます。 

１９１ページ、１９２ページ上段、１項土木管理費、１目土木総務費ともに支出済額２１

７万３,７４６円、前年度対比５８万１,８１４円の増でございます。土木一般管理費に係る

経費としまして、道路台帳作成業務や各種負担金を執行してございます。決算増の主な要因

は、道路台帳作成業務における対象路線数の増によるものです。 

 ページ同じく、１９１ページから１９６ページ上段にかけまして、２項道路橋梁費、支出

済額４億２,０３０万６,６０９円、翌年度繰越額、繰越明許費１億１,０４０万円、支出済

額の前年度対比１億１,７４８万９,０１３円の増でございます。 

１９１ページから１９４ページ中段まで、１目道路維持費、支出済額２億７,４１２万３,

８０９円、前年度対比７６万５,２１３円の増でございます。道路維持管理に係る経費とし

まして、土木車両と町道維持及び補修、町道除排雪の委託を執行してございます。また、橋

梁におきましては、委託料にて３橋の補修実施設計業務を、工事請負費にて２橋の補修工事

を執行してございます。決算増の主な要因は、橋りょうにおける実施設計並びに工事費にお

いて、補修工事、橋りょう数ともに対象橋りょう数の増によるものです。 

１９３ページから１９６ページ上段まで、２目道路新設改良費、支出済額１億４,６１８

万２,８００円、前年度対比１億１,６７２万３,８００円の増でございます。道路新設改良

に係る経費としまして、委託料においては町道３路線と歩道橋の実施設計、工事請負費にお

いては町道３路線の改良舗装工事を実施してございます。決算増の主な要因は、その委託

費、工事請負費において対象路線の増によるものです。 
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なお、工事請負費におきまして、美成７号支線避難道路整備工事で１億８２０万円と幸橋

橋梁新設工事で２２０万円の合計１億１,０４０万円を繰越明許としてございます。 

 １９５ページ、１９６ページ上段、３項河川費、１目河川総務費ともに支出済額２１３万

７,８６０円、前年度対比４７万９１０円の増でございます。河川維持に係る経費としまし

て、需用費の修繕料と北海道から受託している二級河川の樋門の管理費を委託料として執

行してございます。決算増の主な要因は、委託料において、河川敷地取得に必要な測量委託

業務の皆減によるものでございます。 

１９５ページの中段から１９８ページにかけまして、４項都市計画費、支出済額４,２６

１万７,８７７円、翌年度繰越額、繰越明許費５９５万１,０００円、支出済額の前度年対比

４６６万９,２０５円の減でございます。 

１９５ページ、１９６ページ中段、１目都市計画総務費、支出済額３８３万６,３６０円、

前年度対比６７３万４,５９１円の減でございます。都市計画審議会とみどりの基本計画策

定協議会の運営に必要な経費としまして、委員への報酬とその旅費を執行してございます。

また、委託料にて、みどりの基本計画を策定してございます。決算減の主な要因は、都市計

画マスタープラン改正委託業務の皆減によるものとなってございます。 

なお、委託料において、立地適正化計画作成業務で５９５万１,０００円を繰越明許とし

てございます。 

 同じく、１９５ページ下段から１９８ページにかけまして、２目公園費、支出済額３,８

７８万１,５１７円、前年度対比２０６万５,３８６円の増でございます。町内の柏林公園ほ

か、１２か所の公園維持に係る経費としまして、芝管理、樹木のせん定業務と歴舟川パーク

ゴルフ場の管理業務を執行してございます。決算増の主な要因は、その委託料において、公

園とパークゴルフ場の維持管理費の増によるものです。 

 １９７ページ下段から２０２ページにかけまして、５項住宅費、支出済額１億９,８８７

万１,２７０円、前年度対比１億３,６５７万２,９１２円の増でございます。 

１９７ページから２０２ページ上段にかけまして、１目住宅管理費、支出済額３,２４１

万２,８７０円、前年度対比８８万１,５１２円の増でございます。町内の１６団地４００戸

の町営住宅管理に係る経費としまして、営繕作業員１名分の人件費と修繕費を執行してご

ざいます。また、民間住宅への住環境施策としまして、各種住宅支援業務と空家対策事業の

報償費と補助金を執行してございます。 

 ２０１ページ、２０２ページ中段、２目住宅建設費、支出済額１億６,６４５万８,４００

円、前年度対比１億３,５６９万１,４００円の増でございます。双葉団地の建替えとしまし

て、工事請負費にて寿町団地３号棟新築工事及び外構工事を、その充当への住替え補償とし

まして、５件分の移転補償費を執行してございます。決算増の主な要因は、工事請負費の皆

増によるものでございます。 

なお、予算編成後に役務費の確認申請手数料の増額改正がございまして、工事請負費から

不足分としまして５,０００円の流用をしてございます。 
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８款土木費は、以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 ８款土木費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、８款土木費の質疑を終了いたします。 

休憩します。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時００分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、２０１ページから２０８ページまで、９款消防費について、関係説明員から説明を

求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

それでは、９款、１項ともに消防費で２億５,８１１万２,８９５円。 

２０１、２０２ページ下段の１目消防総務費１億９,０６３万８,０００円、前年比６０６

万１,０００円の減。ここでは、とかち広域消防事務組合に係る経費を執行しております。

個別経費の分担金が前年より減額となってございます。 

次に、２０１ページ下段から２０６ページ上段にかけて、２目非常備消防費３,００７万

３,０３８円、前年比５９６万８,７７２円の増。大樹消防団の活動に関する経費を執行して

ございます。増の主な理由は、１７節備品購入費で、消防用資機材一式でドローン１機を導

入したことによるものでございます。 

次に、２０５、２０６ページ上段の３目火災予防費１４万４,４００円。林野火災予防の

ための啓発旗を作成してございます。 

次に、２０５ページから２０８ページまで、４目災害対策費３,７３５万８,２９７円、前

年比２,９４４万９,０４６円の増。大幅な増額の理由は、Ｂ＆Ｇ財団による補助事業の採択

を受け、１４節の防災倉庫新築工事、１７節で公用車両１台を購入するなど、防災支援体制

構築事業で２,７６１万６,６６２円の皆増によるものでございます。 

以上で、消防費の説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 ９款消防費の説明が終わりました。  
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これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、９款消防費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時０２分 

再開 午後 １時０４分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 再開いたします。 

次に、２０７ページから２５６ページまで、１０款教育費について、関係説明員から順次

説明を求めます。 

 伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

 それでは、２０７ページ、２０８ページの中段からになりますが、１０款教育費、支出済

額６億２,９００万２,４８８円、１項教育総務費、支出済額１億３,４９０万５３０円、１

目教育委員会費、支出済額１８４万５,１８０円、前年対比５万１,３４０円の増。ここでは、

教育委員の報酬、旅費などを支出してございます。 

同じページ下段から２１０ページにかけまして、２目事務局費、支出済額１０８万９１３

円、前年対比８万１,３１５円の減。ここでは、事務局職員の旅費、教育長交際費などを支

出してございます。 

２０９ページ中段から２１８ページにかけまして、３目教育振興費、支出済額１億３,１

９７万４,４３７円、前年対比７４８万３,８６７円の増。ここでは、学校教育における小中

学校共通の経費のほか、英語指導助手や大樹小学校・中学校の特別支援教育支援員の任用に

伴う経費、スクールバスの運行経費、大樹高校通学費等補助金、奨学金の貸付金などを支出

しております。増額の主な要因は、会計年度任用職員への勤勉手当支給などに伴う人件費の

増加や奨学金貸付金の増加などによるものであります。 

次に、２１７ページ中段から２２２ページにかけまして、２項小学校費、支出済額１億４

０１万６,４５８円、１目学校管理費、支出済額９,５３６万３,５２２円、前年対比６,３２

１万２,１９８円の増。ここでは、大樹小学校に関わる管理費などを支出しております。増

額の主な要因は、空調設備設置工事として、教室などにエアコンを設置したことによるもの

でございます。 

次に、２２１ページ下段から２２４ページにかけまして、２目教育振興費、支出済額８６

５万２,９３６円、前年対比４９２万３,７９１円の増。ここでは、大樹小学校の児童や教職
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員に関わる備品購入費や１９節扶助費で要保護・準要保護と認定された児童への学用品や

学校給食費などの援助を行っております。増額の主な要因は、教科書改訂に伴い教職員用の

指導書などを購入したことによるものであります。 

次に、２２３ページ中段から２２８ページにかけまして、３項中学校費、支出済額１億５,

１５４万２,９４５円、１目学校管理費、支出済額１億４,７５０万３,６７４円、前年対比

１億６５８万１,８０５円の増。ここでは、大樹中学校に関わる管理費などを支出しており

ます。増額の主な要因は、車椅子用の階段昇降機設置やトイレ改修などのバリアフリー化改

修工事や教室などにエアコンを設置した空調設備設置工事などによるものでございます。 

次に、２２７ページ中段から２３０ページにかけまして、２目教育振興費、支出済額４０

３万９,２７１円、前年対比４３万６,８１５円の増。ここでは、大樹中学校の生徒に関わる

備品購入費や１９節扶助費で要保護・準要保護と認定された生徒への学用品、修学旅行費、

学校給食費などの援助を行っております。増額の主な要因は、義務教育教材として鍵盤、打

楽器を購入したことなどによるものでございます。 

次に、２２９ページから２３４ページにかけまして、４項、１目ともに学校給食費、支出

済額８,８５７万５,０９９円、前年対比５９５万４,７２５円の減、ここでは、学校給食に

係る調理員の人件費や賄材料費、施設の維持管理に要する経費を支出しております。減額の

主な要因は、前年に購入した調理用機器等の差額によるものでございます。 

○井上社会教育課長兼図書館長 

 続きまして、２３３ページ下段から２５６ページにかけまして、５項社会教育費、支出済

額７,４９８万２,１３２円。 

次ページに移りまして、１目社会教育総務費１,６５９万５,４５７円。社会教育委員会の

運営費、青少年教育、家庭教育、高齢者教育、地域学校協働活動、子ども交流事業などに要

する経費を支出してございます。前年度比２７７万９,８９２円の増となっておりますが、

主な要因は地域おこし協力隊の増員に伴う報酬などの増、令和６年度から大樹町体験活動

支援協議会（すてっぷ）補助金を支出したほか、地域子ども会育成連絡協議会補助金を再開

したことによるものでございます。 

 ２３９ページ中段から２４６ページ上段にかけまして、２目生涯学習センター費５,８３

８万６,６７５円。生涯学習センターの運営費や維持管理に要する経費、芸術鑑賞事業など

の文化事業に要する経費、文化財の保護や晩成社史跡公園、郷土資料館の維持管理費に要す

る経費を支出してございます。前年度比２,１０９万１,７６１円の減となっておりますが、

主な要因は、令和５年度に生涯学習センターの自動火災報知器改修工事を実施したほか、給

湯ボイラーを更新したことによるものでございます。 

次に、２４５ページから２４８ページ中段にかけまして、６項保健体育費５,９６７万６,

３８８円、１目保健体育総務費４３５万７,９４２円。スポーツ推進委員会の運営費、スポー

ツ教室の講師謝礼やスポーツ少年団や体育団体への補助金、優秀選手派遣旅費の助成など

を支出してございます。前年度比１２４万４,３７２円の減となっておりますが、主な要因
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は、令和５年度にＢ＆Ｇインストラクター養成研修に伴う旅費や小型船舶操縦免許取得に

伴う経費を支出したほか、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールのリニューアルオープン記念事業と

して、オリンピアンによる水泳教室や記念講演会を開催、また能登半島地震に係る災害支援

金を支出したことによるものでございます。 

 次に、２４７ページ中段から２５４ページ上段にかけまして、２目体育施設費５,５３１

万８,４４６円。Ｂ＆Ｇ海洋センターをはじめ、中央運動公園など各体育施設の維持管理に

要する経費を支出してございます。前年度比４５４万８,７４０円の減となってございます

が、主な要因は、令和５年度に中央運動公園スケートリンク用整氷車を購入したほか、野球

場やソフトボール場の整備用の土の購入、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改築に伴い整備した

備品の購入や高齢者健康増進センター温風暖房機を更新したことによるものでございます。 

次に、２５３ページ中段から２５６ページにかけまして、７項図書館費、１目図書館総務

費ともに同額の１,５３０万８,９３６円。図書館運営委員会の経費、図書館の維持管理に要

する経費、図書館管理システムの維持管理費、図書の購入費などを支出してございます。前

年度比２８８万３,０８０円の増となってございますが、主な要因は、図書館のあり方検討

協議会委員の報酬や会計年度任用職員の給与、報酬、手当などの増、委託料で図書館管理シ

ステムをバージョンアップしたことによるものでございます。 

以上で、教育費の説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 ただいま、１０款教育の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１０款教育費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１６分 

再開 午後 １時１９分 

 

○播間決算審査特別委員長 

再開します。 

 次に、２５７ページ、２５８ページ、１１款災害復旧費について、関係説明員から順次説

明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

１１款災害復旧費、災害復旧費の執行はございません。 
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以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 １１款災害復旧費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１１款災害復旧費の質疑を終了いたします。 

 次に、１２款公債費について、関係説明員から説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

１２款、１項ともに公債費、支出済額７億７,０９９万２１６円、１目元金７億５,１３９

万３,６７８円、２目利子１,９５９万６,５３８円となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 １２款公債費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１２款公債費の質疑を終了いたします。 

 次に、２５７ページから２６２ページまで、１３款諸支出金について、関係説明員から説

明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

１３款諸支出金、支出済額１６億９,０４３万２,７４１円、１項特別会計繰出金、１目事

業会計繰出金ともに同額の３億１,７８６万８,０００円。ここでは、４特別会計への繰出金

となってございます。 

２５９、２６０ページに移りまして、２項、１目ともに特別会計出資及び補助金で７億７,

３８８万３,７７６円。ここでは、水道事業、下水道事業並びに病院事業に対する補助金等

を支出してございます。 

次に、３項、１目ともに基金費で５億９,８６８万９６５円。ここでは、歳計剰余金、寄

附金、預金利子などを原資として、１２の基金に積立てを行ってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 １３款諸支出金の説明が終わりました。 
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これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１３款諸支出金の質疑を終了いたします。 

 次に、２６１ページ、２６２ページ、１４款予備費について、関係説明員から説明を求め

ます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 １４款、１項、１目ともに予備費、予備費の執行はございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 １４款予備費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１４款予備費の質疑を終了いたします。 

 

    ◎延会の議決 

○播間決算審査特別委員長 

 お諮りします。 

委員会運営の都合上、本日はこれで延会とし、明日９日１０時から再開したいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会とし、明日９日１０時より委員会を再開いたします。 

 

    ◎延会の宣告 

○播間決算審査特別委員長 

本日は、これにて延会いたします。 

 

延会 午後 １時２４分 

  



 

－ 1 － 

令和６年度決算審査特別委員会会議録（第２号） 

 

令和７年９月９日（火曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 認定第  １号 令和６年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算 

認定について 

 第 ４ 認定第  ３号 令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 第 ５ 認定第  ４号 令和６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につい 

             て 

 第 ７ 認定第  ６号 令和６年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ８ 認定第  ７号 令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ 

いて 

 第 ９ 認定第  ８号 令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定について 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 播 間 章 浩   ２番 寺 嶋 誠 一   ４番 吉 岡 信 弘 

  ５番 西 山 弘 志   ６番 船 戸 健 二   ７番 杉 森 俊 行 

  ８番 西 田 輝 樹   ９番 安 田 清 之  １０番 志 民 和 義 

 １１番 菅   敏 範 

 

○欠席委員（０名） 

   

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     黒 川   豊 

 副 町 長                     松 木 義 行 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 

 総 務 課 参 事                      杉 山 佳 行 

 総 務 課 参 事                     楠 本 正 樹 

 企画商工課長兼地場産品研究センター所長         松 久 琢 磨 

 宇宙航空課長                     菅   浩 也 

 住 民 課 長                     牧 田   護 
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 保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長 

兼子育て支援室学童保育所長               水 津 孝 一 

保健福祉課参事                     明日見 由 香 

農林水産課長兼町営牧場長                藤 谷 満 伸 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             奥   純 一 

 建設水道課参事                     川 口 賢 治 

 会計管理者兼出納課長                  三津田   崇 

 

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     沼 田 拓 己 

 学校教育課長兼学校給食センター所長           伊 勢 厳 則 

 社会教育課長兼図書館長                 井 上 博 樹 

 

＜農業委員会＞ 

 農業委員会長                     穀 内 和 夫 

農業委員会事務局長                   清 原 勝 利 

 

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                     北 林 博 美 

 監 査 委 員                     辻󠄀 本 正 雄 

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     佐 藤 弘 康 

 係     長                     須 藤 恭 弥 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○播間決算審査特別委員長 

ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 菅   敏 範 委員 

  寺 嶋 誠 一 委員 

を指名いたします。 

 

◎日程第２ 認定第１号 

○播間決算審査特別委員長 

日程第２ 認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定についてから日程第９ 認定

第８号令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまで、以上８議案を一括議題と

いたします。 

日程第２ 認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定については、昨日の委員会に

おいて、歳出の質疑が終了しておりますので、本日は、事項別明細書の１９ページから６８

ページまで、歳入について、関係説明員から説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

それでは、歳入を説明させていただきますので、１９、２０ページをお開き願います。 

令和６年度一般会計歳入の決算について、款項目順に収入済額などについて順次説明を

させていただきます。 

初めに、１款町税、収入済額１０億１,２３４万９,０７３円、不納欠損額３４万３６９円、

収入未済額１,９７８万６,６７４円。 

次に、１項町民税、収入済額４億８７２万６,２３７円、不納欠損額９万４,４６９円、収

入未済額１,２０９万４,６９４円。 

目別では、１目個人、収入済額２億９,５３８万８,９３７円、不納欠損額９万４,４６９

円、収入未済額は１,１７４万４,６９４円。内訳は、現年度課税分３５０万４,０１１円、

滞納繰越分８２４万６８３円。 
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次に、２目法人、収入済額１億１,３３３万７,３００円、収入未済額は３５万円。内訳は、

現年度課税分１２万円、滞納繰越分で２３万円。 

次に、２項固定資産税、収入済額５億２,２７３万３,５２２円、不納欠損額２４万５,９

００円、収入未済額７０１万１,６８０円。 

目別では、１目固定資産税、収入済額５億１,３７９万３２２円、不納欠損額は滞納繰越

分で２４万５,９００円、収入未済額は７０１万１,６８０円。内訳は、現年度課税分１４２

万７,８００円、滞納繰越分で５５８万３,８８０円。 

次に、２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金８９４万３,２００円。 

次に、３項軽自動車税、収入済額２,２３２万７００円、収入未済額６８万３００円。 

目別では、１目環境性能割、収入済額１０７万３,３００円。 

次に、２目種別割、収入済額２,１２４万７,４００円、収入未済額は６８万３００円。内

訳は、現年度課税分６万２,５００円、滞納繰越分で６１万７,８００円です。 

次に、４項、１目ともに町たばこ税５,４５７万９,７１４円。 

次に、５項、１目ともに入湯税３９８万８,９００円。 

次に、１９ページから２２ページにかけまして、２款地方譲与税１億７,９８４万１,００

０円、１項、１目ともに自動車重量譲与税１億１,９８０万４,０００円。 

２１、２２ページに移りまして、２項、１目ともに地方揮発油譲与税３,９１４万８,００

０円。 

次に、３項、１目ともに森林環境譲与税２,０８８万９,０００円。 

次に、３款、１項、１目ともに利子割交付金３８万１,０００円。 

次に、４款、１項、１目ともに配当割交付金３６４万４,０００円。 

次に、５款、１項、１目ともに株式等譲渡所得割交付金５６２万２,０００円。 

次に、６款、１項、１目ともに法人事業税交付金１,５１９万５,０００円。 

２３ページ、２４ページに移りまして、７款、１項、１目ともに地方消費税交付金１億５,

６６０万２,０００円。 

次に、８款、１項、１目ともに環境性能割交付金１,８１４万４,０００円。 

次に、９款、１項、１目ともに国有提供施設等所在市町村助成交付金４１万９,０００円。 

次に、１０款、１項、１目ともに地方特例交付金２,８５７万円。 

２５、２６ページに移りまして、１１款、１項、１目ともに地方交付税３５億４,０４０

万７,０００円。 

次に、１２款、１項、１目ともに交通安全対策特別交付金６７万円。 

次に、２５ページから３０ページにかけまして、１３款分担金及び負担金、１項負担金と

もに同額の６,４１１万６,９８６円、収入未済額は２５万９,１５５円です。 

目別では、１目総務費負担金１１８万２２円。 

２７、２８ページに移りまして、次に、２目民生費負担金３,４８２万２,６４２円。 

次に、３目衛生費負担金１万９,０００円。 
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次に、４目農林水産業費負担金４３６万５,５６９円。 

次に、５目商工費負担金４万１,８４９円。 

２９ページ、３０ページに移りまして、６目教育費負担金、収入済額２,３６８万７,９０

４円、収入未済額は学校給食費負担金で２５万９,１５５円。 

次に、２９ページから３６ページにかけまして、１４款使用料及び手数料、収入済額は１

億８,７４７万７,５３６円、収入未済額は３７５万１,６４５円。 

次に、１項使用料、収入済額１億７,１９９万６,２８６円、収入未済額は３７５万１,６

４５円。 

目別では、１目総務使用料４４６万４,０２７円。 

３１、３２ページに移りまして、２目民生使用料２６７万９,９００円。 

次に、３目衛生使用料は収入がございません。 

次に、４目労働使用料８万８,８００円。 

次に、５目農林水産業使用料７,８３６万７,７２０円。 

次に、６目商工使用料９３万８,１００円。 

次に、７目土木使用料、収入済額８,３１８万６,４３４円、収入未済額は住宅使用料で３

７５万１,６４５円です。 

３３、３４ページに移りまして、８目教育使用料２２７万１,３０５円。 

 次に、２項手数料１,５４８万１,２５０円。 

目別では、１目総務手数料２４１万８,２５０円。 

次に、２目衛生手数料１,１８０万９,０００円。 

３５、３６ページに移りまして、３目農林水産業手数料１２５万４,０００円。 

 次に、３５から４２ページにかけまして、１５款国庫支出金１２億７,３７４万５,０７４

円、１項国庫負担金２億５,１９４万３,９７０円。 

目別で、１目民生費国庫負担金２億４,９８９万１,７６９円。 

 次に、２目衛生費国庫負担金２０５万２,２０１円。 

次に、２項国庫補助金１０億２,０１３万７,６１６円。 

目別では、１目総務費国庫補助金７億５,５８３万９,５００円。 

３７、３８ページに移りまして、２目民生費国庫補助金４,３９６万８,１１６円。 

３目衛生費国庫補助金９６万６,０００円。 

３９、４０ページに移りまして、次に、４目土木費国庫補助金１億５,８４９万円。 

次に、５目消防費国庫補助金の収入はございません。 

次に、６目教育費国庫補助金６,０８７万４,０００円。 

４１、４２ページに移りまして、３項委託金１６６万３,４８８円。 

目別では、１目総務費委託金２４万３,０００円。 

２目民生費委託金１４２万４８８円。 

次に、４１ページから５２ページにかけまして、１６款道支出金３億７,８３２万５,５３
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９円。 

１項道負担金、１目民生費道負担金１億２,４０４万５,３０５円。 

４３、４４ページに移りまして、２項道補助金２億３,２１１万４,８８１円。 

目別では、１目総務費道補助金７７万６,５３０円。 

次に、２目民生費道補助金４,９５２万７,６１８円。 

４５、４６ページに移りまして、中段、３目衛生費道補助金１０２万８９９円。 

次に、４目農林水産業費道補助金１億７,８５１万８,８３４円。 

４９、５０ページに移りまして、５目消防費道補助金１６０万円。 

次に、６目教育費道補助金６７万１,０００円。 

次に、３項委託金２,２１６万５,３５３円。 

目別では、１目総務費委託金１,７６２万８,８７５円。 

２目農林水産業費委託金２７万６４５円。 

３目商工費委託金２９８万１,０００円です。 

次に、５１、５２ページに移りまして、４目土木費委託金１２８万４,８３３円。 

次に、５１ページから５４ページにかけまして、１７款財産収入４,７７４万２６０円。 

１項財産運用収入は１,５１８万８,７２７円。 

目別では、１目財産貸付収入１,０５３万８,８２２円。 

２目利子及び配当金４６４万９,９０５円。 

５３、５４ページに移りまして、２項財産売払収入３,２５５万１,５３３円。 

目別では、１目物品売払収入５８４万５,０００円。 

次に、２目不動産売払収入２,６６６万２,５３３円。 

次に、４目株式売払収入４万４,０００円。 

次に、５３から５６ページにかけまして、１８款、１項ともに寄附金で６億１,０９８万

６,５５４円。 

目別では、１目一般寄附金２３万４,９５４円。 

次に、２目指定寄附金６億１,０７５万１,６００円。 

次に、５５、５６ページに移りまして、１９款、１項ともに繰入金で４億５,８６２万２,

８５９円。 

目別では、１目基金繰入金４億５,８４２万７,０００円。 

次に、２目他会計繰入金１９万５,８５９円。 

次に、５７、５８ページ上段で、２０款、１項、１目ともに繰越金で３億１,８５３万９,

２６０円。 

次に、５７ページから６４ページにかけまして、２１款諸収入、収入済額２億７,１９３

万８３３円、収入未済額は２８万９９７円。 

１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金で４６万４,０２６円。 

次に、２項、１目ともに町預金利子で５８万６,２７８円。 
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次に、３項貸付金元利収入、収入済額１億１,０２２万８,６１５円、収入未済額は２８万

９９７円。 

目別では、１目高齢者等にやさしい住宅整備資金貸付金元利収入、収入済額が８万８３９

円、収入未済額は４万９,０００円。 

次に、２目災害援護資金貸付金元利収入、収入済額１万３,５７６円、収入未済額は２３

万１,９９７円。 

次に、３目大樹町中小企業特別融資事業貸付金元利収入１億円。 

次に、５９ページ、６０ページ上段で、４目奨学金貸付金元利収入１,０１３万４,２００

円。 

４項受託事業収入で、５,３００万１,１２８円。 

目別では、１目総務費受託事業収入４１８万４,０８１円。 

次に、２目衛生費受託事業収入１,２６３万７,８８１円。 

次に、３目農林水産業費受託事業収入３,６１７万９,１６６円です。 

次に、５９から６４ページにかけまして、５項雑入１億７６５万７８６円。 

１目雑入で１億４８万７８６円。 

次に、６３、６４ページ中段で、２目過年度収入７１７万円。 

次に、６３ページから６８ページにかけまして、２２款、１項ともに町債６億６３８万９,

０００円。 

目別では、１目過疎債３億３,６７０万円。 

６５、６６ページに移りまして、２目辺地債２億２６０万円。 

次に、３目臨時財政対策債８９８万９,０００円。 

次に、４目衛生債４２０万円。 

次に、５目緊急防災・減災事業債３,８８０万円。 

６目公共事業等債１,５１０万円。 

以上、歳入合計、予算現額９２億７,４６２万４,０００円に対し、調定額９２億４１３万

６,８１４円、収入済額９１億７,９７１万７,９７４円、不納欠損額は３４万３６９円、収

入未済額は２,４０７万８,４７１円となるものでございます。 

以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 歳入についての説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

 ６５から６６ページにかけての臨時財政対策債のことについてお伺いいたします。 

前に減額補正になっておりますけれども、臨時財政対策債で限度額目いっぱい借りてい

たのかなと思っていたのですが、これを減額する必要が私はなかったと思うのです。交付税
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１００％措置なので、もったいないなという気がするのですが、いかがでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 臨時財政対策債の借入額に関しましては、町のほうで額が決められるものではございま

せん。財政需要額と反する収入額の見込みをもって、その不足分を臨時財政対策債に充てる

という形になっていまして、その金額が決算額でお示ししている金額という形の計算になっ

て、その限度額で借入れをしているものでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありますか。 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

５４ページの物品売払収入についてお願いします。 

これは、広報とかホームページによって、一般競争入札で、町民から応募して、広報とか

何かで公表して、集めてやったものなのかお聞きします。 

○播間決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 令和６年度の物品売払収入に関しましては、ロータリの除雪車を売却してございます。そ

れ以外に公用車、乗用タイプの乗用車を売り払いしてございます。この乗用車に関しまして

は、役場でもかなり古くなって、危険であるということもあって、公募せず処分するような

形で行ってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 今ご説明の中にもありましたロータリの売却についてでございます。 

除雪期間中に故障いたしまして、そのまま売却する、若しくは修理するという見積りを

取ったところ、修理するのに高額な金額になりますので、その車両については売却という見

積りを取らせていただいて、処分してございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

 資料請求して資料をいただいておりますので、その中からの質問ですが、古くなったから

ということは、雑品扱いというか。ただ、気になったのは、総括でやれと言われるかもしれ
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ませんが、本来ならば、入札の場合は、町内に住所を所有するとか、会社であれば事業所、

法人が大樹に所在していると。ところがもらっている資料は、大樹以外の業者でないかと思

うですが、そこら辺は……。 

○播間決算審査特別委員長 

 西山委員、総括でお願いいたします。 

ほか、質疑ありませんか。 

西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

 ４０ページの教育費の国庫補助金の中で、小学校費の就学援助費補助金３万円が入って

いるのですが、小学校費の準要保護の支出に対して３万円というのはあまりにも少額でな

いかと思うのですが、補助対象経費というのはどのようなで補助対象経費で３万円になっ

ているのか、お知らせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

 小学校の就学援助費補助金の関係でございますけれども、実際に、町として援助した額は

かなりあるのですが、補助対象となる部分につきましては、特別支援学級に在籍する児童の

分だけが補助対象という形で、１名分の補助経費のうちの２分の１が補助金として収入と

なるというものでございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

 中学校費についても、補助金が入ってきているのは、特別の部分の補助金と考えてよろし

いですか。一般の分については、今日は補助金の対象ではなくて、一般財源化されていると

理解してよろしいのですね。 

○播間決算審査特別委員長 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

 考え方はそのとおりでございまして、中学校費につきましては、先ほど申し上げました特

別支援学級に在籍する生徒分と、要保護の方の修学旅行費分が補助金として入ってきてい

るというところで、それ以外の方については一般財源で支出するという形になっておりま

す。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほか、質疑ありませんか。 
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 寺嶋誠一委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ２２ページの森林環境譲与税なのですが、令和５年に比べて５５０万円ほど増額になっ

た理由を、資料をいただいて確認したところ、従来の客観的な案分基準というのがあったの

が、制度設計が変わったということで、譲与税の総額自体が増えたことによって今回その要

因となったという説明を受けました。これは、今後そういうような形に制度設計が変更に

なって続いていくという解釈でよろしいですか。 

○播間決算審査特別委員長 

 藤谷農林水産課長。 

○藤谷農林水産課長兼町営牧場長 

 森林環境譲与税の積算につきましては、資料でご提示したとおりの積算となりまして、今

後も同じような内容で積算されることになっております。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

寺嶋誠一委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ということは、今後、案分されて当町に入る譲与税というのは、ほぼほぼ、私はあまり変

わっていかないのかなと感じるのですが、総括になりますか。分かりました。 

○播間決算審査特別委員長 

 ほか、質疑ありませんか。 

 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

 ３４ページの町営住宅の使用料について、２点伺いたいと思います。 

町営住宅使用料の現年度分が、当初予算より３３１万６,０００円ぐらい減額となってい

るのですが、これは当初予定よりも入居者数の減少が原因なのかどうか。というのは、施策

報告書で、現有の個数が４００戸になっていて、入居者数が２９６戸となっています。約１

００戸分が利用されていないという状況の中であります。 

二つ目は、この１００戸というのは、入居可能であって空いているのか、そのうちの何戸

かは入居できない状態で空いているのか、内訳があれば教えてください。 

○播間決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 町営住宅使用料についてです。 

まず、当初の予算の設定としましては、可能な入居戸数から使用料を積算し予算編成して

ございます。最終的には、予算より下がっているのですが、やはり入居者数の減によるもの

が大きい傾向となってございます。先ほど申したように、我々は現状４００戸の町営住宅を
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管理しているのですが、令和６年度末においては３００戸を切るような入居状況でした。 

また、空き家と解される１００戸について、細かい内訳はないのですが、現状、双葉団地

の建替えを実施してございますので、双葉団地につきましては、新たな入居者についてはご

案内していない状況ですので、双葉団地だけで概ね二十数戸の空き家がございます。残りの

７０から８０戸程度につきましては、概ね８割ぐらいは入居できる公営住宅の状況となっ

ております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほか、質疑ありませんか。 

 （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入の質疑を終了いたします。 

 次に、議案並びに決算附属書類、事項別明細書の内容全般について、確認漏れなどがあれ

ば、質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

 歳入のところで、ドローンの……。内容的に総括なので、総括に行きます。 

○播間決算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

 先ほど、災害ドローンの購入ということで決算でも出ているのですが、ドローンの操作に

ついて、一部に無線免許が必要だと聞いておりますけれども、この点についてはいかがで

しょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

 杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 ドローンの関係ですが、無線免許というのは、正式にはまだ聞いておりません。ただし、

消防無線は現状維持で使えることにはなっておりますけれども、無線が必要になるという

のは聞いておりません。 
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以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

 ドローンの操作そのものは要らないのですが、カメラとかビデオカメラとかがセットに

なった場合について、無線発信されるので必要な場合もあると聞いているのですが、その点

についてのご理解はいかがでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

 杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 現在のドローンは、無線の必要のないドローンだと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

 以前、アルコール探知機を購入したわけですが、飲酒運転防止ということで、町でアル

コールチェック検査を行っているわけです。そこで、町職員はもとより、大型ダンプ、トラッ

ク、重機、バスいろいろ、そういう関係者に対してのアルコールチェックはどのようにされ

ているか。まず、アルコールチェックを、職員やそういう方への実施についてと、今まで基

準値を超える方はおられたのか。あと、記録簿の作成・保存状況についてお伺いします。 

○播間決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 職員のアルコールチェックの関係でございます。 

法律に基づいて行っておりますが、まず、運転する職員にあたっては、運転する前にアル

コールチェックをして、その値を運行管理簿に記載して、管理職に確認を求めるような形に

なっております。その確認ができた管理職は、そこに確認済みを押すような形で運用してご

ざいます。そういった形で運用しているところでございます。 

管理簿に関しましては、法律で１年間保管が義務づけられておりますので、そのとおりに

行っております。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

 アルコールチェックは、いろいろ話の中でとか、聞き取りもちょっとしたのですが、実際
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にこれは町長、教育長に伺いますが、実際に聞いたのは、夕べ飲み過ぎてしまったという話

から、アルコールチェック大丈夫ですかと聞いたら、一回もしたことないという方がおられ

ました。それと、部署、部署ですが、俺、酒飲まないからアルコールチェック要らないのだ

ということから、ちょっといたずらで消毒液をスプレーしてやったらブザーなってしまっ

たという例もあります。先ほども言いましたけれども、基準値０.１５ミリグラムがオーバー

した職員又は関係者がいるかお聞きします。 

○播間決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 私が管理している中では、そういった基準値を超える方はいませんでした。また、各課の

管理者からもそういった案件があるという話は聞いておりません。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

 これを最後にしておきますけれども、実際に聞いたら、割にしていないというのですよ。

これ徹底してほしいのですよ。これは自分の身を守るのもあるけれども、公用車で事故を起

こした場合、自己責任だけで済む問題ではない。これを覚えておいてほしいと思う。 

そこで、何せ、やってください。郵便局のあれでさえ、改ざんが見つかって、停止までいっ

ているのですよ。そういうのを踏まえて、朝来たとき、帰るとき、これが義務づけだという

ことですね。法律でいうと書いてあるのでが、それはいいとして、それを強くお願いしたい

と思います。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡信弘委員。 

○吉岡信弘委員 

 商工費の観光振興費の報償費の関係でお伺いします。 

資料をいただいておりますけれども、道の駅の外部専門家の意見を聞くとして、講師の謝

礼を予算化しておりました。予算の執行がなかったので、その理由で資料をいただいており

ますが、結局、理由として、当初、道の駅関連の書籍執筆者等を講師として予定していたが、

オブザーバーからの情報提供や国土交通省から発出されている資料等を用いて検討を行っ

たため、講師の依頼を行わず、未執行ということでありました。 

それで伺いたいのですが、オブザーバーというのは当初予定していなかったと思うので

すが、どういうことでオブザーバーの方が出てきたのか。また、どういう方なのか、どうい
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う資格を持っているのか、お伺いしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 道の駅の魅力アップの検討委員会での協議の中といいますか、委員会の中で講師を派遣

するかどうかというところでございました。それで、オブザーバーとして今回お呼びしたの

が、日本旅行の方をお呼びしまして、旅行関係のことが詳しいものですから、その辺りのこ

とをいろいろ聞きながら、みんなで勉強したところでございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

吉岡信弘委員。 

○吉岡信弘委員 

 日本旅行の関係という方なので詳しいのでしょうけれども、道の駅を専門としている方

がやはり詳しいのではないかと私は思っております。実際にそういうことで終わったとい

うことですが、また、国土交通省の資料を用いて検討されたということもありますけれど

も、どんなところが参考になったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 国土交通省からの資料というのは、ホームページのほうから出しております。いろいろな

道の駅の情報だとか、その辺りの情報を広く取りまとめて会議に提出して、みんなで協議と

いいますか勉強したところでございます。 

 以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

吉岡信弘委員。 

○吉岡信弘委員 

 道の駅に関しては、検討委員会の答申を受けて、いろいろ当初から運営者の変更などが予

定されて検討されているということでございました。現時点ではどのような状況になって

いるか、お知らせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 道の駅につきましては、魅力アップに向けた検討委員会からの提言を受けまして、多様化

する住民ニーズに対応するために、指定管理者導入に向けて検討しているところです。た

だ、道の駅の建物自体は商工会で所有しているのですが、町が賃貸して道の駅を指定管理す

る方法は可能なのかどうかとか、細かいあたりで開発局との協議をしてございました。先
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日、回答も届きましたので、また今後も慎重に協議をしながら取り進めていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

吉岡信弘委員。 

○吉岡信弘委員 

 開発の協議が進んでいるという中で、現在、道の駅の検討が進んでいる中で、何か変更が

確定された点があれば、また変更を予定している点があれば、その辺をお聞きしたいと思い

ます。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 変更が予定されているといいますか、今うちとしても、指定管理に向けていろいろなこと

を情報収集しながら、どのように進めていくか協議しているところでございまして、特に指

定管理する範囲だとか管理料金だとか、その辺りもろもろ、また関係機関と協議を詰めてい

きたいなと考えているところです。 

 以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

吉岡信弘委員。 

○吉岡信弘委員 

 最後に、町長にお伺いしたいと思いますけれども、日本の道の駅は、なかなか厳しい経営

状況のところもあるようです。そういう中で、現在ある小さな道の駅の中でやっていこうと

しているわけですが、現在の経営状況を、先ほど聞いておけばよかったのですが、そういう

経営状況と今後の展望、何か指定管理に向けていろいろ詰めているようですが、そこら辺も

含めて今後の展望をお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

 道の駅は、今言われるように、厳しい状況の道の駅があるというのは承知しておりまし

て、この制度ができまして大体３０年近くなりまして、当初華々しくスタートしたところ

も、もう閉鎖している、あるいは開店休業というようなところも多々あるというふうには聞

いておりますし、実際に見てもおります。また、盛んに好評を得ている道の駅も十勝管内で

も数多くありますし、これから十勝管内で新たな道の駅を造ろうという町もあるように聞

いております。ですから、それぞれ、最初スタートしたときからどんどん変わってきている

なという感じはしております。 

傾向的に見ますと、第二世代といいますか、当初３０年前からスタートして、そのまま
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ずっと好調をキープしているというところよりも、途中でリニューアルして郊外に大きく

構えるとか、いろいろ打って出た特色を出してやっているところが好評を得ているような

傾向が強いかなとは思っております。 

ただ、私どもの町はどうするのかというところでは、まずもっては、検討委員会で検討し

ていただいた内容でも、経営の体質から変えないと駄目だというところがございまして、そ

れはそうだなということで、まずはそこに手をつけたいなということで今進めているとこ

ろであります。 

進めている中で、開発に問合せなどをしますと、そもそも在り方が大丈夫かどうか、合致

するのかという、そもそも論も出てきたりして、ちょっと検討していただいたりして、最近

回答をもらって、特に問題なしというのはもらっているですが、そんなことで時間を要した

ところがございました。 

それで、私どもの考えとしては、何十億円もかけて新しい道の駅を造るかというと、今

ちょっとそういう段階にはないと思っておりまして、今ある道の駅の経営体質のところも

言われていますので、その辺からできる改革をしていって、そして指定管理というのも一つ

の方法でありますけれども、指定管理も含めた管理の在り方というのを今模索しておりま

して、それに応じてもらえる業者があって、経営体質を変えるというようなことをまずして

もらって、今の状況の器の中でやっていって、黒字化できるのだと、やるのだという業者が

いるかどうかというところを模索して、その提案を受けて、こちらからも条件を出しますけ

れども、それに対して提案をいただいて、ではやってほしいというふうになれば、まずは

やっていただいて、それで活性化していって、もう少し推移を見て、将来新しい店舗にする

とか道の駅を建設するとかということが必要であるかどうかというのは、その後で考えた

いなというふうに考えております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

 どうも今の町長の答弁は、道の駅の関係について、提案をいただいてから検討するという

ような言い方だったかなと。何年からやりたいのか、どうなのか、はっきり見えません。指

定管理はしたいのだと。方法としては指定管理、ほかのこともあるという答弁でしたから、

いろいろあるけれども、これをどういうふうに、何年のスパンできちっと、検討委員会も

やったわけでしょう。それから開発局の答弁もいただいたということになれば、来年は間に

合うのか、間に合わないのか。 

議会に相談いただかないで検討したいと言われても、少なくともあれは商工会の建物で

あって、商工会はどうするのかというご意見も聞いていない、我々としては。商工会がもう

やりたくないのですと言っているのであればあれですが、我々は聞いていないですから。現

実的に商工会の総会等々で、あの道の駅は手放したいとか閉鎖したいとかというようなこ
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とは一度も出ていない。 

であれば、やはりそこら辺から順序を正して、町の宣伝のために道の駅を造ったわけです

よね。これは僕も理解しますので、もう少し順序よくというか、計画を我々にも見せていた

だきながら、いい道の駅を造っていただけるのかどうか。ちょっと見えない部分があり過ぎ

るので、我々にも、それから町民にも見えるように、できる、できないは別ですよ。ですか

ら、町長の思いもあるでしょうし、職員の皆さんの思いもあるだろうし、町民の思いもある

だろうと。そこを融合させていただいて、やはりいい道の駅を造っていただかなければいけ

ないので、そこら辺の考え方をもう一度、町長からお願いしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

 ごもっともでございます。 

提案を受けてというのは、まずこちらが募集するわけですので、募集の段階で、これはも

う議会の皆さまにお諮りするのは、そういうつもりでおります。ですから、町が勝手に募集

して、提案を受けてから報告するというのではなくて、こういう募集をしたいのだというと

ころからご相談させていただきますし、それでいいぞということになれば、商工会ももちろ

んですが。それで応募の相手があることですので、ゼロだったらまたやり直さなければなら

ない話で、当面現状でいくしかないのですが、応募があって、これはいいなということにな

れば、ちょっとやってみたいと。 

時期というのは、来年の春からというのを前に申し上げておりますけれども、これは目標

でありまして、今この時期ですので、若干ちょっと伸びたところもありますが、手法につい

ては今後の協議ということでありますが、なるべく早く取りかかりたいと思っておりまし

て、４月１日からというのは最速でありますけれども、多少数か月かずれた時期ということ

もあるかもしれませんが、これも今後の協議ということで、実は協議が少し止まっていた時

期がありまして、先ほどのそもそもの話がありましてクリアになっていなかったものです

から、その辺のこともあって少し遅れ気味ではありますけれども、進めてまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０５分 

 

○播間決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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総括質疑を続けます。 

質疑はありませんか。 

船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

 ３２ページ、１節、総務管理使用料、多目的航空公園使用料２８９万８００円についてお

聞きします。 

法人企業、大学等、各種実験で年間を通して利用されていますが、２８９万円という収入

は、非常に少ないのではないかと感じておりますが、今後のためにも利用料の改定、見直し

が必要だと考えますが、その点についてお伺いします。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅宇宙航空課長。 

○菅宇宙航空課長 

航空公園の使用料につきましては、少ないのではないかということでありますけれども、

実際、航空公園については、空きがないぐらい使用されている状況です。 

ただ、スペースコタンに指定管理を出したことによって、町に入ってくる収入としまして

は、行政財産の使用料という部分になりますので、ＪＡＸＡに貸している土地の使用料、ま

た一部、民間企業に貸している土地の使用料だけになってきますので、実際の滑走路を使っ

た実験体とかの使用料は、直接スペースコタの収入として入っておりますので、町のほうに

は入ってこない収入になっておりますので、そういう形でご理解いただければと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

それでは、現在の使用料については、改定する考えはないということで理解してよろしい

でしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅宇宙航空課長。 

○菅宇宙航空課長 

改定する、しないで考えでいけば、民間に指定管理を出すときに、今後は民間の収益に関

わるところになりますので、今までの行政でやっていた部分と若干年度的に徐々に上げて

いるような形になっております。ただ、先ほど申したように、上げた部分は直接町に入って

こない収入になりますので、民間のコタンのほうで収受しているという形になります。見直

しは行っております。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほか、質疑ありませんか。 

寺嶋誠一委員。 
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○寺嶋誠一委員 

３６ページ、歳入のデジタル田園都市国家構想交付金、略してデジ田交付金なのですが、

前にお聞きしたときには、ＬＣ－１の拠点整備の交付金だというふうにお聞きしたのです

よね。今回もまさしく同じような形でなっているのか、もともとそういう宇宙産業開発の交

付金というのは、まだ始まったばかりなので、ないのかなということで、こういう費目とい

うか科目になっているのかなと。今後もそういうような形になっていくことなのかなとい

うことをお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅宇宙航空課長。 

○菅宇宙航空課長 

以前は、国の地方創生拠点整備交付金というものでありました。これは、国のほうで交付

金の名前が変わって、制度が変わって、デジタル田園都市国家というところに動きまして、

その中に拠点整備という項目があるので、引き続きその項目で今後も動いていますが、また

新たに、第２世代交付金というのは現状では変わっていますので、そういったことで名前は

変わっていきますけれども、中身的にはこの交付金という形で動いていくということにな

ろうかと思っています。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

中学３年生の進路志望集約が、過熱というか佳境に入るような時期になってまいりまし

たので、大樹高校の入学生確保についてお聞きしたいと思います。 

１点目は、大樹中学校の卒業予定者数と現時点で把握している大樹高校への志望者数。そ

れから２点目は、全国及び道内からの現時点における志望者見込み数はあるのかどうか。今

後の取組、そして私立高校に対する授業料助成がどのように影響していると判断している

のか。それから、全国及び道内からの入学生に対する宿泊施設の確保はどのようになってい

るのか。 

以上、お聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

今現在、中学３年生の生徒数でございますけれども、４７名となってございます。それと、

中３の大樹高校への志望者の状況でございますけれども、現在、学校のほうで取りまとめを

行っていると思いますが、全容について私どものほうでは把握してございません。 

それと、全国募集に対する宿泊施設の関係でございますけれども、現在、令和７年度から
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道外又は札幌から大樹高校に入学した生徒につきましては、１名は民間のシェアハウスに

入居していると、またもう１名は役場の独身寮を使っているという状況となっております。

今後につきましても、民間のシェアハウスを活用するという方向や、現在検討しております

けれども、町でもシェアハウスなどある程度整備する必要があるのではないかということ

を考えている状況でございます。 

私立高校の関係につきましては、教育長のほうからお願いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

来年度から無償化されます私立高校の影響について、どのように把握しているか、捉えて

いるかということでございますが、過日、北海道教育委員会で、私立高校の無償化に伴って

の進路変更をどのように考えているかという中学３年生と保護者を対象にした調査を実施

して、結果が出たところでございました。 

それを見ますと、その中で無償化ということに伴って進路を公立から私立に変えようと

考えている子というのが、その調査では１割から２割いたというような結果だったように

記憶しているところであります。その結果も踏まえますと、やはり少なからず影響を受ける

ということは、その調査からも把握したところでございます。 

また、その調査を見ますと、高校を最終的に決めるときに何をポイントにするかというこ

とで、生徒、保護者とも、高校卒業後の進路と高校にかかる費用の二つが大きなウエートを

占めているということが出てまいりましたので、今後につきましては、大樹高校を卒業した

後の進路について、今現在どういった状況にあり、進路を充実させるためにどういった取組

をしているかという部分と、さらには、町の助成を踏まえて、経済的にどれだけ大樹高校に

行くことによって親の負担が軽減されるのかという、そこら辺りがまだ十分に保護者や生

徒にも伝わっていない、あるいはそこを知りたいというニーズがあるのだろうなというこ

とで、今後９月、１０月、１１月に大樹高校とともに保護者説明会を広くオープンな形で実

施して、そういった部分について周知・ＰＲをしてまいりたいと考えているところでありま

す。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

先ほど、大樹中学校３年生の卒業生については４７名とお聞きしました。そのうち大樹高

校に進学したいという希望者は、まだ分からないと言われたのですが、これでいいのかな

と。大体もう既に６月頃から動いていて、現時点では確定していませんが、おおよその数字

がある程度内々というか分かっていないと、本当に大変な状況でないのかと思っています。 

それと、２点目に申し上げました、全国でいろいろな、大樹ではオープンスクールもやり
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ましたし、東京等でいろいろな取組をやっているのですが、その結果を受けて、道内、道外

から大樹高校を志望する生徒がないのか、ありそうなのか、そういう意向を確認しているの

かどうか、そこのところの回答がなかったのですが、その辺を聞かせていただきたいと思い

ます。 

今までも議論されてきましたけれども、少なくても３０人程度を確保するという目標を

持ちながら動くと。一定の人数を確保するというか把握していないと、これから年末、そし

て新年までの間にさらにどのような取組をしていくかという方向性も立てられないので、

その辺のことを再度お聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

８月２９日に大樹高校のオープンハイスクールが開催されております。その際に、私ども

でみらい留学制度を活用して全国募集を行っているところにおきましては、８月２９日に

３名が道外又は札幌市からオープンハイスクールに参加しているというところで、東京都

から１名、横浜市から１名、札幌市から１名がオープンハイスクールに参加しております。 

また、その以前の６月にも、東京都から学校見学にお越しいただいたという形で、今現在

４名が学校見学に来られたというところと、そのほかにも、今後もみらい留学を通じて大樹

高校に興味を示している方が数名いらっしゃるという状況になってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

大樹高校を志望する生徒数の把握についてでございますが、各中学校にお聞きしたとこ

ろでは、大体１０月下旬ぐらいに三者面談を通して、ほぼ進路が固まってくるのではないの

かという情報をいただいておりますので、大樹中学校を含め、南十勝の通学圏域になる学校

につきましては、可能な範囲での情報提供をということでお願いしているところでありま

す。 

そして、過日行われました大樹高校のオープンハイスクールに、大樹中学校については全

員参加いただいているところでありますが、先ほど申し上げました通学圏域となる南十勝

の参加者であります生徒数、そこら辺りも一つ参考にしながら、先ほど申し上げました今後

の取組として、さらに１人でも２人でも増えるような取組を継続してまいりたいと思って

おりますし、ある程度の進路が固まってきた数をつかまえたところで、より具体のＰＲ、あ

るいは取組について早急に動いてまいりたいなと思っているところであります。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 
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大樹高校の志望者数のうち、大樹中学校卒業生については、１０月末の三者面談をくぐら

なければ数字が出てこないと、そこは理解したいと。ただ、早くそこを把握して取り組まな

いと、人数が確保できないという厳しい状況にならざるを得ないのかなと思います。 

それから、宿泊施設の確保の関係ですが、今年度に入学した生徒のことは承知していま

す。ただ、令和８年度の入学生に対しての下宿という形の宿泊施設の確保が前提条件であり

ますけれども、課長が言った、これから町としてもシェアハウスの整備を考えているという

のは、それは３月までに間に合うということで理解していいのですか。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

オープンハイスクールに来た３名というのは、具体的に今入っている役場の寮とか民間

のシェアハウスを見ていっています。ここがいいなとかといったリクエストも聞いており

ます。ですので、まずは２人、３人の人数なので、個々にあたっているというような現状で

あります。 

過日、鹿追町、上士幌町、足寄町にお邪魔しまして、議長も一緒に行っていただいたので

すが、そういった住宅の整備状況を見てまいりました。大変な経費をかけて、立派なものを

用意しているなという感想でございます。 

その中でも、特に、シェアハウスや教員住宅などを改造して、子ども達が泊まれるように

しているというのは、上士幌町と鹿追町がやっておりまして、鹿追町は別にムービングハウ

スを整備していて選べるようになっているのですね。鹿追町の場合は人数が多いので、そう

いったものにまでいっているのです。上士幌町も去年１名入学されて、もう既に住宅を用意

して、そこでやっている。今後、２人、３人増えても大丈夫なように、食堂のあるシェアハ

ウスが一つと食堂のないシェアハウスがあって、食堂のないシェアハウスに今は入ってい

ないのですが、将来入ったら、その食堂に来て一緒に食べて寝泊まりするというような形を

取っております。 

それは参考になるなと思っていまして、私どもの町でも２年目、３年目というところで

は、そういったシェアハウスをまず用意する必要があるかなと。たまたま教員住宅が小学校

も中学校も半分くらい空いておりますので、リフォームすれば十分使えるかなと思ってお

りまして、その部分で、まず来年度はシェアハウスに入居可能な状況に一つはしたいなと

思っています。これは町の単費でやらなければならないなと考えておりますが、来年度とい

うのは、令和８年度の入学に向けて、７年度中に一つは改装して、準備をして、選べるよう

にしたいと思っております。 

これは、これからの相談なのですが、予算をもちろん協議させてもらいますけれども、来

年度にあっては、追加の住宅をもう一つ、二つを、これは補助事業にも手を挙げて、補助事

業なり起債なりを使って、きちんと整備していくということで準備をしていきたいという

目論見でおります。先日、見てきた後に、そういった方向でいこうかというところで、これ
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からまた具体的になりましたら議会にもご相談させていただこうと思っている段階でござ

いましたが、質問がありましたので、今そのように考えているというところであります。 

生徒も来ると確定したわけではないので、もしかしたら空振りになるかもしれませんが、

民間のシェアハウスと役場の寮、寮はもう一つ、二つ用意しようと思っていますが、間に

合ってしまうかもしれませんけれども、シェアハウス的なものも用意していく必要がある

なと考えております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

２２２ページ、２２８ページの小中学校費の扶助費の要保護・準要保護の認定についてお

話しさせてください。 

要保護・準要保護の認定のことなのですが、認定率について、令和６年度の認定と、教育

委員会では周知の方法をどのようにされているのか作業についてお知らせいただきたいの

と、それから、途中認定は大切なことでないかなと思うのですが、途中認定の方法ですとか、

途中認定があったのかをお知らせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

認定率につきましては、対象者と児童数、生徒数の割合で計算した後、後ほどお答えした

いと思います。 

周知の方法につきましては、年度前に、学校で就学援助の申請用紙を各児童生徒に配るの

と、新入学児童の各家庭に対して申請書の書類をお送りいたします。また、民生児童委員に

も、こういう制度があるよという周知を行いまして、民生児童委員からの周知も行っていた

だくという形でございます。 

途中認定につきましても、例えば転入されてきた方又はひとり親になった方とかもいらっ

しゃいますので、そういう方についても、随時教育委員会に諮りまして認定を行っていると

いうところでございまして、手元に資料がないので数については今お答えできませんが、そ

ういったことも随時行っているというところでございまして、認定率等につきましては、ま

た後ほどお答えしたいと思ってございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸健二委員。 
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○船戸健二委員 

１６５ページ、１６６ページ、５目牧場管理費、町営牧場についてお伺いします。 

町営牧場は、経済常任委員会の調査報告書で報告したとおり、常態的に赤字運営を続けて

いて非常に厳しい状況にありますが、赤字運営改善の具体策などあればお聞きします。 

○播間決算審査特別委員長 

 藤谷農林水産課長。 

○藤谷農林水産課長兼町営牧場長 

ご質問のあった、牧場の経営運営に関する現状ですが、現在の運営状況の収支につきまし

ては、ここ数年思わしくない状況が続いております。要因としまして、今の酪農情勢ですと

か資材の高騰等あると思うのですが、町営牧場の性格上、町としては町内の畜産農家をサ

ポートするという役割があるかと思います。 

受託頭数の減少等もありまして、運営方法、規模の検討につきましては、経済常任委員会

のご指摘でもありましたとおり、引き続き検討は必要と考えておりますが、現時点ではある

程度の預託牛がおりまして、極端な頭数の変動等がない限り、経費を節減しながら運営を維

持してまいりたいと思っておりまして、具体策につきましては、節約して運営していくとい

うことで考えております。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

ありがとうございます。 

今とても厳しい状況だという答弁だったと思いますが、決算状況を踏まえ、町営牧場の運

営は、今後も町が直営で担うべきなのか、民間委託や指定管理の段階的な縮小など、あらゆ

る選択肢も含めて、町長は現時点でどのように検討されているのか、お伺いします。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒川町長 

経済常任委員会の報告にもございますとおり、そのとおりだなと思って拝見しておりま

す。 

預ける牛が減っている原因は、病気であります。対策農家になりますと、大規模農家では

なかなか正常化できないと。小規模農家は、３年あるいは２年で、今は２年になりましたけ

れども、正常化できる可能性というのは十分あるかと思うのですが、大規模ではなかなか正

常化できない。大口の預け口が預けられない状況が来ている部分も大きいかと思います。経

費の高騰というのももちろんあるのですが、そこはどうするのだという部分では、一つの方

策として、余裕がある部分で町外の牛を預かるということも検討の一つになるかなと思っ

ております。 
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そのほかにいろいろございますけれども、規模の縮小という部分でいきますと、例えば冬

期舎飼をやめるとか、あるいは夏期放牧を限定的にするというような方法もあるかとは思

いますけれども、それにおける一次産業であり町の基幹産業である酪農への影響等々を考

えながら十分検討していかなければならないなと思っておりますし、先の常任委員会の報

告につきましても、牧場運営委員会にもこういった報告があったということの検討をする

べきだなと思っているところであります。 

大樹の牧場は約８００町近くあって、それは農地でありますので、その活用という部分

も、皆さん農地を広げたい方が多い中で、ここを遊ばせるというのもいかがなものかという

ところもありますので、そういった面も踏まえながら、今後、十分に協議をしていきたいな

と思っております。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

同じ常任委員会ですから、再度、同じようなことをお聞きするかもしれませんけれども、

よろしくお願いいたします。 

現実的に、今、町長は、大規模・小規模等々の農家がいますとおっしゃっておりました。

そのとおりであります。しかしながら、町の財政を考えると、いつまで続けるのか。これ町

から支援がなければ、民間であれば、とっくの前に倒産しているという考えです。 

大規模の方が病気で引き上げたから頭数は減ったと、この理屈も分かります。だけれど

も、その方がすぐ建物を造り、ちゃんとやっていると。であれば、小規模だったら、それが

万が一出たとき、町が支援したほうがいいのではないかと。逆に建物を建てる支援をします

よとやったほうが安く済むのではないですか。取り壊しも大変ですよ、あれだけのものを。 

職員の皆さんが従事している、休憩する、トイレ等々も見させていただきました。大変頑

張っていただいているなと感謝するところですが、建物も相当古いですよね、町長ね。そこ

ら辺を考えると、これ真剣に考えましょう。 

飼料は、まともに農協から買っているのですよ。手数料もしっかり取られているのです

よ。僕から言うと、町は今まで、もう何十年もこれをやってきているわけですよ。いつまで

続けるのか。これは農協もあることです。農協は、町よりもたくさんのお金を、準備金を持っ

ている。いろいろ事業もやっていますから、内部留保は町よりあるのですよ、逆に。飼料を

買ったら、まともに取られる。農家のためだから、値引きしますなどというお言葉は一度も

聞いたことございませんよね。それにちゃんとパーセンテージをかけて、農協はマージンも

取っているわけですよ。ここら辺はやはり職員の皆さんも、血税ですから真剣に考えない

と、いつまで続けるのか。風呂敷はいいですよ。風呂敷やっていると必ず町の財政が大変な

のですよ。 
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だから、ここら辺は、先ほど町長が言ったように検討委員会もあります。先ほど委員長か

ら言っていただいたように、提言を出しております。しっかりと議論をしていただいて、こ

ういう形にしていきたいという報告がなければ、我々調査しても無意味になってしまいま

す。長年、僕も議員やっていましたので出すだけは出したけれども、一向に進まないなとい

う部分がありましたので、町長、ここら辺でもう一回、牧場を真剣に考えるというご答弁を

いただけないかどうか、お願いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

牧場のありようということを考える時期に来ているのかなというところは、そのとおり

だと思います。 

財政出動の大きさとか、その辺はもちろん大事なのですが、それより何よりもというとこ

ろもあります。基幹産業として、牧場としての役割といいますか、牧場の果たす意味合いと

いうところも、昭和四十何年に造った牧場でありますけれども、大分形態が変わってきてお

ります。 

私も昔、昭和５０年代に入牧などをやったときは、ほとんどの農家の方が来て、お祭りみ

たいに入牧作業などをやったものですが、今はかなり農家の数も減っているには減ってい

るのですが、限られているところもありますので、その辺も含めて、今後の牧場の在り方、

農地の活用という部分も含めて十分議論したいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

今、牧場の将来的な扱いについて、経済常任委員会の提言含めてお話があったのですが、

関連しますので、私から、今運営している中で、これまで議論があった作業機械の更新等の

関係です。 

数年前から、大型作業機械の更新については、困難なので借上げで対応する方向を取って

きていると承知しています。現時点において、私は、将来をずっと町営牧場を運営していく

のであれば、大型機械の更新を考えなくてはいけないし、ある程度将来の見通しを立てるの

であれば、借上げに傾けていくということになろうかと思います。 

それで、現時点で、方向性の問題と、保有している大型機械の更新関係について、今どん

な状況になっているのか、中身についてお聞かせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 藤谷農林水産課長。 

○藤谷農林水産課長兼町営牧場長 

現在、牧場で所有している機械について、令和６年度につきましては、ラップマシンを備
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品購入費として支出させていただいております。現状、牧場で使用頻度の高い機械につきま

しては、牧場で管理所有して使っているわけですが、その他の機械につきましては、借上料

として予算を支出させていただいております。 

今後、購入を予定しているものは具体的にはないのですが、現状でいきますと、ロール

ベーラーが作業中に非常に調子が悪いということで、そこの部品については修繕しながら

対応している現状であります。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

生涯学習センターについて質問したいのですが、町民から学習センターの玄関前に、ロー

タリといいますか丸いところ、あそこに生えていた植木を切って、そのままになっているよ

ということです。町民又は町外から来られる方にとって、あそこは正面玄関で、顔ですよね。

それがいまだにあって、あれはアートなのか芸術なのかと町民から聞かれます。教育委員会

の職員も毎日見ているわけですよね。それを何とも思っていないのかお聞きします。 

○播間決算審査特別委員長 

 井上社会教育課長。 

○井上社会教育課長兼図書館長 

以前、学習センターが建ったときに低木があったかと思います。近年、低木の管理も段々

難しくなってきて、また枯れてきたということもございまして、そこも職員の管理不足と言

われれば、そうかなと思いますけれども、なかなか手も入れられないということで、枯れて

きて、一部除去したということもあります。 

ただ、残っている部分については、管理しなければいけないということで、せん定等を

行ってございます。除草も併せて、頻繁ではないのですが行っているところでございます。

やはり正面玄関ということで、顔ということもありますので、今後何らかの対応で手を入れ

ていきたいなと思っているところでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

あそこは顔ですよ。僕も、あそこは何回も行って、いつも気になって気になって、町民も

気になって、何とかすれと言っているのですよ。 

それと、そのときに歩道のほうも切りましたよね。木の根っこがこのぐらいで、枝が混で

いて、お年寄りが蹴つまずいたのです。あれも危険だと、何やっているのだと、多く言われ

ているので、ここで言わせてもらいます。 
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それに対して。 

○播間決算審査特別委員長 

 井上社会教育課長。 

○井上社会教育課長兼図書館長 

樹木のせん定についても、業者ではなく、枯れたものは職員で切ったということで、地面

から若干木の根が出ているというところで、これについても、次年度に何らかの形で整備し

ていきたいなと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

町民の声です。しっかりやっていただきたい。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

コミュニティバスの運行についてお聞きしたいと思います。 

同僚議員が請求した資料によりますと、令和６年度の運行日数は１４２日で、利用者数は

２,２４３人となっています。そうすると、１日の利用者数が１６人で、１便当たり４人と

いう計算で報告されています。 

大体令和６年度の１年間の月別の利用人数の変動も少なく、平均的に固定されていると

思える状況と感じています。こういう利用状況について、１年が経過して、現時点で、町長

としてどのように評価をしているのか、最初にお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

当初、いろいろルートとか便数というのをかなり慎重に審議して決めたところでござい

まして、そこそこに使われているかなという印象を持っております。乗る方が固定化される

というのは、これは同じところを回っていますのでやむを得ないことかなと思いますけれ

ども、それにしても、ふまねっととか、福祉センターなどでイベントがあるときには乗客が

多いということでの一定の効果はあったかなと思っております。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

より多く利用していただくために、今後の利用拡大に向けた、何か新たな策というか、Ｐ
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Ｒ方法は検討されていますか。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

先ほど、町長が申し上げたとおり、コミュニティバス利用の一定の効果があったなとは考

えております。 

それ以上に、今後やるために、今現在ライドシェアの実証実験を行いたいと思っていま

す。ライドシェアにつきましては、１１月、１２月に一応２か月間限定で実証をやるのです

が、農村部といいますか市街地以外の方をライドシェアで市街地に寄って、そして市街地か

らコミュニティバスで移動してもらうというような循環の流れを作ることによって、コミュ

ニティバスの利用も大きくなるのではないかというような考えではおります。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

滞納整理機構についてお伺いいたします。 

質疑でもしていたのですが、報告ではゼロ件ということだったので、そろそろ機構という

ものの役割は終わってきたのかなと。大樹はそういうことなのですが、他の自治体でも恐ら

くこういう傾向があるかなと私は想像しているのですが、滞納機構への支出をやめて、大樹

だけ脱退というのは大変でしょうけれども、そういう意思表示はどこかでしておく必要が

あるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

滞納整理機構につきましては、一定の役割を果たしていると思っております。果たしたで

はなくて、果たしているということでございます。現在も必要だと思います。令和６年度に

あっては、預ける件数がなかったというのは、たまたまでありますので、なかったから、も

う要らないのだということではないと思っております。 

また、徴収にあたって、このままだと滞納整理機構にお願いするようになりますよという

ようなケースというのは結構あります。実際にはそこまでいかないで、一定の対応をしても

らっているので今回はなかったのですが、そういった対応にもなっておりますので、滞納整

理機構は今後も必要だと考えております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 
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ほかに質疑はありませんか。 

西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

８８ページの地域公共交通確保の補助金が１,０００万円ということで、毎年毎年、額が

上がっていっているのですが、利用する人が少なくなって、町の補助金が上がっている仕組

みというか、乗車密度のことも何回かお聞きしているのですが、十勝バスの広尾線の利用促

進の方法というのを町のほうで考えていないと、旧国鉄の広尾線がなくなって大変なこと

が起きたのですが、そういう昔のことではないですが、すごく心配しています。 

議員になった１２年前は、たしか１６０万円ぐらいの補助金の支出だったやに記憶して

いるのですが、そのような対策というのは、この沿線上の協議会もあると思うのですが、何

か方策というのはあるのでしょうか。このまま仕方がないことなのでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

地域公共交通確保の補助金の関係でございます。 

路線バス事業の維持を図る地域住民の足を確保することを目的に、沿線自治体において

十勝バスに補助するものでございます。議員おっしゃるとおり、何か方策があるのかという

ところでございますが、早急にこれがいいという方策は今のところはございません。ただ、

沿線自治体では、知恵を絞りながら検討は続けていきたい考えているところです。 

 以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほか、質疑ありませんか。 

船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

２４８ページ、１０款、６項、１目、１８節、スポーツ少年団補助金５３万円についてお

伺いします。 

各少年団の補助金の詳細実績については、基本額４万３,０００円プラス９００円掛ける

人数ということで資料をいただきましたが、私は、スポーツ少年団の活動を町として支えて

いく必要があると思います。 

今後、この５３万円について増額する必要があると考えていますので、その点についてお

伺いします。 

○播間決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

スポーツ少年団の補助ということ、支援ということについてでございますが、町としまし
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ては、スポーツ少年団本部の会議等を持ちまして、補助金等の交付にあたりまして、また、

様々なご意見等も聴取しているところでございます。金額的に十分ではないと思うのです

が、各少年団それなりに補助金を使って、今現在活動していただいているというように判断

をしているところでありますが、ただ、議員が言われましたとおり、町としてスポーツ環境

を充実させていく、整備していくということは、大変重要な取組だと考えておりますので、

補助金も含めて、環境をどのように整備していくのかということを幅広く、少年団の皆さん

の声も聞きながら取り組んでまいりたいと思っているところでございまして、したがいま

して、補助金だけを上げるという考えは、今のところまだそこに至ってございませんが、総

合的に支援してまいりたいと思っておりますので、その中に必要であれば、次年度以降を検

討してまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

次年度以降に検討していただけるということでしたが、私は、増額理由として、特に子ど

も達の熱中症予防体制を整えていく必要があると思います。子どもは、大人と比べ発汗機能

が未熟で、体温調節が難しく、熱中症リスクが高いです。各少年団で冷感パックなど、冷感

グッズ、経口補水液の常備や、場合によっては、日陰などもないのでテント等による日陰の

確保など、大人以上の予防体制が必要となってきておりますが、補助額を見る限り、各少年

団で十分な体制づくりができていないのではないかと感じております。 

そのため、保護者や指導者にとって負担が増加していると思います。本決算を踏まえ、今

後、熱中症対策等、各少年団の指導者、監督、コーチ等の協議の機会はあるのかどうか、お

伺いします。 

○播間決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

先ほど答弁をさせていただいた部分と関連もいたしますが、毎年、定例的に少年団本部で

の会議を持ちまして、各少年団の状況等について話題として交流してございますので、そう

いった場においても、議員が申されました熱中症対策を含め、活動の中で不便していること

等がありましたら、それを交流し、私どもとして支援できるところは、早急にしてまいりた

いと思いますし、今後の検討事項としてあるものについては、皆さんの声を聞きながら検討

を継続してまいりたいと思っているところであります。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

休憩します。 
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休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○播間決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑の前に、先ほどの西田委員からの質問に対し、町側の担当課長より発言を求められま

したので、これを許可します。 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

午前中に、西田委員からご質問のありました就学援助に関してご説明をさせていただき

ます。 

まず、就学援助の令和６年度における認定率は、小学校５.６％、中学校９.１％でありま

す。また、年度途中での認定は１件となっております。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

西田委員、よろしいですか。 

総括質疑を続けます。質疑はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

５４ページの指定寄附金の関係で、ふるさと納税についてお伺いします。 

個人版のふるさと納税については、ふるさと納税をしてくれるほうは入るのだけれども、

ふるさと納税をした人の自治体というのは減るわけですね。これについては交付税措置さ

れるということでございますけれども、法人について、最近、大樹も多くなってきたのです

が、企業版ふるさと納税をした自治体のほうの措置というのは一体どうなっているのでしょ

うか。 

○播間決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

個人のふるさと納税に関しましては、基準財政収入額から差し引かれる部分があります

が、企業版に関しては、そういった措置がありませんので、影響はないかと考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

志民和義委員。 

○志民和義委員 
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確認しておきますけれども、そうしたら、企業版で大樹にしたと。この逆も中にはあるか

と思いますけれども、大体こちらのほうにして、してくれたほうの企業の本社のある自治体

というのは、その分少なくなってしまって、それ以上何も措置はないということですか。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

私の記憶ですので、違っていたらすみませんが、基本的に法人税が免除されると。なので、

それは直接大樹町に入る法人町民税ではなくて、国を治める法人税が控除されるので、自治

体には影響はないものかなと思っております。確認しますけれども、私はそういう認識でお

りましたので、少し時間をいただいて確認させていただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

毎年やっておりますが、時間外手当ということで聞かせていただいております。 

毎年、大体同じ金額が時間外になっております。そこで今回は、再任用職員の時間外とい

いますか、相当大きい金額で、総務課で出ている金額が１９７万９,５２０円。週にすると

どのくらいの時間やっているのか。３６５日で単純に割ると月１６万７,０００円。これだ

けの時間外といったら、労働基準に違反しないのかどうか。地方公務員ですから、時間外と

いう法定時間はないのか、あるのか、そこら辺も含めてお聞きしたいと思います。 

再任用職員がこれだけやるということは、ちょっと異常かなと。町の体制がきちっとなっ

ていないのではないかという気がするのですよ。職員の皆さんは多忙ですが、再任用の方は

時間が何十時間ときちっと決められているし、それをオーバーするということは、業務が相

当多いのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

再任用職員の時間外の関係でございます。 

昨日もご質問いただきまして、今、総務課のほうで５人の再任用職員という形で支払いを

させていただいています。いずれの５人も、何かしらの時間外が発生しているというのは、

昨日お伝えしたとおりでございます。町の目安として、働き方改革の見直しという部分もあ

りまして、町で定めている基準が１か月４５時間以内、１年に直すと３６０時間以内が基本

という考えであります。ですので、私のほうも、年間３６０時間を超えるかどうかというと

ころを一つの目安としてございます。 

再任用職員のうち１人は、目安となる３６０時間を超えている状況でして、大半はその部

分で発生しているという状況でございます。この状況に関しましては、働き方ということ
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も、まず必要かどうかというところの判断が一つあるのと、必要であっても、それだけの時

間外をすると体調を崩されるケースもあって、精神的に病むというケースもございますの

で、そういった部分は配慮しなければいけないかなと考えておりまして、まず、職員に対し

て、発生している課に対しても、どういう状況かをお聞きしている状態です。 

理事者のほうには、そういった状況をお伝えして、例えば人事異動の部分で見直しが図れ

ないかどうかというところで情報を提供しているような形で、今のところ実施している状

況でございます。 

 以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

町側も心しているところなのだろうと思います。本人の自覚があるのか、ないのか。平日、

日曜日、土曜日あたりも出ているのか。こういう問題もありますよね。時間外というのは、

民間企業であれば利率が違いますので、ここら辺も含めると現実的には、これは働き方改革

をしっかりやっていただかないとまずいのかなと。 

人員が足りないから、本人の申出によって再任用しているわけですから。定年で、６５歳

まで年金が当たらないということで、国の施策で再任用制度をつくったわけです。だけれど

も、その中でこれだけの金額というのは、ちょっと異常過ぎますよ、町長。職員の皆さんも

人員が足りないから、働きが大変な部分があるのを認識していただいていますし、僕らもし

ています。現実的にはやはり、これはちょっと看過できないなと思います。 

もう使ったお金ですから今後十分検討していただいて、再任用の皆さんがこんなに時間

外をするような組織であってはならないと思いますので、町長、そこら辺、改善ができるの

かどうか。人員のこともありますし、いろいろあるのだろうと思いますけれども、１名でこ

れだけというのはちょっと異常過ぎということで、町長の答弁をお願いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

ご指摘のとおりでございまして、ベテランですので、本人にある程度任せているという部

分があるのはあるのですが、それにしても、それの前にやはり制度というものがありますの

で、制度の範囲内でやるということを徹底していきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

制度の中で一生懸命頑張っていただきたいと。本人の自覚というのも十分必要な部分が

あろうと思いますが、このような時間外では町としても困りますし、住民も困ると。仕事に

本当に支障があるのなら別ですよ。それだったら正職員が出てきてやらなければいけない。
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再任用の方がこれだけの時間外をやるということは問題がありますので、来年に向けての

ご検討を十分お願いして、終わります。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

中学生のヘルメット着用の義務化に向けて、お聞きします。 

○播間決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

中学校の自転車通学の際のヘルメット着用についてございますが、ヘルメットの購入補

助につきましては、今年度、議会でお認めいただいたとおり、既に実施しているところであ

ります。中学校のほうにつきましては、経過措置として、今年度ヘルメットをかぶるという

ことを推奨して動いておりまして、来年度から義務化という形にして、この２年間をかけて

徹底したいということで、今動いているというように聞いているところであります。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

ということですが、この間、警察に行ってその話をしたら、来年の４月から義務化という

ふうに聞いたのですよね。聞いていますか。では、それに対して小学校はヘルメットの支援

をすると。中学校も同じように支援をするという考えですか。 

○播間決算審査特別委員長 

 伊勢学校教育課長。 

○伊勢学校教育課長兼学校給食センター所長 

今年度より、小学生、中学生にヘルメットの助成を行っているということでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 

最近、中学生でかぶっている子をまれに見るのですよね。かぶっている子がいるのは確か

です。ただ、髪型とか、いろいろな面で、かぶっていない子――警察で聞いたのは、来年の

４月から強制だよ、中学生はかぶるのだよと言われたのだけれども、２年かけてと、何か

ちょっと答弁が曖昧だったような気がするのですよ。 

○播間決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 
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○沼田教育長 

申し訳ございませんでした。もう一度答弁させていただきます。 

中学校の指導として、今年度から町として助成が始まったので、購入については推奨して

いるということで、そして来年度からは義務化をするということを予告して、今、子ども達

に指導するとともに、家庭のほうにも周知しているという段階です。 

したがいまして、もう既に購入してかぶっているお子さんもいらっしゃれば、議員おっ

しゃったとおり、まだちょっとかぶることに抵抗を持ってかぶっていないお子さんもいる

というのが実態かと思うのですが、来年度の義務化に向けて子ども達に指導をし、家庭のほ

うにも理解いただいて協力いただくということで、ただいま進んでいるという状況にござ

います。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

寺嶋誠一委員。 

○寺嶋誠一委員 

農業振興費の関係で、１６０ページになりますけれども、鳥獣被害防止対策事業補助金

は、昨年に引き続き令和６年の決算も同じような金額で推移しております。今年も恐らく変

わりないのかなという感じなのですが、付近の実態を聞きますと、かなりエゾシカの農作物

の食害の被害が多発していると。さらには、皆さんもご存じのように、最近、鹿の出没に限

らず、熊とかが多発しています。 

今後どんどん増えていくのではないかなということで、ちょっとこれでは、実際、１７２

ページの有害鳥獣駆除謝礼として、ハンターに駆除していただいているのですが、先ほど

言った被害防止対策事業は、多分電牧柵か何かの形での補助だと思うのですね。ですが、本

当に今後、多発しそうな、被害が拡大しそうな予想がされるので、これについて今お考えに

なっている形で、今後どうなのか。今年においても被害実態を把握されているのかどうなの

か、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１６分 

再開 午後 １時１７分 

 

○播間決算審査特別委員長 

再開します。 

松木副町長。 

○松木副町長 
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鳥獣被害対策事業は、おっしゃるとおり、電牧柵等の畑の侵入を防ぐための補助金でござ

います。 

実は毎年、これに似たような金額でございますけれども、ある程度１年、２年で壊れるも

のではないと思っていますので、それを囲っている面積が増えていくということになりま

す。これをおおっぴらといいますか、もっと大胆にやると、囲っていない畑に集中すると

いった懸念もございます。私ども、これは予算がないから助成しませんということはござい

ませんので、あくまでも農業者の意思で申請されたものに関して補助しているところでご

ざいます。 

ちなみに、鹿は今般の定例会の補正予算でお認めいただいたとおり、去年の倍の頭数を捕

獲するための補償費を措置させてもらったところでございます。実は毎年１,０００頭規模

が、２,０００頭近く、２,２００頭分の予算を計上して、使い切るかどうかは別でございま

すけれども、駆除に関しては、非常に積極的に有害鳥獣被害対策実施隊の皆さまに取り組ん

でいただいているということで、こういった形で今しばらく様子を見ていく必要があるの

ではないかと考えているところでございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 寺嶋誠一委員。 

○寺嶋誠一委員 

実際、農家にしてみれば、予定していた飼料がなくなってしまうわけですよね。これはも

ちろん、農家自体が個人的にいろいろな保険や共済をかけて補填できる。お金では補填でき

るのですが、そういう切実な問題もあろうかなと思いますので、そこは深く今後検討して、

町として何ができるかということも、私は必要でないかなと考えているのですが、一変に変

えるというのは難しいかもしれませんけれども、その辺についてどのように考えているか

をお聞かせください。 

○播間決算審査特別委員長 

松木副町長。 

○松木副町長 

有害鳥獣を国も当然非常に重く見て、鳥獣による農林水産業被害の防止に関する法律と

いうのがつくられて、こういった補助事業ができてございます。ただ、営農されている方た

ちは非常にご苦労なさっていることだと思いますし、私どもとしてできる範囲として、まず

被害を防ぐための柵とかについて助成します、それから、有害鳥獣の数を減らすための駆除

に対して猟友会を含めて支援させていただきますよという形でやってきてございます。取

りあえず、今年、２,０００頭の予算が２,２００頭の予算となりました。 

毎年、実は１月ぐらいですか、その年の農業被害の調査をしてございます。一昨年は多分

１億円ちょっと超えたような形で、昨年は６,０００万円前後だったかと思います。これは

効果があったのか、若しくは農家たちがおまえらに言っても何もしてくれないだろうとい
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うことで、回答を少ししなかったということも考えられないわけではないのが、いずれにい

たしましても、農業者のご意見を聞きながら、これをより強化しなければならないという事

態になれば、そういった検討もいたしますし、そういう対応もすることになろうかと思いま

すので、今年の状況、それから今年の駆除の頭数の状況などを見ながら、引き続き検討して

いきたいと考えるところでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 寺嶋誠一委員。 

○寺嶋誠一委員 

ぜひ、そのような実態、実態把握が１月とは、私も初めて知ったのですが、できる限り現

状を踏まえて、本当に出没の発生率が物すごく多くなっているので、そこら辺も踏まえ、今

後とも引き続き検討していただきたいなということで、終わります。 

○播間決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

歳入、２６ページ、サテライトオフィス使用者負担金８４万８,０００円についてお伺い

します。 

利用料金が民間と比較し、適正な料金なのか、疑問を感じます。段階的に料金設定の改定

や見直し、また利用年数の上限設定が必要なのではないかと考えますので、その点について

伺います。 

○播間決算審査特別委員長 

 松久企画商工課長。 

○松久企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

サテライトオフィスの使用料の積算につきましては、１社、月額１万５,０００円、１２

か月で１８万円の歳入となります。商工会に支払っているのが月額４万円で、年間４８万円

となります。したがいまして、大体４社から５社入れば、家賃と経費が見合うのかなという

形で考えているところでございます。 

ただ、今後いろいろ検討は随時していかなければならないのですが、現在、企業誘致とい

う側面もありますことから、当初からこの家賃で行っているという経過です。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 船戸健二委員。 

○船戸健二委員 

企業誘致というのは非常に分かりますが、やはり段階的に利用年数の上限などを設け、企

業が循環するような仕組みを作っていただきたいなと思っております。 

以上になります。答えは要りません。 
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○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

１６０ページの役務費の中で、ＩＣＴ捕獲システムの通信費２５万円ほど支出されてい

るのですが、このことの説明をいただきたいのと、どこか多分このシステムを利用して鹿な

どを捕獲していると思われるのですが、その実績をお知らせいただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 藤谷農林水産課長。 

○藤谷農林水産課長兼町営牧場長 

ご質問のありましたＩＣＴ捕獲システム通信料ですが、内訳としましては、狩猟期間が始

まる前まで９,５００円掛ける８か月ということで通信費を支出しております。カメラにつ

きましては５台、拓進、萠和、生花、その他のわなを設置している場所に設置しているので

すが、そちらで鳥獣の動きを監視するという形になっております。 

この通信システムを使って捕獲した頭数につきまして、今手元にございませんので、後ほ

どご説明させていただければと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

町では、そういうシステムを使って全町的に、今は人手不足ですし、そういうシステムの

中で捕獲の実績を基に拡充していくような考えがないかということをお聞きしたかったの

です。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

南十勝複合事務組合が管理する火葬場についてなのですが、第６期の総合計画の中でも、

利用状況に応じた改修整備を行いながら老朽化した施設の改築を検討していくことになっ

ているのですが、どの時点での改築を目指して検討を進めているのか、現時点でどこまで進

んでいるのか、考え方をお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 
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火葬場の整備につきましては、事務レベルといいますか担当のほうで、先進地というか最

近整備されたところの資料を取り寄せたり、あるいは現場を見せていただいたりして検討

しているところであります。それを参考に、事業費、あるいは事業規模など、現在まだ資料

集めをしている段階というところでございます。 

近隣でも最近造ったところがありますし、あるいは大きさですね、大体年間８０から９０

件の火葬があるのですが、これは忠類村含めてですが、それに見合う規模というのが１炉か

２炉かというところなのですが、そこの検討なども、今進めているところでありまして、事

業着手の見通しとしては、ここ二、三年はかかるかなと思っているところでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

公衆浴場についてお聞きいたします。 

今回、ボイラー、エアコンを入れ替えると。公衆浴場は、相当年月が経って老朽化してお

ります。今後このままお使いになるのか、何らかのお考えがあるのか、町のお考えをお聞き

したいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

先に要望のあった福祉センターの改修という提案があったのですが、私どもは、福祉セン

ターが使えるうちは使いたいけれども、大規模改修をして長く使うという考えは持ってお

りません。限界が来るなと思っておりまして、新たにするとすれば、建て替えるしかないか

なと思っておりまして、その場合、あの場所に公衆浴場も含めたコミュニティセンターとい

うのも考えたいなと思っているところでありまして、現時点では、総合計画にはっきり載っ

ているところではありませんので、恐らく総合計画の後期の中で検討するべきことかなと

思っておりまして、私の考えとしましては、もし更新するのであれば、公衆浴場も併せたコ

ミュニティセンターを考えるべきかなと思っているところでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

福祉センターを含めて、老朽化がどんどん進んでいると。建物を建てれば、現実的には維

持管理費がかかると。公衆浴場だけで人件費を含めて１,４００万円ほど。これをどういう

形で今後進めていくのかと。コミュニティにして、お風呂も入れてという財政的なものを

しっかり考えていかないと、建てるだけ建てました、経費はどんどんかかってきますと。こ

れでは町長。 



 

－ 41 － 

町長の気持ちは分かりますよ。住民のことを考えて、本当に前向きにやっているのだろう

と思いますが、道の駅を民間に委託しますと。お風呂もそれでは民間に委託するとか、いろ

いろなことを考えられるのではないですか。どうも前のめりに、町で、町でと。晩成温泉に

補助を出しているのが約１,２００万円、お風呂で使っているのも約１,４００万円。逆に町

がやっているほうが高くついているのですよ。維持管理を含めて１,２００万円なのだから。

こちらは１,４００万円。入っている人数は５１人ぐらい、１,０００人弱です。僕もしょっ

ちゅう行っています。どうなるかなという思いもあって、見ています。町長、選択枠はたく

さんあると思うので、もう少し広く。 

まだやらなければならないことが町長にはたくさんあるのでしょう。町長、折り返しです

よ、２年目。今度３年目です。ちょうど中間が終わったので、まだやらなければならない。

４年間では全部できないのだから、町長。私は立派にやっていると思っていますから、町長

に立候補するだろうと思っていますから、時間はまだたくさんあるという認識に基づいて、

町民の心をしっかり酌み取って前に進めていくように。 

お風呂も福祉センターも含めて、それから今回も出ていますけれども、学童の関係等々も

含めて、もう少し一体的に、時間はたくさんあるという認識で、町の財政のこともゆっくり

考えていただいて、町長がやりたい気持ちも十分に分かりますし、応援もしたいと思います

が、もう少しどういう形がいいかという検討をしていただきたいという思いがあるのです

が、町長いかがですか。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

言われるように、整備したいという気持ちはあるのですが、どうやって運営していくかと

いう部分は、今後の課題だと思っていまして、それはアウトソーシングも十分活用すべきだ

と思っております。そのほうが有利であれば、建設もＰＦＩとかＰＰＰとかいろいろありま

すけれども、それがよければ、そちらを使うということがあるでしょうが、過疎地にあって

は過疎債があるので、それが有利になるというケースは少ないかとは思うのですが、運営に

関してはアウトソーシングというのは十分考えられると思います。今も、例えばプールです

とか体育館をアウトソーシングしている町が結構多くありますので、そういったことも含

めて考えていきたいと思います。 

ただ、整備はしたいなという思いを伝えたところでございまして、在り方についてはその

ときになります。今からはちょっと無理ですが、そういったことも含めて検討していきたい

と思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

いろいろな想定をしながら検討していきたいというご発言でした。本当に一生懸命やら
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れていることも分かっていますし、町民、子どものことも含めて考えておられるということ

も十分に僕は知っておりますが、どうか、町の財政のことも考えながら、しっかりと職員の

皆さんと手を携え、しっかり検討をしていただきたいということでお願いをしておきます。

またいつか質問するだろうと思いますので、そのときに前向きなお答えをいただきたいと

思いますので、これで質問を終わります。 

○播間決算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

ヒグマ、エゾシカなどの有害鳥獣及び一般的な狩猟で発生した鳥獣の残さの処理につい

てなのですが、実態と今後の考え方をお聞きしたいと思います。 

町の有害鳥獣駆除については、例年、ヒグマ約２０頭、エゾシカ１,０００頭が駆除され

て、それにプラスアルファで狩猟期間における一般の狩猟頭数を含めると、さらに多くなっ

ているのが実態だというふうに思います。加えて令和７年度は、エゾシカの有害鳥獣駆除目

標頭数が２,０００頭にも及ぶ実態があるので、今までも結構うわさがあったのですが、処

理施設の建設を検討するべきではないかと思います。 

というのは、捕獲したエゾシカを全て持ち帰る状況でなくて、現地処理とかいろいろな処

理方法があって、頭数が増えるとそれが実態として多くなると。ですから、民間企業の対応

も含めて、今後、残さ処理についての状況を、在り方を検討する必要があるのではないかと

思いますので、町長に伺いたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

エゾシカの残さ処理についてでございます。 

一番いいのは、食肉として加工し、あるいはペットフードといったものに回って利用され

るのが一番いいのかなと思っておりますが、数％にとどまっていると伺っております。ま

た、捕獲した状況によって、どうしても持ち帰られないという場合もあるかなと思うのです

が、持ち帰れるもので処理施設があれば、熊が肉食化しているというのも多少影響している

のかもしれませんが、それは必要なことかなと思っているところであります。 

ただ、残さの処理施設につきましては、少し長いスパンで考えなければならないかなと

思っておりまして、過去に検討したことはあったのですが、実施に至らなかったというとこ

ろがございます。猟友会ともよく相談しながら、在り方を考えてみたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

特に現状では、例えば１,０００頭を超えるエゾシカが駆除されるという状況になれば、
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その半分以上は現地処理の実態にあるのではないかと思います。これから冬期間になると、

例えば表向きは現地で埋めることになっているのですが、この処理はかなり難しいので、ほ

かの町村でも、そういう施設が何町村かで合同とかいろいろな状況にありますのえ、町長は

今、長いスパンと言われましたけれども、早い時期の検討を進めていくべきではないかと思

いますが、再度お聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒川町長 

長いスパンというのは、時間をかけてということではなくて、長い視野をもってという

か、将来を見据えて考えたいという意味でございます。ちょっと語弊があったかもしれませ

ん。 

在り方を検討するという部分では、広域処理というのが可能であれば、各町村にそれぞれ

持つというのは大変ですので、そういったことが可能であるかどうかというのを含めて検

討してまいりたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

土地の問題で若干お聞きいたします。 

ほかの町村では太陽光の問題、ニセコ町は水源地の問題、富良野市は土地が高騰している

という中で、外国人が買いあさっている状態が起こっているようでございます。大樹にはま

だないのかと思いますが、このような状態は、必ずうちの町にも静かに来るのかなと。 

日本におられる外国人で一番多いのが中国人と、ＮＨＫで今日やっておりました。トップ

だそうです。横浜だったか、どこかの人口と同じだけいるというお話をしておりました。 

町長、町の土地ですので、水源地も含めて、いろいろな場所を含めて条例を――外国人が

買った場合とか、日本人の後ろにほかの国の方がついて日本人名義で買うとか、いろいろな

手法があるようです。うちの町も、川もありますし、海もありますし、今は宇宙関係でいろ

いろなところも来ています。こういうものを含めて、そういう場合に大樹町としてはどうす

るかという検討に入るべきときなのかと思います。 

農地だって、どこだってやられてしまいますよね。要は、弱いところに手を突っ込んでく

るわけですから、安く買いあさって、自分のものにしてというようなことになってくると。

ところが、土地は買ったけれども、本人方はいませんから、固定資産税が入らないとか、税

金が入らないという状態も、ニセコ町のほうではなっているようです。 

そこら辺も含めて、うちの町としてはどのようなお考えがあるか、検討していくことがで

きるか。農地もそうですよね。これ本当に衣食住の問題を考えると、農地は大事であります。
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そこら辺も含めて、町長の見解をお聞きいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒川町長 

太陽光発電によって自然が破壊される、あるいは山の水源地が外国に買われるというよ

うな状況があまりよろしくないのは、当然かなと思います。 

水源地に関しては、道の条例で水源地を自由に売買できない。一応、道が監視するという

ような制度になっているかと思います。そういった道の規制、あるいは国の規制も、国土利

用法から、農地法からいろいろありますので、一定程度は守られているとは思うのすが、そ

れでも自由に売買できる部分というのは多くありまして、その中で外国の方に買われてい

いのかと。 

特に最近は、自衛隊の基地の近くの重要な土地に対しての規制というのは、国もやられる

ようになったと聞いておりますので、そういった方向で、町としてもここは重要だから、ど

ういう人に土地が動くのか、全く無関心でいられる状況ではないというのは、認識している

ところであります。 

町としてどのような規制等々ができるのか、それら国がどうしていこうとしているのか

ということも含めて、総合的に考えてみたいなと思います。外国の方に買われるのを規制す

るというのが一自治体でできるのかどうかというのも、法人だったらどうなのだとかいろ

いろあるので、その辺も含めて調べてみたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

現実的には法律がありますので、町単独でできない部分も十分あるという認識もしてお

ります。だけれども、この小さな町からこういう声が出ているということを発信しなけれ

ば、国は動かないのかなと思っていますので、どうか外国の方にあまりうちの町の土地が買

われないように。本当に富良野市は大変みたいです。バブルになって、中国人がどんどん

買っていると。地元の人間がもう買えない状態になってきていると。地価がどんどん上がっ

てきてということになる。徐々に、いいところ、いいところというふうに流れてくるのかな

と。そこら辺を国とも道とも協議をしていただき、並びに町村会含めて、この問題は議題に

していただけないかなと思うのであります。 

現実的には、水源地の近くだけではないですよね。水のある場所をよく買っているようで

すから、ここら辺も含めて、道議会、議長会もありますし、町村会もあります。この中で十

分、こういう意見があったけれども町村会としてどういうことができるか、協議していただ

けないかどうか、町長にお伺いをいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 
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○黒 川 町 長 

管内の町村でも、太陽光発電をする、適地を指定するという町もあります。もう既に動い

ているところもありますので、そういったところを参考に、大樹町だけの問題ではなくて、

十勝全体の問題だということで、こういった問題を町村会としての要望事項にも盛り込め

ないかというようなことで協議をしてみたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

黒川町長。 

○黒川町長 

先ほどの志民委員ご質問の企業版ふるさと納税の部分だったのですが、私は、法人税は控

除なので直接影響がないかなと思ったのですが、資料を調べましたら、法人住民税も影響す

るのですね。法人住民税が寄附額の９割まで控除になりますので、その控除は何からするか

というと、損金算入と法人住民税と法人税から４割、法人住民税から先に引くのですね。足

りなければ、法人税から引くという仕組みなのです。逆かなと思っていたのですが。なので、

法人住民税は会社の所在地に入る法人税ですので、その分の収入が減るということになり

ます。 

当然これは基準財政収入額に入るべき数字ですので、個人住民税と同じように基準財政

収入額が減りますから、それに対する交付税の補填はありますけれども、全額が補填される

わけではないので、直接影響はあります。ということで、企業版ふるさと納税を、例えば大

樹町の企業がした場合に、うちの法人住民税がちょっと減って、交付税で若干補填されると

いうような仕組みになります。 

○播間決算審査特別委員長 

 志民委員、よろしいでしょうか。 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了いたします。 

これより、認定第１号の討論を行います。討論はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

ただいま提案されております令和６年度大樹町一般会計決算に反対の討論を行います。 

総務費、徴税費、賦課徴収費の十勝圏複合事務組合滞納整理機構への支出でございます。

日頃から、滞納整理について、町職員が力を合わせ取り組み、高い収納率を上げていること

を承知しております。令和６年度は、滞納整理機構に回す件数がゼロ件となったということ
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を、これは日頃から献身的に滞納整理にあたっていることの現れだと推測いたします。 

そこで私は、住民の問題は、町職員で解決していくことが重要だと考えております。住民

の事情をよく知っている職員に、それを解決していく力を備え、実際に示されていると認識

しています。また、機構に送る件数がゼロ件だということは、滞納整理機構の役割を終えて

きていると考えております。 

以上の理由から、今後も滞納整理機構に回すことなく、町職員で徴収するべきだと考え

て、本決算に反対いたします。 

○播間決算審査特別委員長 

次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

討論なしと認めます。 

次に、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

反対討論なしと認めます。 

次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定について、起立により採決いた

します。 

本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○播間決算審査特別委員長 

お座りください。 

起立８名、起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することに決しました。 

 

   ◎延会の議決 

○播間決算審査特別委員長 

 お諮りします。 

 委員会運営の都合上、本日はこれで延会とし、議事の都合により明日１０日を休会とし、

あさって１１日午前１０時から委員会を再開いたします。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会とし、明日１０日は休会とし、１１日午前１０時から再開

いたします。 

 

◎延会の宣告 

○播間決算審査特別委員長 

本日は、これにて延会いたします。 

 

延会 午後 １時５１分 
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令和６年度決算審査特別委員会会議録（第３号） 

 

令和７年９月１１日（木曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員の指名 

 第 ２ 認定第  １号 令和６年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算 

認定について 

 第 ４ 認定第  ３号 令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 第 ５ 認定第  ４号 令和６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につい 

             て 

 第 ７ 認定第  ６号 令和６年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ８ 認定第  ７号 令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ 

いて 

 第 ９ 認定第  ８号 令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定について 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 播 間 章 浩   ２番 寺 嶋 誠 一   ４番 吉 岡 信 弘 

  ５番 西 山 弘 志   ６番 船 戸 健 二   ７番 杉 森 俊 行 

  ８番 西 田 輝 樹   ９番 安 田 清 之  １０番 志 民 和 義 

 １１番 菅   敏 範 

 

○欠席委員（０名） 

   

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     黒 川   豊 

 副 町 長                     松 木 義 行 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 

 住 民 課 長                     牧 田   護 

 保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援セン 

 ター所長兼子育て支援室学童保育所長            水 津 孝 一 

 保健福祉課参事                     明日見 由 香 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             奥   純 一 

  建設水道課参事                     川 口 賢 治 
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 会計管理者兼出納課長                  三津田   崇 

 町立病院事務長                     下 山 路 博 

 特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長  瀬 尾 裕 信 

 

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     沼 田 拓 己 

  

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                     北 林 博 美 

 監 査 委 員                     辻󠄀 本 正 雄 

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     佐 藤 弘 康 

 係     長                     須 藤 恭 弥 
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開議 午前１０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○播間決算審査特別委員長 

ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 吉 岡 信 弘 委員 

  西 山 弘 志 委員 

を指名いたします。 

 

◎日程第３ 認定第２号 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第２ 認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定についてから日程第９ 認定

第８号令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまで、以上、一括議題とされた８

議案のうち、日程第２ 認定第１号令和６年度大樹町一般会計決算認定についての審査は

終了しておりますので、これより、日程第３ 認定第２号令和６年度大樹町国民健康保険事

業特別会計(事業勘定)決算認定についての審査に入ります。 

 関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 それでは、認定第２号令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定

について、ご説明させていただきます。 

 決算認定についてご説明申し上げますので、次のページの総括表をお開き願います。 

 令和６年度国民健康保険事業特別会計決算総括表。 

こちらは、科目ごとに決算額を申し上げます。 

 歳入。 

保険税、決算額１億５,２３０万４,８２０円、不納欠損額１２万７,２００円、収入未済

額１,６９２万９,３４６円、収入割合は８９.９％で、前年度と比較して０.３ポイントの増

となっております。国庫支出金、決算額３万３,０００円、道支出金４億２１万９９２円、

財産収入４万９,３８５円、繰入金８,９６１万９,４９３円、繰越金３３３万６,９０７円、



 

－ 4 － 

諸収入７２万１,８１１円。 

 歳入合計、予算現額６億６,８５８万５,０００円、調定額６億６,３３３万２,９５４円、

決算額６億４,６２７万６,４０８円、不納欠損額１２万７,２００円、収入未済額１,６９２

万９,３４６円、収入割合９７.４％でございます。 

 歳出。 

総務費、決算額３,３３７万３,３２７円、保険給付費３億７,４３９万１,７０８円、国民

健康保険事業費納付金２億２,０６６万円、保険事業費４７３万３,３４６円、公債費の支出

はございません。諸支出金８７７万５,９００円。 

 歳出合計、予算現額６億６,８５８万５,０００円、決算額６億４,１９３万４,２８１円、

不用額２,６６５万７１９円、執行率９６.０％。 

歳入歳出差引残額４３４万２,１２７円、同額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

次に、事項別明細書で説明いたしますので、事項別明細書の２５９ページから２６３ペー

ジをお開き願います。 

歳入です。収入済額のみ申し上げます。 

１款、１項ともに保険税、１目一般被保険者保険税、収入済額ともに同額の１億５,２３

０万４,８２０円。現年課税分では、収入割合が９６.８％で、前年対比１.１ポイントの減。

滞納繰越分では、収入割合が２３.８％で、前年対比７.８ポイントの増となっております。

不納欠損は３件分で１２万７,２００円となっております。 

２款国庫支出金、１項国庫補助金ともに同額の３万３,０００円。１目国民健康保険災害

臨時特例補助金２万９,０００円。５目社会保障・税番号制度システム整備補助金４,０００

円。 

３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金ともに同額の４億２１万９９２

円。保険給付に充てられる普通交付金が３億７,５１４万９９２円と特別交付金が２,５０

７万円となっております。 

次のページに移りまして、４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金ともに

同額の４万９,３８５円。 

５款繰入金８,９６１万９,４９３円、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額

の６,３６４万３,４９３円。２項基金繰入金、１目国民健康保険基金繰入金ともに同額の

２,５９７万６,０００円。 

次のページに移りまして、６款、１項ともに繰越金、１目前年度繰越金ともに同額の３３

３万６,９０７円。 

７款諸収入７２万１,８１１円、１項延滞金及び加算金、１目延滞金ともに同額の３３万

１,５９４円。２目加算金の収入はございません。２項雑入３９万２１７円、１目第三者行

為徴収金２万２,３２０円。２目雑入３６万７,８９７円。 

歳入合計、予算現額６億６,８５８万５,０００円、調定額６億６,３３３万２,９５４円、

収入済額６億４,６２７万６,４０８円、不納欠損額１２万７,２００円、収入未済額１,６９
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２万９,３４６円となるものでございます。 

次に、歳出を説明させていただきますので、２６９ページ、２７０ページをお開き願いま

す。 

歳出です。支出済額のみ申し上げます。 

１款総務費３,３３７万３,３２７円、１項総務管理費、１目一般管理費ともに同額の３,

２９９万３,７２９円、１２節委託料では、国保事務に係る電算システムにつきまして、市

町村の事務軽減、費用負担軽減の観点から、北海道が導入した国保事務処理標準システムの

保守業務に関しての経費を支出しております。次のページに移りまして、２項徴税費、１目

賦課徴税費ともに同額の３１万８,１９８円。３項、１目ともに運営協議会費ともに同額の

６万１,４００円。 

２款保険給付費３億７,４３９万１,７０８円、１項療養諸費３億３,１９６万７３２円、

前年対比で９３.５％となっております。１目一般被保険者療養給付費３億２,９４１万９,

２０１円。２目一般被保険者療養費１４８万３,０３１円。３目審査支払手数料１０５万８,

５００円。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費ともに４,１７２万７６６円、前

年対比で９１.２％となっております。２目一般被保険者高額介護合算療養費の支出はござ

いません。３項移送費、１目一般被保険者移送費、こちらも支出はございません。４項出産

育児諸費５０万２１０円、１目出産育児一時金５０万円。２目審査支払手数料２１０円。５

項葬祭諸費、１目葬祭費ともに同額の２１万円。 

次のページに移りまして、３款国民健康保険事業費納付金２億２,０６６万円。この納付

金は、平成３０年度から国民健康保険が都道府県単位化されたことにより、北海道が算定し

た額を納めるものでございます。１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分ともに

同額の１億５,３５５万７,０００円。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高

齢者支援金等分ともに同額の４,８２３万４,０００円。３項、１目ともに介護納付金分とも

に同額の１,８８６万９,０００円。 

５款保健事業費４７３万３,３４６円、１項保健事業費、１目保健衛生普及費ともに同額

の４０万９,１２４円。次のページに移りまして、２項、１目ともに特定健康診査等事業費

ともに同額の４３２万４,２２２円、１２節委託料の特定健康診査の実施人数は３８６人と

なっております。 

６款公債費の支出はございません。 

７款諸支出金８７７万５,９００円、１項償還金及び還付加算金９９万４,９００円、１目

一般被保険者保険税還付金９１万９００円。次のページに移りまして、２目保険給付費等交

付金償還金８万４,０００円。２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金ともに同額の７７

８万１,０００円。この繰出金は、北海道から大樹町立病院の運営に特別に要した費用分と

して交付されました救急患者受入体制に対して病院会計に繰り出したものでございます。 

歳出合計、予算現額６億６,８５８万５,０００円、支出済額６億４,１９３万４,２８１

円、不用額２,６６５万７１９円となるものでございます。 
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以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。 

質疑はありませんか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

 ２６５ページから２６６ページにかけての歳入の関係で、他会計繰入金の法定外繰入で

すが、ずっとしているのですが、これを続けていくとペナルティもあると聞いております。

また逆の場合、法定外繰入をなくしていった場合に努力分というものについて、努力分と逆

のペナルティの金額について教えていただきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 ただいまご質問の法定外繰入の関係ですが、以前は保険税軽減のため、独自の繰入れをし

ておりましたけれども、今現在は、一度一般会計から国保会計への基金を積み立てまして、

そちらから繰り入れることになっておりますので、法定外繰入は行っていないということ

で、ペナルティも受けていないということになります。 

○播間決算審査特別委員長 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

 分かりました。 

あともう一つ、６歳未満の未就学児童に対する繰入れについて、今何人ぐらい対象になっ

ているか、お伺いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

ご質問の子ども未就学児に係る国保税均等割額の軽減措置の該当人数ということですが、

該当世帯は３０世帯、人数は４６人となっております。医療給付費分、後期支援金分ともに

同じ人数となってございます。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 
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 ２６４ページで、現年課税分で４９８万円ほどの未済額があると思うのですが、この中で

軽減世帯の対象者で未納世帯というのは何世帯ほどあるのかお聞きしたいのと、この中で

短期証の発行世帯対象者はあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１９分 

再開 午前１０時２０分 

 

○播間決算審査特別委員長 

再開します。 

牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 滞納者の軽減世帯の世帯数なのですが、ただいま手元に資料がありませんので、後ほどご

提供するということでよろしくお願いいたします。 

短期証、資格証の交付の関係ですが、昨年１２月から国民健康保険の保険証が廃止になり

まして、短期証の扱いがなくなってございます。ですので、今は、期限を区切った形での以

前のような短期証という扱いは行っていないというのが現状となってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了いたします。 

これより、認定第２号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

 未就学児童に対する半分（５０％）が国から来ているのですが、残りの５０％をぜひ町で

もって負担して、未就学児童の負担をゼロにしてほしいということです。 

国民健康保険というのは、最終的な保障ですから、最終段階ですので、ここのところは社

会保険と同じに子どもが何人いても負担はないというふうにしてほしいと思っております。 

○播間決算審査特別委員長 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 未就学児に係る均等割の２分の１の軽減分の負担を町でということでございますけれど
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も、こちら令和４年度から２分の１に軽減されておりますけれども、対象となる子どもの範

囲が未就学児に限定され、十分なものとは言えない状況となっているため、全国町村会や全

国知事会のほうでも、国の負担割合の引上げと対象範囲の拡大について要望しているとこ

ろでございます。 

道内市町村におきましても、均等割額全額免除している自治体もありますけれども、財源

は基金で対応しているとのことで、これから保険料統一化に向けた中で継続していけるの

かどうか検討中ということで、実施している自治体から伺っております。 

大樹町で実施するとした場合、基金が少ないために、一般会計からの法定外繰入を行うこ

ととなってしまいますので、国の方針として、法定外繰入を解消するよう進めているところ

と反することとなりますので、全国知事会、町村会から要望ということで、なかなか難しい

と考えているところでございます。 

○播間決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

全くそのとおりだと私も承知しております。引き続き、町村会で強力に要望していただき

たいと思います。そうでないと、子どもはどこに住んでいても同じだということで、やはり

全国一律にやってほしいということでございます。町単独でとなったら、ばらつきが出ます

から、そういうふうに考えております。質問は要望しておきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了いたします。 

これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りします。 

本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 
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 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第４ 認定第３号 

○播間決算審査特別委員長 

日程第４ 認定第３号令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についてを議

題といたします。 

関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 認定第３号を説明させていただきますので、議案のほうにお戻り願います。 

 認定第３号令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についてご説明申し上げ

ます。 

次のページの総括表をお開き願います。 

 令和６年度後期高齢者医療特別会計決算総括表。 

こちらは、科目ごとに決算額を申し上げます。 

 歳入。 

後期高齢者医療保険料、決算額７,６３２万円、不納欠損額、収入未済額はございません。

収入割合は１００％で、前年度と同率となっております。繰入金２,９９０万５,３２５円、

繰越金４８万８,２１５円、諸収入４万３,５６８円。 

歳入合計、予算現額１億６７７万３,０００円、調定額１億６７５万７,１０８円、決算額

１億６７５万７,１０８円、不納欠損額、収入未済額はございません。収入割合は１００％

でございます。 

歳出。 

総務費、決算額６３万２,５６２円、後期高齢者医療広域連合納付金１億４８４万７,９２

５円、諸支出金及び予備費の決算額はございません。 

歳出合計、予算現額１億６７７万３,０００円、決算額１億５４８万４８７円、不用額１

２９万２,５１３円、執行率９８.８％。 

歳入歳出差引残額１２７万６,６２１円、同額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

次に、事項別明細書で説明いたしますので、事項別明細書の２８１ページ、２８２ページ

をお開き願います。 

歳入です。収入済額のみ申し上げます。 

１款、１項、１目ともに後期高齢者医療保険料、同額の収入済額７,６３２万円、収入割

合は１００％となっております。後期高齢者医療保険制度に加入している方の保険料で、対

象人数は、年間平均で１,０９８人となっております。 

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額の２,９９０万５,３２５

円。 
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３款、１項、１目ともに繰越金、同額の４８万８,２１５円。 

４款諸収入４万３,５６８円、１項延滞金及び過料、１目延滞金及び２目過料並びに２項

償還金及び還付加算金、１目保険料還付金及び２目還付加算金の収入はございません。３項

雑入、次のページに移りまして、１目雑入ともに同額の４万３,５６８円。 

歳入合計、予算現額１億６７７万３,０００円、調定額１億６７５万７,１０８円、収入済

額１億６７５万７,１０８円、不納欠損額及び収入未済額はございません。 

次に、歳出です。 

２８５ページ、２８６ページをお開き願います。支出済額のみ申し上げます。 

 １款総務費６３万２,５６２円、１項総務管理費、１目一般管理費ともに同額の５５万５,

９３７円。２項、１目ともに徴収費、同額の７万６,６２５円。 

２款、１項、１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金、同額の１億４８４万７,９２５

円。この納付金は、後期高齢者医療制度の運営主体である広域連合に納付するもので、保険

料の収入分と町が負担する保険基盤安定制度の負担金、事務費の負担金を支出しておりま

す。 

３款諸支出金並びに４款予備費の支出はございません。 

歳出合計、予算現額１億６７７万３,０００円、支出済額１億５４８万４８７円、不用額

１２９万２,５１３円となるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

 これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。 

 質疑はありませんか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

後期高齢者医療特別会計については、広域連合議会というふうに、わざわざ議会を設けて

おります。あえて分離するということについては総括で聞きますけれども、広域連合議会と

いうのは、一体、年に何回開かれているのでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

議会の開催数ですが、１１月と２月の年に２回開催してございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 
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 質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了いたします。 

これより、認定第３号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 後期高齢者広域連合議会は、年２回ということであります。だけれども、議員になってい

るメンバーの正確な数字は私もつかんでいないのですが、市町村長が多いと思うのです。こ

うなると議論というのはどうなのかなと感じているところでございます。 

それはいいとして、後期高齢者を７５歳で区切って、一般の高齢者と区別していくという

ことになって、あえて区別しなくてもいいのではないか。区別することによって議会費もか

かり、また事務的に別にしなければならない。こういうことで、かえって私は負担が多いの

ではないかと考えますがいかがでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

 もう既に行われている制度でございますけれども、その辺に無駄があるかどうかという

ところの検証というのは、先ほどお話に出ていました広域連合議会でも当然チェックもさ

れているでしょうし、議論されていると思います。広域でやることによって平準化を図っ

て、安定した医療給付をするという目的にかなっているものだと思っております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

 後期高齢者会計ですが、後期高齢者の保険証が大きな紙で毎度来るわけです。少なくても

マイナンバーに入れれば、あれを一々別に持って歩く必要もないのだと思うのですが、現実

的には年寄りだから大きいのかなと思いますけれども、紙で、緑色系のものが送られてく

る。私は７５歳を過ぎていますから、後期高齢者。毎月１３までの所得によって払わなけれ

ばいけないということで大変重い部分もありますが、これは収入があるから取られると。扶

助の関係で仕方ないとは思いますけれども、保険証をマイナンバーに入れることができな

いのか。 

今、免許証も入るのですよね。一つで全部できるのではないかと思うのですが、こういう

議論は連合議会ではやられているのかどうか。あれに出す数量だけでも相当で、うちの町で

さえ千何名いるわけですよ。撤廃しなくても、次にマイナンバーに入れるような考えができ

ないかどうか、お伺いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 
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 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

 保険証の関係ですが、後期高齢者医療のほうもマイナ保険証のほうも利用できます。た

だ、なかなかスマホをお持ちでない方とか、使い慣れていない方も多くいらっしゃるという

ことで、後期高齢者医療のほうは、資格確認書も合わせて発布するという形で両方とも使え

るような形です。国保は、資格確認書は全員に交付しているわけではないのですが、後期高

齢のほうは、配慮した形で両方使えるというような形になってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

多分使えない方もいるからということだろうけれども、マイナンバーは保険証代わりな

のですよね。現実的にはマイナンバーも病院で使えるのですよ。何でできないのかという部

分が、僕、不思議でならないのですよ。うちの病院では、後期高齢者医療の保険証を持って

いますかとはあまり言われたことはないのですが、ほかのところではたまにあるのですよ

ね。だから、これを一本化。こういう議論をしていただかないと、もったいないですよ。で

きるのだから。 

これを持っていかないと病院にかかれないでしょう。保険証かマイナンバーのどっちか

を持っていなかったらいけないわけですよ。これを一体にすると国が言っているわけです

から、ここら辺のことを議論していただかないといけないと僕は思うのですが、町長、そこ

ら辺。年２回の会議で、町村の誰かがこういう意見があるとか、こうだよということの議論

はされているのかどうか。これ去年も僕、同じことを言っているのですよ。だから、ここら

辺どうなのですか。 

○播間決算審査特別委員長 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

マイナンバーカードも利用できる状態になっております。ただ、紙の保険証がいいという

方も多くいるということで、後期高齢者医療につきましては、紙の保険証というか資格確認

証も全員に交付するということで配慮した形にはなっておりますし、マイナンバーカード

も保険証搭載で使えるという状態になってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

使えるのは分かっているのですよ。使えるのは分かっているから、もう紙をやめましょう

と言っているのですよ。皆さん、保険証かマイナンバーのどっちかを持っていかなければな

らないから。病院はマイナンバーでできるのだよ、町立病院は。この中に入れればいいでは

ないですか。 
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うち、マイナンバーを持っている比率が七十何％かな。持っていない方というのは、ごく

僅かですよ。町民の７割以上はマイナンバーを持っていると。それなら、これをひもづけた

らいいのではないかと提案しているわけですよ。そこら辺はもう一回。 

○播間決算審査特別委員長 

 牧田住民課長。 

○牧田住民課長 

令和８年度まで紙の資格確認書を全員に交付するということで、経過措置といいましょ

うか、令和８年度までは紙も発行しますよということで、令和９年度以降は、はっきりと決

まっておりませんけれども、継続するかもしれませんし、紙の資格確認書の交付は取りやめ

になるかもしれませんが、一応８年度まで経過措置という形で全員に紙の資格確認書を送っ

ているという現状となってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

分かるのです。だから、会議の中でこういう意見があったよと。８年までやりますと言っ

ても、９年からまた同じことをやったら同じでしょう。だから、こういう意見があるのだか

ら、８年度に改正しようと、議論しようということになっているのなら、うちの町からもこ

ういうことが言われていますよと。一本化できませんかということを言っていただけない

ですかと言っているわけです。 

いや、言わなくてもいいですよ、また聞くのだから、同じことをね。だからそこら辺を、

こうやって議論に挙げていただきましたとか、議論をしていただきましたとかということ

を言っていただければ有り難いなと言っているのですよ。もう一回。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

移行期間ということで、後期高齢者の方もマイナンバー保険証でもう使えるようになっ

ているということなのです。ただ、念のために紙のほうも送っているということですので、

それが令和８年度で終わりそうだという議論ですので、それは推移を見守るのでいいのか

なという気はしますが、早くやめたほうがいいよという意見があったということは、機会が

あれば、町村会等でお伝えしたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

 ただいま提案されております令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算に反対討論

を行います。 

 この制度は、発足当初から高齢者を区別することになると批判が強く、かつての老人保険

制度でよかったと考えております。 

よって、本決算に反対いたします。 

○播間決算審査特別委員長 

 次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 賛成討論なしと認めます。 

次に、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第３号令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についてを起

立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○播間決算審査特別委員長 

 お座りください。 

起立８人、起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第５ 認定第４号 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第５ 認定第４号令和６年度大樹町介護保険特別会計決算認定についてを議題とい

たします。 
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 関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室

学童保育所長 

 それでは、認定第４号の議案にお戻りください。 

 認定第４号令和６年度大樹町介護保険特別会計決算認定につきましてご説明申し上げま

す。 

次のページの総括表をご覧ください。 

 令和６年度介護保険特別会計決算総括表について、科目ごとに決算額を申し上げます。 

 まず、歳入です。 

 介護保険料、決算額１億２,４４３万１６２円、収入未済額３９万２,０７０円、収入割合

９９.７％。収入割合は、前年度と比べて０.１ポイント増となっております。国庫支出金１

億５,７３０万６,９８５円、道支出金１億３５万２,６５３円、支払基金交付金１億７,８０

１万１,７５１円、財産収入１０万７,５５９円、繰入金１億７,６７７万２,３２０円、諸収

入１８５万１,２７７円、繰越金１,１２７万７,１４２円。 

 収入合計、予算現額７億５,１３５万２,０００円、調定額７億５,０５０万１,９１９円、

決算額７億５,０１０万９,８４９円、不納欠損額はございません。収入未済額３９万２,０

７０円、収入割合が９９.９％です。 

 次に、歳出です。 

 総務費、決算額２,４５５万７,２５５円、保険給付費６億２,５８６万９,８５１円、地域

支援事業費５,６８９万２,３４２円、基金積立金１０万７,５５９円、諸支出金１,４０５万

９２９円。 

 支出合計、予算現額が７億５,１３５万２,０００円、決算額７億２,１４７万７,９３６

円、翌年度への繰越額はございません。不用額２,９８７万４,０６４円、執行率９６.０％

でございます。 

 歳入歳出差引残額２,８６３万１,９１３円は、翌年度に繰越しとなります。 

 次に、決算内容について事項別明細書で説明いたしますので、２８７ページから２９４

ページをお開きください。 

 まず初めに、歳入です。 

１款、１項ともに介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、収入済額１億２,４４３

万１６２円。現年度分、収入割合が９９.９％で、前年度比０.１ポイント増です。滞納繰越

分、収入割合が４２.０％で、前年度比７.４ポイント増です。６５歳以上の方に負担いただ

いております介護保険料で、３月末における被保険者数は１,８５７名となっております。

収入未済額は、現年度分が６万９,０９０円、滞納繰越分が３２万２,９８０円です。 

 ２款国庫支出金、収入済額１億５,７３０万６,９８５円、１項国庫負担金、１目介護給付

費負担金、収入済額９,９７６万９,５４０円。２項国庫補助金５,７５３万７,４４５円、１
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目調整交付金４,９２９万３,０００円、２目地域支援事業交付金４０１万１,４４５円、３

目地域支援事業調整交付金９８万２,０００円、４目保険者機能強化推進交付金６４万５,

０００円、５目介護保険保険者努力支援交付金１６８万１,０００円、６目特別調整交付金

８万１,０００円、７目災害臨時特例補助金２万９,０００円、１０目介護保険事業費補助金

８１万５,０００円。 

 ３款道支出金１億３５万２,６５３円、次のページにまたがりまして、１項道負担金、１

目介護給付費負担金９,７９３万７３０円。２項道補助金、１目地域支援事業交付金２４２

万１,９２３円。 

 ４款、１項ともに支払基金交付金、同額の１億７,８０１万１,７５１円、１目介護給付費

交付金１億７,２７９万８,７５１円、２目地域支援事業支援交付金５２１万３,０００円。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金ともに同額の１０万７,５５９円。 

 ６款繰入金１億７,６７７万２,３２０円、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに

同額の１億４,１２３万２,３２０円。次のページをお開きください。２項基金繰入金、１目

介護給付費準備基金繰入金３,５５４万円、皆増です。主な要因は、令和６年度で施設介護

サービス給付費の利用者の単価が増加したことにより、基金を取り崩す必要があったため

です。 

７款諸収入１８５万１,２７７円、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、２

目第１号被保険者過料はございません。２項雑入１８５万１,２７７円、１目第三者納付金

はございません。２目返納金２万３,１００円、３目雑入１８２万８,１７７円。 

次のページ、８款、１項、１目ともに繰越金、同額の１,１２７万７,１４２円。 

歳入合計、予算現額７億５,１３５万２,０００円、調定額７億５,０５０万１,９１９円、

収入済額７億５,０１０万９,８４９円、収入未済額３９万２,０７０円となるものです。 

次のページをお開きください。歳出です。 

 １款総務費、支出済額２,４５５万７,２５５円、１項総務管理費、１目一般管理費ともに

同額の１,５８５万９,３０６円。一般管理費では、職員１名分の人件費と事務経費を支出し

てございます。次のページをお開きください。２項、１目ともに賦課徴収費、同額の１８万

９,４６８円。３項介護認定審査会費８５０万８,４８１円。介護サービスを利用するために

必要な介護認定の費用を支出してございます。１目介護認定審査費１７５万５,５７０円、

２目介護認定審査会費４３９万６,７３３円。南十勝４町村で共同設置する介護認定審査会

の負担金を支出しております。令和６年度の認定審査件数は、大樹町分で３７０件となって

おります。３目認定調査費２３５万６,１７８円。次のページをお開きください。 

 ２款保険給付費６億２,５８６万９,８５１円、１項介護サービス等諸費６億１,１２３万

８３０円、１目居宅介護サービス給付費２億１,５４９万５,３７７円、２目居宅介護サービ

ス計画費３,１４３万２,１９４円、３目施設サービス給付費３億３,２９３万３,５３５円、

４目福祉用具購入費９３万１,４２８円、５目住宅改修費２３２万４,７０３円、６目特定入

所者介護サービス費２,７６５万３,４３７円、７目審査支払手数料４６万１５６円。２項高
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額介護サービス費１,４６３万９,０２１円、次のページをお開きください。１目高額介護

サービス費１,２９８万６,４４４円、２目高額医療合算介護サービス事業費１６５万２,５

７７円。 

 ３款地域支援事業費５,６８９万２,３４２円、１項介護予防・日常生活支援総合事業費

１,７６４万６５８円、１目介護予防・生活支援サービス事業費１,１３３万９５７円、２目

一般介護予防事業費６３０万９,７０１円。２項包括的支援事業・任意事業費３,９２５万

１,６８４円、次のページをお開きください。１目包括的支援事業費３,６１６万７,２４０

円。ここでは、包括支援センター運営費及び職員２名の人件費を支出しております。２目任

意事業費３０８万４,４４４円。町が行っている配食サービス事業や介護タクシーの利用助

成事業、また社会福祉協議会に委託している介護職員初任者研修や除雪サービスに要する

費用を支出してございます。 

次のページ、４款、１項ともに基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、同額の１０

万７,５５９円。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金ともに同額の１,４０５万９２９円、１目第１

号被保険者保険料還付金７８万３,７６０円、２目償還金１,３２６万７,１６９円。２項繰

出金、１目他会計繰出金は皆減です。 

 歳出合計、予算現額７億５,１３５万２,０００円、支出済額７億２,１４７万７,９３６

円、不用額２,９８７万４,０６４円となるものです。  

以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

 これより、事項別明細書歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。質疑はありま

せんか。 

 志民和義委員。 

○志民和義委員 

２９７ページから２９８ページにかけての介護認定審査会のことについてですが、会議

数と、もう一つ、介護保険が発足したときに、認定審査会の委員の方々の負担を軽減するた

めにテレビ電話を導入いたしました。これについて、今も使用しているのか、あるいはもう

既にテレビ電話のところまで行かなくても済むようにネットのズームでやっているのかど

うか、お伺いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室

学童保育所長 

審査会の回数ですが、年３６回実施しております。テレビ電話の使用につきましては、現

在も使用してございます。 



 

－ 18 － 

○播間決算審査特別委員長 

志民和義委員。 

○志民和義委員 

先ほども言いましたけれども、テレビ電話を使用しているということで、会議数も３６回

だとすると、私の考えでは、今のこういう時代ですので、わざわざテレビ電話のところに出

向いているのですよね。恐らくらいふに出向いていると思うのですよ。その負担を軽減する

ために、既にネットのズームを使用したほうがいいのではないかと私は考えますけれども、

いかがでしょうか。 

○播間決算審査特別委員長 

水津保健福祉課長。 

○水津保健福祉課長兼子育て支援室南十勝こども発達支援センター所長兼子育て支援室

学童保育所長 

テレビ電話であっても、ズームであっても、らいふから各町につながっておりますので、

委員の皆さんに来ていただいて、テレビ電話会議というふうになってございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了いたします。 

これより、認定第４号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

 施策報告書によりますと、地域支援事業の健康相談につきましては、年間９回の開催で１

７３人が参加したということになっています。趣旨は、依頼のあった団体などに対して実施

するとなっているのですが、開催が月１回以下の開催なのですが、依頼が増えたらどの程度

まで実施できるのか。これ以上増やす考えがないのか伺います。 

○播間決算審査特別委員長 

 明日見保健福祉課参事。 

○明日見保健福祉課参事 

地域支援事業の中の健康教育という部分でございますけれども、現在は老人クラブです

とか、高齢者の集まりですとか、主なところではその方々から依頼があった場合に受けてお

りまして、不定期です。老人クラブの活動のときに、こちらに依頼しようとスケジュールを

決めているところもあるのですが、大体は不定期になっているのですが、こちらの業務の都

合がつく限りはできるだけ対応したいと思っておりまして、回数でいいますと、月１回から



 

－ 19 － 

２回は頑張れるかなと思っております。 

以上です。 

○播間決算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほか、質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第４号令和６年度大樹町介護保険特別会計決算認定についてを採決いた

します。 

 お諮りします。 

本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時２０分 

 

○播間決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

◎日程第６ 認定第５号 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第６ 認定第５号令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についてを

議題といたします。 

 関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 瀬尾特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長。 
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○瀬尾特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 それでは、認定第５号令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につきまし

てご説明申し上げますので、認定第５号の議案、次ページの総括表をお開き願います。 

 令和６年度介護サービス事業特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申

し上げます。 

 歳入です。 

 サービス収入、決算額１億９,４２２万３,４３６円、分担金及び負担金４,３９５万１,９

２６円、繰入金１億６,６１３万７,２０４円、繰越金２,８９９万１,４１２円、諸収入１,

２４３万９,２７２円。 

 歳入合計、予算現額４億４,２４４万１,０００円、調定額４億４,５７４万３,２５０円、

決算額４億４,５７４万３,２５０円、不納欠損額はございません。収入割合は１００％と

なっております。 

 次に、歳出です。 

 居宅介護サービス事業費、決算額６,６３６万６,５６０円、介護老人福祉施設事業費３億

６,５２２万２,２２６円。 

 歳出合計、予算現額４億４,２４４万１,０００円、決算額４億３,１５８万８,７８６円、

翌年度繰越額はございません。不用額１,０８５万２,２１４円、執行率９７.５％となって

おります。 

 歳入歳出差引残額１,４１５万４,４６４円、同額を翌年度へ繰越すものでございます。 

 それでは、決算の内容につきまして事項別明細書でご説明申し上げますので、３０７、３

０８ページをお開き願います。 

 初めに、歳入です。収入済額のみ申し上げます。 

 １款サービス収入１億９,４２２万３,４３６円、１項介護給付費収入１億８,６１５万２,

９９３円、１目居宅介護サービス事業収入１,９１９万７,４２０円、２目介護老人福祉施設

事業収入１億６,６９５万５,５７３円。２項介護予防・日常生活支援総合事業費収入、１目

通所型サービス事業費収入ともに同額の８０７万４４３円。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金ともに同額の４,３９５万１,９２６円、１目居宅介護

サービス事業負担金２９１万４,４５２円、２目介護老人福祉施設事業負担金４,１０３万

７,４７４円。次のページをお開き願います。 

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額の１億６,６１３万７,２

０４円。 

 ４款、１項、１目ともに繰越金２,８９９万１,４１２円。 

 ５款諸収入１,２４３万９,２７２円、１項受託事業収入、１目介護サービス事業収入とも

に同額の４万９,５００円。２項、１目雑入ともに同額の１,２３８万９,７７２円。 

 歳入合計、予算現額４億４,２４４万１,０００円、調定額４億４,５７４万３,２５０円、

収入済額４億４,５７４万３,２５０円となっております。 
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 次のページ、３１１、３１２ページをお開き願います。 

 歳出です。支出済額のみ申し上げます。 

 ３１１ページから３１８ページにかけまして、１款、１項ともに居宅介護サービス事業

費、１目通所介護費ともに同額の６,６３６万６,５６０円。内容につきましては、老人デイ

サービスセンター、１日定員３０名の運営に係る経費、介護及び看護の職員５名、会計年度

任用職員１２名、計１７名の人件費並びに施設管理費を支出しております。３１６ページ、

１４節工事請負費では、冷房設備工事としてエアコン２台と電源設備工事５１４万２,５０

０円を支出しております。１７節備品購入費では、介護用備品の内訳として、入浴用車椅子

１台と自走式車椅子５台を支出しております。 

 次に、３１７ページから３２６ページにかけまして、２款、１項ともに介護老人福祉施設

事業費、１目介護老人福祉施設費ともに同額の３億６,５２２万２,２２６円。内容につきま

しては、特別養護老人ホームの定員５０床、短期入所生活介護１０床の運営に係る経費、介

護・看護・調理員など職員３２名、再任用職員３名、会計年度任用職員２５名、計６０名の

人件費並びに施設管理費を支出しております。３２６ページの１３節使用料及び賃借料の

介護老人福祉施設管理システムオプション使用料１０８万９,０００円と１４節工事請負費

の無線ＬＡＮ設置工事３６５万２,０００円と１７節備品購入費の見守り支援システム機器

一式１,０３０万円につきましては、介護ロボット導入支援事業費補助金を活用し、見守り

センサー、見守りカメラ並びにこれらの機器を使用するため、ＷＩ－ＦＩ工事を行っており

ます。また、１４節工事請負費では、冷房設備工事としてエアコン２台と電源設備工事７８

１万６,６００円支出しております。 

 歳出合計、予算現額４億４,２４４万１,０００円、支出済額４億３,１５８万８,７８６

円、不用額１,０８５万２,２１４円となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

 これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

 これより、認定第５号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

 西田輝樹委員。 

○西田輝樹委員 

 総括で、ぜひ町長にお伺いしたいことがあります。 

小さな村の単位ですと、地域密着型の定員２９人の特別養護老人ホームというのは理解
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できるのですが、具体的に、ほかの町で、広尾町とか本別町とかで定員２９人の特養などが

現実的に経営されております。大樹の特養なども相当年数が、来年とか再来年とかという問

題ではないですが、もうぼちぼち次のことを考えなければならないときが来ているのです

が、町長、次の特養についてどのようなお考えをお持ちなのか、ぜひお聞きしたいのですが。 

総合計画とかにもまだ具体的なことは書かれていませんけれども、私も後期高齢の世代

ですし、町民の方も関心あると思いますので、ぜひお考えをいただければと思っておりま

す。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

 ちょっと先の話だと思います。今の特養は平成７年、８年ぐらいに建ったもので、大体３

０年近くになっておりますけれども、まだまだ使えるものだと思っておりますので、ＬＥＤ

化とか、あるいは冷房設備を完備するということで充実させているところであります。 

現在５０床で運営しておりますけれども、近隣町村で２９床にしているところは承知し

ておりますけれども、そこは今後の推移を見ながらということになろうかと思います。５０

床でも足りているのかというと、待機されている方も多いということでいくと、少なくする

のもなかなか難しいかなと思いますが、ただ、運営の中で介護職員の確保というのが非常に

厳しいということも聞いております。現在うちも厳しいのですが、ほかの町でも外国人の登

用とかといったことも考えながら、長いスパンで見ると２９床にするのだというような判

断だろうと思います。 

当町においても、そういった判断に至るときがあるかもしれませんが、今段階では、第６

期の総合計画の中で特養の改築というのはうたっておりませんので、その後の議論になろ

うかなと思っていますし、今ある機能を何とか維持しながら、第６期の計画期間中は維持し

ていきたいというのが私の考えであります。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範委員。 

○菅敏範委員 

 通所介護費の需用費の賄材料費の今後の在り方についてお聞きしたいと思います。 

賄材料費については、新型コロナウイルス蔓延の以前は、１０万円前後の活用で対応して

いたのですが、感染防止対策の現在の状況では、３分の１ぐらいしか支出していません。こ

れは、デイに通うお年寄りのささやかな交流の場でもあったわけであります。今後の状況判

断で、元に戻してやっていくような形にすべきではないかと思うのですがいかがですか。 

○播間決算審査特別委員長 

瀬尾特別養護老人ホーム所長。 
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○瀬尾特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 賄材料費でございますけれども、議員ご指摘のとおり、過去には、コロナという形で支出

のほうを食材も含めて見直しといいますか行っていたのですが、現在におきましては、食材

のほうもほぼ従来と同じような形です。ただ、食材が今、物価高騰もありまして従来と同じ

ような数量の食材を揃えるのは大変難しいのですが、今現在は、コロナのときよりは従前の

やり方といいますか、食材を準備して提供しているところでもございます。 

以上でございます。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第５号令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についてを

採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３４分 

再開 午前１１時３６分 

 

○播間決算審査特別委員長 

再開します。 

 

◎日程第７ 認定第６号 



 

－ 24 － 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第７ 認定第６号令和６年度大樹町水道事業会計決算認定についてを議題といたし

ます。 

 関係説明員から議案並びに決算書の説明を求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 令和６年度大樹町水道事業決算認定についてご説明申し上げます。 

 説明は、公営企業会計制度に従い、決算報告書は税込金額で、財務諸表は税抜金額で作成

してございます。 

 それでは、決算書の１ページ、２ページをお開き願います。 

 令和６年度大樹町水道事業決算報告書。 

 こちらでは、決算額にて説明させていただきます。 

１、収益的収入及び支出。 

 収入。 

第１款水道事業収益、決算額５億１７万３,４０３円、第１項営業収益３億９３５万９,０

７２円、第２項営業外収益１億９,０８１万４,３３１円となってございます。 

 続いて、支出です。 

第１款水道事業費用、決算額４億８,６１９万７２９円、第１項営業費用４億５,９７１万

４,３１５円、第２項営業外費用２,６４２万５,５９２円、第３項特別損出５万８２２円、

第４項予備費はなしとなってございます。 

次に、３ページ、４ページをお開き願います。 

 ２、資本的収入及び支出。 

収入は、第１款資本的収入、決算額１億５,２４２万３,５８５円、第１項工事補償金１億

３２９万６５円、第２項工事負担金４０７万１,１００円、第３項繰入金４,５０６万２,４

２０円となってございます。 

 続いて、支出です。 

第１款資本的支出、決算額３億１,１７４万５,６８９円、第１項建設改良費２,６７７万

７,２２２円、第２項配水管等補償工事費１億７,８３２万１,０００円、第３項量水器整備

事業費６６６万５,３００円、第４項企業債償還費９,９９８万２,１６７円となってござい

ます。なお、翌年度の繰越額はございません。 

 また、資本的収入額が資本的支出に額に不足する額１億５,９３２万２,１０４円は、損益

勘定留保資金で補填してございます。 

 続いて、９ページ、１０ページをお開き願います。 

 令和６年度大樹町水道事業報告書。 

 １、概況。 

（１）総括事項。 
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イ、給水状況。 

令和６年度末において、給水戸数は２,８１７戸、対前年比２１戸の増、１００.７５％で

あります。年間有収水量１３１万５５０立方メートル、対前年比３万５,２８７立方メート

ルの増、１０２.７７％であります。また、１日当たりの最大給水量と平均給水量はお示し

のとおりとなってございます。 

ロ、事業状況。 

いずれも税込金額としまして、建設改良事業２,６７７万７,２２２円、配水管等補償事業

１億７,８３２万１,０００円、量水器整備事業６６６万５,３００円。合計としまして２億

１,１７６万３,５２２円となっており、対前年比におきまして３,３７５万２,１７２円の

増、１１８.９６％となってございます。事業費合計額の増額は、建設改良と量水器整備事

業ではともに前年費２０から２５％程度の減となっているものの、配水管補償事業におい

て令和４年度から実施しております道道幸徳大樹停車場線送配水管移設工事の増額による

もので、合計金額も増となるものです。 

ハ、財政状況。 

財政状況につきましては、先ほど決算報告書と重複するため、説明を割愛いたします。 

１０ページ中段をご覧願います。 

（２）議会議決事項。 

表、議案番号欄、認定第６号から議案第３８号までの５件を議決しております。 

内容は、決算認定、補正予算３件、令和７年度予算で、主なものとしまして、議案第７０

号では浄水薬品の追加補正を、また、議案第３０号では過年度分損益としまして水道料金不

納欠損の補正予算を議決してございます。 

 （３）行政官庁認可事項の該当はございません。 

 （４）職員に関する事項。 

表のとおり、事務職員２名、技術職員１名、計３名とし、令和５年度と令和６年度におい

て職員数の増減はございません。 

 （５）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項もございません。 

 １１ページ、１２ページをお開き願います。 

 ２、工事。 

 （１）建設工事の概況。 

 イ、建設改良工事。 

工事名の住吉浄水場ＬＥＤ改修工事から大樹町老朽消火栓更新工事までの３件を実施し、

合計１,６３０万８,６００円の工事請負を執行してございます。 

 ロ、配水管等補償工事費。 

工事名、道道幸徳大樹停車場線改良舗装工事に伴う送配水管移設工事の２件を実施し、合

計１億７,８３２万１,０００円の工事請負費を執行してございます。 

 １２ページをご覧願います。 



 

－ 26 － 

（２）保存工事の概況。 

 イ、量水器更新工事。 

工事名、検定満期メーター器更新工事として２件を実施し、合計３９１万６,０００円の

工事請負費を執行してございます。 

 次に、１３ページ、１４ページをお開き願います。 

 ３、業務。 

 （１）業務量。  

年度末の給水人口は５,２６４人、対前年比において６３人の減。 

表、中段の配水量、年間１５０万６,１１６立方メートル、対前年比１万１,７９５立方

メートルの増。有収水量、年間１３１万５５０立方メートル、対前年比３万５,２８７立方

メートルの増となり、有収率は８７.０２％でございます。対前年比１.６７％の増となって

ございます。 

次に、供給単価２２５円６９銭、対前年比１４円８９銭の増。給水原価２８７円５３銭、

対前年比４３円８２銭の減となってございます。まず、供給単価につきまして、令和６年度

におきましては、前年比増の要因としまして、水道基本料金免除の支援事業の実施がなかっ

たことから増となってございますけれども、同じく水道基本料金免除のない令和３年度と

ほぼ同額の推移となってございます。また、給水原価につきまして、今年度の減といたしま

しては、資産減耗費、固定資産除却費の大幅な減によるものです。減額の理由としましては、

令和５年度で道営事業第３地区の資産取得に伴う除却費があったものから減となってござ

います。 

 （２）事業収入に関する事項。 

令和６年度の営業収益は２億８,２４８万５,７０９円、対前年比２,３５６万６,５７８

円の増。営業外収益１億９,０８０万３,３９５円、対前年比６,９７５万４,００３円の減。

合計４億７,３２８万９,１０４円、対前年比４,６１８万７,４２５円の減となってござい

ます。営業収益の増は、水道料金基本料の免除事業の皆無によるもので、営業外収益の減は、

その免除を補填する一般会計減となっているものです。 

（３）事業費に関する事項。 

令和６年度の営業費用４億４,７９３万２,４９４円、対前年比９,０８１万６,４１８円

の減。営業外費用１,５９０万６,６８２円、対前年比２０３万９,２００円の減。特別損失

５万８２２円、対前年比３万５２４円の減。合計４億６,３８８万９,９９８円、対前年比９,

２８８万６,１４２円の減となってございます。営業費用の減は、減価償却費の増になるも

のと、また配水及び給水費の修繕費の減並びに資産消耗費の固定資産除却費の減が主な内

容となっております。 

 １４ページをご覧ください。 

４、会計。 

（１）重要契約の要旨としまして１,０００万円以上の契約を表に記載のとおり２件の契
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約を締結してございます。 

 （２）企業債及び一時金の概況。 

イ、企業債。 

借入先は、北海道財務局と公営企業金融公庫で、前年度末残高の合計５億２,５１２万２,

３５１円から当年度の借入高はなく、当年度償還高の合計９,９９８万２,１６４円とし、当

年度末残高を４億２,５１４万１８４円としてございます。 

ロの一時借入金はございません。 

 続いて、１７ページ、１８ページをお開き願います。 

 その他の書類（税抜）の明細にて、主なものをご説明いたします。 

 １、収益的収支明細書。 

収入。 

 水道事業収益、営業収益、給水収益、水道使用料２億６,８９０万４,８９０円、対前年比

２,４５７万８,６４３円の増。決算増は、水道料金減免免除の皆無によるものです。 

営業外収益、一般会計補助金８,０４７万３,９１１円、対前年比３,１５０万１,５７９円

の減。決算減は、先ほど申した水道基本料金の免除を補填する補助金の皆減によるもので

す。長期前受金戻入１億９３６万４,２９５円、対前年比３,９１８万２,７５６円の減。決

算減は、固定資産除却に伴う国庫補助金戻入が主となってございます。 

収益合計４億７,３２８万９,１０４円、対前年比４,６１８万７,４２５円の減でありま

す。 

 続いて、支出。 

水道事業費用、営業費用、１８ページをご覧願います。配水及び給水費、修繕費１９０万

４９９円、対前年比１４１万３,９６０円の減。決算減は、漏水修繕の件数の減となってご

ざいます。 

減価償却費、有形固定資産減価償却費３億８４０万９,６５０円、対前年比２,４０８万

９,５３５円の増。決算増は、道道幸徳大樹停車場線改良舗装工事による配管施設の取得に

よるものです。 

資産減耗費、固定資産除却費６９４万１,８８７円、対前年比１億１,２９１万４,７４３

円の減。決算減は、令和５年度は道営事業大樹第３地区が完成し、多額の除却費が発生しま

したが、令和６年度においては浄水場のＬＥＤ改修、また量水器の除却など、通常の除却内

容にとどまったことによります。 

費用の合計４億６,３８８万９,９９８円、対前年比９,２８８万６,１４２円の減。 

続いて、１９ページをお開き願います。 

  ２、資本的収支明細書。 

収入。 

資本的収入、工事補償金１億３２９万６５円、対前年比６,６６１万６５円の増。決算増

は、道道幸徳大樹停車場線の工事に伴う配水管移設工事費の増によるものです。繰入金４,
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５０６万２,４２０円、対前年比３１９万１,３４３円の増。 

収入の合計です。１億５,２４２万３,５８５円、対前年比７,０２９万４,５０８円の増と

なるものです。 

また、損益勘定留保資金１億５,９３２万２,１０４円、対前年比３,７２１万６,９４７円

の減であります。 

 続いて、支出です。 

資本的支出、建設改良費、固定資産取得費、負担金３,３８７円、対前年比１,２１９万９,

３０４円の減。決算減は、道営事業大樹第３地区の完了によるものです。同じく工事請負費

１,１１２万５,０００円、対前年比６,２７１万５,４００円の減。決算減は、配水管布設工

事と浄水場の設備工事の皆減によるものとなってございます。 

次に、配水管等補償工事費、工事請負費１億６,２１１万円、対前年比１億２,５４３万円

の増。決算増は、道道幸徳大樹線改良工事に伴う送配水移設工事の増によるものです。 

支出合計２億９,３６３万３,２０３円、対前年比２,８０１万３,７９２円の増となって

ございます。 

 続いて、２１ページ、２２ページをお開き願います。 

 ３、固定資産明細書。 

（１）有形固定資産明細書。 

資産の種類、土地から建設仮勘定までの年度当初現在高は１４３億４,２５１万１,４４

４円に、建物、構築物、機械及び装置、建設仮勘定などの当年度増減額を反映した結果、年

度末現在高は１４５億５０２万３,３４７円となり、減価償却累計額７９億２,１１０万６,

２７７円を差し引いた年度末償却未済額は６５億８,３９１万４,０７０円となってござい

ます。 

 続いて、２３ページ、２４ページをお開き願います。 

 ４、企業債明細書。 

 発行総額は、平成７年から平成２９年までの政府資金１０口と公庫資金３口の計１３口

で２０億６,８８０万円、そこから年度当初償還高累計１５億４,３６７万７,６４９円と当

年度償還高９,９９８万２,１６７円を差し引いた未償還残高は４億２,５１４万１８４円と

なってございます。 

 なお、貸借対照表の流動負債にも計上しています翌年度償還予定額は、９,４１１万２,５

００円となってございます。 

 以上で、水道事業の決算概要説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに決算書の説明が終わりました。 

 これより、決算書の歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。質疑はありません

か。 

       （なしの声あり） 
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○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了いたします。 

 これより、認定第６号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

 安田清之委員。 

○安田清之委員 

 水道料金の関係でお伺いいたします。 

営農用水並びに業務の単価が基本料から含めて相当変わると。戸数によっては、営農用水

は分かりますが、基本料を業務用と同じにすると、単純に僕が計算した中で、１戸当たり１,

４２９円上がるわけですよ。１５０件で月にすると２５万円ぐらい、年間にすると大体２５

０万円ぐらい上がるわけですから、料金を過剰に使っている場合は我慢したにしても、基本

料は同じにするべきと思いますが、町長いかがですか。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒川町長 

水道料金の考え方につきましては、料金全般を見て、また改正する時期を見て改正してい

かなければならないと。今、水道会計の経営戦略計画を作成中でありますので、その結果を

見て、その後考えていきたいと思います。 

引上げの議論というのは過去にも行ってきて、検討もしてまいったところですが、昨今の

物価高の状況で、年度当初の４・５・６月の水道基本料金の免除ということも行っておりま

す。そんな中にあっては、早急にというのは厳しいかなと思いながらも、料金の在り方とい

う検討はしっかりやっていきたいと思います。 

○播間決算審査特別委員長 

安田清之委員。 

○安田清之委員 

値上げをするということで計画を練った。コロナでそれが立ち消えということですから、

今検討するというのもおかしい話で、上げると一度は言っているのですよ。一度上げると言

いながら、また検討するというのはどういうことかと、ちょっと疑問を感じますが、行った

り来たりのただの話になってしまうのだろうと。 

戦略をしているのであれば、しっかりとそこら辺の覚え並びに給水量、つくっている量と

使っている量のかい離もありますので、そこら辺ゆっくりと。水道管も老朽化していますの

で、水道事業全体の議論をしていただきたいと思います。そこら辺を含めて議論していただ

けるかどうか、町長、もう一回だけお願いいたします。 

○播間決算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 
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料金を上げると言ったかどう分かりませんが、見直す方向で検討させてもらったという

ことはございます。上げる分もあれば、下げる分もあったのかもしれません。もうちょっと

在り方、バランスというか考えるという議論はやったのですが、言われるように情勢で

ちょっと伸び伸びになったということであります。 

あのときの議論をそのまま取り入れるのはちょっと乱暴でありまして、今にあった、また

社会情勢も変わっております。給水施設の老朽化があって、新しく中部からお願いするとい

うことも考えておりますし、老朽化も４０年経過して、いつ破裂するか分からないというと

ころも、計画的に老朽化の更新をしていくと言いながらなかなか手をかけられていないと

いうのが現状でありますので、その辺の安定した供給を大前提に、先ほど言いましたが、経

営戦略の結果を見ながら、新たな議論をしていきたいなと思っております。 

○播間決算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第６号令和６年度大樹町水道事業会計決算認定についてを採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第８ 認定第７号 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第８ 認定第７号令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定について

を議題といたします。 

 関係説明員から議案並びに決算書の説明を求めます。 
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 下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

 認定第７号令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてご説明申し

上げます。 

 決算書の１ページ、２ページをご覧ください。 

 令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業決算書。 

１、決算報告書。 

決算報告書につきましては、税込決算額にて説明させていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

収入は、第１款病院事業収益、決算額９億９,６３８万５,４４９円、第１項医業収益４億

８,９６３万３,５０１円、第２項医業外収益５億６７５万１,９４８円。 

 下の表、支出は、第１款病院事業費用、決算額１０億５９４万４,１０６円、第１項医業

費用１０億５６万６,４２９円、第２項医業外費用５３７万７,６７７円、第３項予備費はゼ

ロ円です。 

 次に、３ページ、４ページをご覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出。 

収入は、第１款資本的収入、決算額４,８０５万１,６２２円、第１項一般会計負担金３,

８３２万６,６２２円、第２項国庫支出金２７５万円、第３項道支出金１３７万５,０００

円、第４項企業債５６０万円。 

下の表、支出は、第１款資本的支出、決算額４,９２０万１,６２２円、第１項建設改良費

１,５３９万５,６００円、第２項企業債償還金３,２６５万６,０２２円、第３項貸付金１１

５万円。 

５ページをご覧ください。 

 ２、財務諸表（税抜）でございます。財務諸表の各数値は、税抜価格となっております。 

（１）損益計算書。 

損益計算書は、１事業年度で収益と費用が幾ら発生し、幾ら利益が出たのか経営成績を示

すものとなっております。 

表の下の部分をご覧ください。 

当年度純損失は１,１０５万１,０４５円、このことにより当年度未処理欠損金は１０億

６,２６３万３,４８４円となりました。 

６ページをご覧ください。 

（２）剰余金計算書。 

剰余金計算書は、１事業年度に資本金の処分や剰余金がどのように変動したのかを表し

たものです。 

資本金、剰余金の前年度処分額はなく、当年度変動額は医療機器の更新により２点の受贈

財産１３万１９０円の処分を行ったほか、当年度純損失１,１０５万１,０４５円の計上に
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より、資本合計は１億１,５７９万４,５５７円となりました。 

９ページをご覧ください。 

 令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業報告書。 

１、概況。 

（１）総括事項。 

令和６年度における本事業の収支決算の結果としましては、収益的収支（税抜）における

総収益は９億９,３５８万３,６３１円、対前年比６.７％の減。総費用は１０億４６３万４,

６７６円、対前年比３.１％の減で、収支差引１,１０５万１,０４５円の損出が生じたため、

当年度未処理欠損金は１０億６,２６３万３,４８４円、対前年比１.１％の増となっており

ます。また、資本的収支（税込）における総収入は４,８０５万１,６２２円、総支出は４,

９２０万１,６２２円で、不足する１１５万円を損益勘定留保資金から補填しております。 

 （２）議会議決事項。 

 補正予算が４件、令和５年度決算認定、令和７年度当初予算が各１件、合計６件です。 

 （３）職員に関する事項。 

令和６年度末の職員数は１００名で、前年度から１名の増となっております。増減のあっ

た区分は、医師で退職による１名の減。再任用職員１名の増で、再任用職員は２名とも看護

師です。フルタイム会計年度任用職員１名の増、これは給食調理補助員をパートタイムから

フルタイムへ任用変更したことによるものでございます。フルタイム会計年度任用職員３

名は、看護師２名と給食調理補助員１名となっております。パートタイム会計年度任用職員

の内訳は、看護師８名、栄養士１名、給食調理員７名、医療事務補助員５名、リハビリ補助

員２名、眼科補助員１名、病棟作業補助員４名となっております。 

 １０ページをご覧ください。 

２、業務。 

 （１）業務量。 

入院患者数は、内科、外科、小児科合わせまして１万４,５６６人、１日平均患者数は３

９.９人で、前年比４.３人の減となりました。外来患者数は、内科から耳鼻咽喉科まで合わ

せて２万５,６６２人、１日平均患者数は１０５.６人で、前年比４人の減となっておりま

す。 

 （２）事業収益に関する事項（税抜）です。 

 表の左側、医業収益は４億８,６８８万５,４０６円、前年比４,６７３万５,８４７円の

減。入院収益は２億７,４５２万７,５５６円、前年比３,４８５万１,５３１円の減。患者数

の減少によるものでございます。外来収益は１億８,４８７万５,１１０円、前年比４９２万

４,２０４円の減。患者数の減少によるものでございます。その他医業収益は２,７４８万

２,７４０円、前年比６９６万１１２円の減。新型コロナワクチンとインフルエンザワクチ

ンの接種者数が大幅に減少しまして、そのことが主な要因となっております。 

表の右側、医業外収益は５億６６９万８,２２５円、前年比２,５０２万３,６８２円の減。
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主な要因としましては、他会計補助金１,５００万円の減。長期受金戻入９０５万９,５６８

円の減は、平成３０年度取得の電子カルテシステム及び医療機器等６点の耐用年数経過に

より償却額が減少したものです。道支出金２７２万円の減は、感染症病床を確保した場合の

補助金の皆減と物価高騰対策への支援金をいただいておりましたが、その単価等が減少し

たことによるものです。 

以上、事業収益の合計は９億９,３５８万３,６３１円、前年比７,１７５万９,５２９円の

減となりました。 

（３）事業費用に関する事項。 

表の左側、医業費用は９億７,９６７万１０７円、前年比３,３２０万５０９円の減。減額

の要因は、給与費で２,４８０万２,３５５円の減。医師１人８月末の退職と退職手当組合負

担率の減少が主なものとなっております。減価償却費で８８８万１,２２５円の減。 

表の右側、医業外費用は２,４９６万４,５６９円、前年比１４２万１,２７２円の増。主

な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費で１９２万９,４９１円、１,２３１％の増となって

おります。 

以上、事業費用の合計は１０億４６３万４,６７６円、前年比３,１８６万１５７円の減と

なりました。 

３、会計。 

（１）重要契約の要旨です。 

令和６年４月２５日に１,２１０万円で生化学分析装置の売買契約を株式会社常光帯広営

業所と交わしております。 

次に、１１ページをご覧ください。キャッシュフロー計算書です。 

表の下側になります。資金期末残高は７７５万４,４１０円減少し、１億４,３５６万８,

４１７円となっております。 

１２ページからは、財務諸表附属書類です。 

１２ページから１５ページまでは収益的収支明細書（税抜）となっております。 

続いて、１６ページをご覧ください。 

 ２、資本的収支明細書（税抜）は、節の金額でご説明申し上げます。 

（１）収入の部。 

 一般会計負担金３,８３２万６,６２２円は、企業債元金償還金と機器及び備品購入費へ

の充当財源です。国庫補助金２７５万円、道補助金１３７万５,０００円、企業債５６０万

円、いずれも医療機器の購入に係る財源となっております。損益勘定留保資金１１５万円、

収入合計４,９２０万１,６２２円です。 

 （２）支出の部。 

機器及び備品購入費１,３９９万６,０００円は、生化学分析装置ほか医療機器４点の購

入代金となっております。企業債元金償還金で３,２６５万６,０２２円、貸付金１１５万

円、支出合計は４,７８０万２,０２２円です。 
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１７ページをご覧ください。 

 ３、固定資産明細書。 

 （１）有形固定資産明細書。 

表の左側、土地から車両までの年度末現在高は、器械備品の医療機器４点の購入１,３９

９万６,０００円と医療機器２点の除却１３万１９０円を反映した結果、２０億９,６０３

万３,６５０円となりました。 

表の右側、当年度増加額５,９９３万２,４７０円を加えました減価償却累計額は８億７

０１万１,９８５円、年度末償却未済額は１２億８,９０２万１,６６９円となりました。 

 ４、企業債明細書です。 

 平成２４年度の病院改築実施設計及び医師住宅建設から令和６年度の医療機器まで、合

計８億１,４００万円を借り入れております。当年度償還額３,２６５万６,０２２円を含め

ました償還高累計は１億８,８５７万４,６９２円、未償還残高は６億２,５４２万５,３０

８円となっております。 

 以上で、大樹町立国民健康保険病院事業決算書の説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに決算書の説明が終わりました。 

 これより、決算書の歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。質疑はありません

か。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了いたします。 

 これより、認定第７号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第７号令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定について

を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 
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       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ０時１７分 

再開 午後 ０時３０分 

 

○播間決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

◎日程第９ 認定第８号 

○播間決算審査特別委員長 

 日程第９ 認定第８号令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定についてを議題といた

します。 

 関係説明員から議案並びに決算書の説明を求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 それでは、令和６年度大樹町下水道事業決算認定についてご説明申し上げます。 

 決算書の１ページ、２ページをお開き願います。 

令和６年度大樹町下水道事業決算報告書。 

こちらでは、決算額にて説明させていただきます。 

１、収益的収入及び支出。 

収入です。 

第１款下水道事業収益、決算額３億１,９７９万９,２０９円、第１項営業収益８,１５８

万４,９７６円、第２項営業外収益２億３,７９８万９,８２２円、第３項特別利益２２万４,

４１１円となってございます。 

続いて、支出です。 

第１款下水道事業費用、決算額３億１,８３３万４,１９４円、第１項営業費用２億９,９

３６万９,４５６円、第２項営業外費用１,８９６万４,７３８円、第３項の予備費はなしと

なってございます。 

次に、３ページ、４ページをお開き願います。 

２、資本的収入及び支出。 

収入。 

第１款資本的収入、決算額５,８５４万６,８０２円、第１項企業債２,７９０万円、第２
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項繰入金３２４万７,０５２円、第３項受益者負担金１４７万円、第４項受益者分担金９９

万円、第５項国庫補助金２,４９３万９,７５０円となってございます。 

続いて、支出です。 

第１款資本的支出、決算額１億７,６３３万５,３６１円、第１項建設改良費９,０１１万

２,９７９円、第２項企業債償還費８,６２２万２,３８２円となってございます。翌年度の

繰越額はございません。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億１,７７８万８,５５９円は、損益勘

定留保資金で補填してございます。 

次に、９ページ、１０ページをお開き願います。 

令和６年度大樹町下水道事業報告書。 

１、概況。 

（１）総括事項。 

 イ、公共下水道、水洗化状況です。 

令和６年度末において、水洗化戸数２,００９戸、対前年比１９戸の減であります。 

次に、年間処理水量です。３２万７８５立方メートル、対前年比７,６８６立方メートル

の減であります。 

次に、年間有収水量は３０万７,８６６立方メートル、対前年比１,３４２立方メートルの

減であります。 

ロ、個別排水処理施設設置状況です。 

令和６年度末において、設置戸数は２３９戸、対前年比において９戸の増。 

年間処理水量と年間有収水量はともに５万２,１９９立方メートル、対前年比において２,

６１９立方メートルの増であります。 

続いて、１０ページ中段をご覧ください。 

（２）議会議決事項です。 

表にお示しのとおり、議案第５９号から議案第４０号の５件を議決してございます。 

（４）職員に関する事項。 

表のとおり、事務職員、技術職員を各１名、計２名とし、職員の増減はございません。 

１１ページ、１２ページをお開き願います。 

２、工事。 

（１）建設工事の概況。 

イ、建設改良工事、公共下水道です。 

表の工事名欄、大樹下水終末処理場ＬＥＤ改修工事から大樹公共下水道単独工事までの

３件を実施し、工事請負費の合計は４,３０２万３,２００円となってございます。 

ロ、建設改良費の個別排水処理施設です。 

同じく、表の工事名欄の個別排水処理施設整備工事第１工区から、同工事名の第９工区ま

での９件を実施し、工事請負費の合計は２,６９９万２,９００円となってございます。 
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１２ページをご覧願います。 

３、業務。 

 （１）業務量。 

 イ、公共下水道事業です。 

年度末の水洗化人口は３,４７８人、対前年比において９２人の減です。 

年間処理水量及び有収水量は、先ほど概況で説明したとおりとなり、表、下段の有収率を

９５.９７％、対前年比において３.６５％の増となってございます。 

 ロ、個別排水処理施設事業です。 

年度末水洗人口は７０９人、対前年比において１８人の増。有収率は１００％となってご

ざいます。 

 （２）事業収入に関する事項です。 

 令和６年度におきまして、営業収益７,４９１万３,６３８円、対前年比９万３,２５６円

の減。営業外収益２億３,７９８万９,８２２円、対前年比において１,３０８万５５８円の

減となります。特別利益２２万４,４１１円、対前年比は皆増であります。合計３億１,３１

２万７,８７１円、対前年比１,２９４万９,４０３円の減となってございます。 

 （３）事業費に関する事項です。 

 令和６年度において、営業費用２億９,０５６万７,７２８円、対前年比５９９万８,０３

７円の増。営業外費用１,８９５万８,９３９円、対前年比７０２万９,４００円の増。特別

損失はございません。合計としまして３億９５２万６,６６７円、対前年比１,３０１万３,

７２１円の増となってございます。対前年比におきまして主な増は、委託料と終末処理電気

設備に伴う固定資産除却の増となってございます。 

 １３ページをお開き願います。 

 ４、会計。 

 （１）重要契約の要旨としまして、１,０００万円以上の契約は、表の記載のとおり下水

終末処理場電気設備更新工事の１件となってございます。 

 （２）企業債及び一時借入金の概況です。 

 イ、企業債。 

借入先は、北海道財務局と公営企業金融公庫及びその他民間資金でございます。前年度末

残高の合計額６億６,４８９万５,１８６円に、当年度借入高としまして、北海道財務局より

２,７９０万円を借り入れし、当年度償還高の合計８,６２２万２,３８２円とする。当年度

末残高を６億６５７万２,８０４円としてございます。 

ロの一時借入金はございません。 

 続いて、１５ページ、１６ページをお開き願います。 

 その他の書類（税抜）の明細について、主なものをご説明いたします。 

 １、収益的収支明細書。 

収入。 
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 下水道事業収益、営業収益、使用料６,６７８万７,２８２円、対前年比において２２万３,

３８８円の増。 

営業外収益、一般会計補助金１億５,７３５万４,２６９円、対前年比１,７１３万５,７３

１円の減であります。一般会計補助金の決算減は、公共下水道の基準内繰入金であります分

流式下水道に要する経費並びに高資本対策に要する経費の減に伴ってございます。同じく、

営業外収益、長期前受金戻入８,０５８万９,４２２円、対前年比４０１万７,８１３円の増

です。収益合計３億１,３１２万７,８７１円、対前年比１,２９４万９,４０３円の減であり

ます。 

 続いて、支出です。１６ページをご覧願います。 

 下水道事業費用、営業費用、個別排水管理費、委託料から修繕費まで、合計としまして２,

０５５万９,９３２円、対前年比１８４万１,７１１円の増です。決算増は、委託料において、

維持管理戸数の増と法定点検費の単価上昇によるものとなってございます。総係費、給料か

ら公課費までの合計２,３３６万８,５７４円、対前年比１７７万８,０３０円の増。決算増

は、委託料におきまして経営戦略の皆増によるものです。続いて減価償却費、有形固定資産

減価償却費１億６,９７６万２,５０９円、対前年比１７１万９,６０５円の増。資産減耗費、

固定資産除却費１,５８８万８,１５６円、対前年比５８９万９,２２７円の増です。こちら

の決算増は、終末処理場の電気設備更新に伴う除却費の増となるものです。それらの費用合

計としまして３億９５２万６,６６７円、対前年比１,３０１万３,２２１円の増となってご

ざいます。 

 続いて、１７ページをお開き願います。 

 ２、資本的収支明細書です。 

収入。 

 資本的収入、企業債２,７９０万円、対前年比１,３００万円の増。国庫補助金２,４９３

万９,７５０円、対前年比１,５９４万８,３５０円の増。それらの収入の合計です。５,８５

４万６,８０２円、対前年比２,８９３万９,４０２円の増となってございます。また、損益

勘定留保資金は１億１,７７８万８,５５９円、対前年比においては１８９万１,７７４円の

減となるものです。 

次に、支出。 

 資本的支出、建設改良費、公共下水道建設費、給料から備品購入費までの合計としまして

５,５８０万９,４５４円、対前年比２,９７７万９,２２８円の増。決算増は、委託料におい

て実施設計費の皆増や工事請負費において終末処置場の電気設備でありますインバータ盤

２面の更新工事の実施によるものです。同じく建設改良費、個別排水処理施設建設費、委託

料と工事請負費の合計としまして２,６７１万２,０００円、対前年比１１８万３,０００円

の増。決算増は、委託及び工事の件数は減少しましたが、労務費並びに資材高騰により工事

単価の上昇によるものとなってございます。支出合計１億６,８７４万３,８３６円、対前年

比２,３９８万６,２０７円の増となってございです。 
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 次に、１９ページ、２０ページをお開き願います。 

 ３、固定資産明細書です。 

 （１）有形固定資産明細書。 

資産の種類としまして、土地から建設仮勘定までの年度当初現在高を４７億５,２９２万

１,６９３円に、建物、構築物、工具器具及び備品、建設仮勘定の当年度増減を反映した結

果、年度末現在高を４８億１,７５７万７９１円となり、減価償却累計額６億６,６６８万

２,９５２円を差し引いた年度末償却未済額は４１億５,０８８万７,８３９円となってござ

います。 

続いて、２１ページ、２２ページをお開き願います。 

４、企業債明細書。 

２１ページから２８ページまで続き、２８ページをご覧願います。 

発行総額は、平成７年から令和７年までの政府資金７８口と公庫資金１９口、その他の民

間資金１口の合計９７口で１９億９９０万円。そこから年度当初償還高累計１２億１,７１

０万４,８１４円と当年度償還高の８,６２２万２,３８２円を差し引いた未償還残高は６億

６５７万２,８０４円となってございます。 

 以上で、下水道事業会計の決算概要の説明を終わらせていただきます。 

○播間決算審査特別委員長 

 議案並びに決算書の説明が終わりました。 

 これより、決算書の歳入歳出全般についての質疑をお受けいたします。質疑はありません

か。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了いたします。 

 これより、認定第８号の総括質疑を行います。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第８号令和６年度大樹町下水道事業会計決算認定についてを採決いたし

ます。 
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 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり認定することと決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託された事件の審査は、全て終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本委員会の審査報告書は、正副委員長に一任願いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○播間決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、審査報告書は、正副委員長に一任いただくことに決しました。 

 

   ◎閉会の宣告 

○播間決算審査特別委員長 

 本日の日程は、これで全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

 よって、大樹町決算審査特別委員会を閉会いたします。 

             

閉会 午後 ０時５０分 

 

 

 

 

 

  


